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第１章  

令和２年度の男女共同参画に関する主な動きと取組み 

 

 

 

県では、平成２８年３月に山形県男女共同参画計画を策定（計画期間：平成２８～令和２年度）

し、男女共同参画による豊かな地域社会を築くための取組みを進めて参りました。令和３年３月に

は、新たな山形県男女共同参画計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）を策定し、さらなる推

進に努めて参ります。 

第１章では、「ウーマノミクスで経済活性化塾」や「ビジネスウーマン交流会」などの女性の活躍

促進、「やまがたイクボス同盟」などのワーク・ライフ・バランスの実践拡大に向けた取組み、また

山形県男女共同参画センターの取組みやＤＶ未然防止に向けた意識啓発の強化についてなど、令和

２年度の男女共同参画に関する主な動きと取組みを御紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



１．女性の活躍促進 
 

（１）ウーマノミクスで経済活性化塾の開催 

 女性も活躍できる環境、働きやすい職場は、女性に限らず、誰もが働きやすい職場につながります。

また、女性活躍は、多様な視点や発想が経営に活かされ、企業にとっても好影響が期待されます。 

 企業において女性活躍・新しい働き方を推進するために、必要となる知識・スキルを習得しながら具

体的な施策を立案し、公開でプレゼンテーションを行う４回の連続講座をオンラインで開催し、延べ 168

人が参加しました。 

 

【対象】管理職、人事・労務担当者等の社内の推進者 

【総括コーディネーター】合同会社 work life shift 代表 伊藤麻衣子氏 

 

◆第１回連続講座 

【開催日】令和２年７月 28 日（火） 

【テーマ】「今だから進める！新しい働き方」 

[基調講演] 

   合同会社 work life shift代表、伊藤麻衣子氏を 

講師に迎え、「経営戦略としてのワークライフバラン 

ス」と題して講演をいただきました。なぜ、働き方改革をさらに進める必要があるのか、コロナ禍

で働き方や暮らし方の意識がどのように変わったか、選ばれる企業になるためのポイントなどをお

聞きしました。  

[公開講座] 

 青森県で地鶏の飼育から販売までを手掛ける株式会社グローバルフィールド 代表取締役、保坂

梨恵氏を講師に迎え、「地域の中小企業でもできる働き方改革」と題し、経営者側・従業員側それぞ

れの立場からのテレワークで心がけることなどを、身近な事例とともに講演いただきました。 

 

◆第２回連続講座 

【開催日】令和２年８月 26 日（水） 

【テーマ】「新しい働き方を考える上で、必要な知識、制度を知り、解決策を模索」 

[講演、ワークショップ] 

   ミライズ株式会社 取締役コンサルティング事業部長、髙橋理里子氏を講師に、「働き方改革を進

めるための法律知識、テレワークの基本と取り入れ方」と題し、働き方改革関連法のポイントやテ

レワークの基本を学ぶとともに、自社の現状をワークショップで把握しました。 

 

◆第３回連続講座 

【開催日】令和２年９月 16 日（水） 

【テーマ】「自身の役割を学び、社内を巻き込み変革を進めるためのスキル習得」 

[講演、ワークショップ] 

   NEXT-STAGE 代表、大高智佳子氏を講師に、「改革推進へ合意形成するための感情マネジメント＆

コミュニケーション」と題し、社内で改革を推進していく際のトップの役割や、現状と理想のギャ

ップを埋めていくポイントなどを学ぶとともに、自社の理想の姿をワークショップで考えました。 

〔講座（オンライン）の様子〕 



 

◆第４回連続講座 

【開催日】令和２年 10月 14日（水） 

【テーマ】「ウーマノミクスで山形の働き方改革を加速し、経済活性化！」 

[基調講演] 

   「いわて働き方改革 AWARD 2019」最優秀賞を受賞した株式会社ベアレン醸造所 専務取締役、嶌

田洋一氏を講師に、「本気の働き方改革～全社で残業時間を削減して経常利益 146％UP」と題し、生

産性で評価する必要性や、各部署毎のワーク・ライフ・バランスの取組みなどを講演いただきまし

た。 

[成果発表会] 

   受講者 5名が、自社で女性活躍・働き方改革を進めるために、自社の現状・課題・解決策と、意

気込み、自社でまずやること、スケジュールイメージなどを発表しました。 

 

（２）ビジネスウーマン交流会の実施 

ビジネスウーマン交流会は、県内で働く女性（ビジネスウーマン）が交流し、悩みや課題を共有する

ことでモチベーションアップや意識改革につなげるとともに、ネットワークの形成により、企業活動や

経済の活性化を図る「やまがたウーマノミクス」の更なる展開を目指すことを目的に、９月８日（火）

にオンラインで開催し、66名の女性が参加しました。 

 

【講演】 

 山形市売上増進支援センターY-bizセンター長、富松希氏を講師に迎え、「自分を活かす働き方のコツ」

と題して講演をいただきました。女性がキャリアを考えていく上で「ＶＵＣＡ（ブカ）」という言葉で表

される不安定さや不確実性を課題として挙げ、「キャリア・ドリフト」という、偶然を活かしてキャリア

を創造することの重要性などの話しをされました。 

 

【学びマルシェ】 

 気持ちよく働くためのヒントを得るための時間として、 

５つのテーマごとに、グループワークを２回実施しました。 

いずれのテーマでも大いに盛り上がり、参加者の満足度 

も非常に高いものとなりました。 

≪テーマ≫Ａ：ストレスとうまく付き合う 

     Ｂ：キャリアデザイン（仕事×自分ミーティング） 

     Ｃ：「自分の取扱説明書」でコミュニケーションを良好に 

     Ｄ：働きやすい職場を作ろう 

     Ｅ：アンガーマネジメント 

 

【交流会】 

参加者に８つのグループに分かれていただき、フリートーク形式で、交流会の感想のほか、悩みや課

題の解決策などを語り合いました。 

  

 

〔交流会(オンライン)の様子〕 



 

（３）マザーズジョブサポート山形・庄内の取組み 

就職を希望している子育て中の女性を支援するため開設した仕事と家庭のワンストップ支援窓口、マ

ザーズジョブサポート山形及び庄内では、離職してからのブランクに

対する不安や、お子さんの預け先に悩みを抱えていらっしゃる方など

の相談に対応する窓口として、マザーズ・コンシェルジュによる総合

相談を実施しております。 

併せて、保育ルームを設置し、相談中や就職面接時等における託児

サービスの提供を行っています。 

また、様々な業種に関心を持つきっかけとし、就業に関する女性の

選択肢を広げることを目的として、「職業理解セミナー」や「ママたちの職場見学会」※を開催しました。

その他、県内６ヶ所のハローワーク等にマザーズ・コンシェルジュが出張しセミナーや個別相談を行う

「マザーズおしごと相談会」や就職面接用のスーツ・靴・バッグの貸出等を行っています。 

この度のコロナ禍では、感染拡大防止と相談対応を両立するため、電話による相談にも対応しました。 

※マザーズジョブサポート山形でのみ開催 

 

【令和２年度利用実績（R3.1月末現在）】 

 県窓口利用者数 

（延べ人数） 

就職者数 

（延べ人数） 

保育ルーム利用者数 

（託児数・延べ人数） 

セミナー受講者数 

（延べ人数） 

マザーズジョブ

サポート山形 
682人 194人 165人 201人 

マザーズジョブ

サポート庄内 
441人  109人 71人 92人 

 

【令和２年度マザーズおしごと相談会 実績】 

 ※ ～令和３年１月末時点 

 

２．ワーク・ライフ・バランスの実践拡大に向けた取組み 
 

（１）やまがたイクボス同盟の普及・拡大 

女性の活躍や男性の家事・育児への参画促進など、男女が共に仕事と家庭生活を両立できる社会の実

現を目指し、山形県知事や経済団体などのトップが発起人となり平成 27 年度に「やまがたイクボス同

盟」を設立しました。令和３年１月末現在の加盟企業数は、494社となっています。 

 また、「やまがたイクボス同盟」では、今年度以下のとおり取組みを行いました。 

地  域 会  場 実施回数 相談者及びセミナー受講者数（延べ） 

村山地域 
ハローワーク村山等 ５回 12名 

ハローワーク寒河江等 ５回 17名 

最上地域 ハローワーク新庄等 ６回 24名 

置賜地域 
ハローワーク米沢等 13回 48名 

ハローワーク長井等 7回 16名 

庄内地域 ハローワーク鶴岡等 10回 47名 

〔職場見学会の様子〕 



○ やまがたトップセミナー 

経営者や管理職層を対象に、ポストコロナ時代を見据えた経

営戦略として、誰もが働きやすく、多様な人材が活躍できる組

織づくりを目的に、「やまがたトップセミナー」を、オンライン

にて開催しました。  

講師には、立命館アジア太平洋大学学長、出口治明氏をお招

きし、古代、人類はもともと男女平等であったことや、多様な人

材を活かす組織づくりに向け、性別による固定的役割分担意識

及び無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）の解消や男性の

育児休業促進の取組みの重要性などについてお話いただきました。 

その後、吉村知事、山形県経営者協会会長の寒河江浩二氏、講師の出口氏より、女性も男性も、共に

働き、共に育み、共に支え合う豊かな社会を目指すトップメッセージを発しました。 

 【日 時】令和２年 11月 30日（月）13:30～14:50 

【参加者】経営者、管理職、組織のリーダー等 179名 

【内 容】 

基調講演 

   演題：「ダイバーシティ経営を実現するリーダーのありかたとは」 

    講師：出口 治明 氏（立命館アジア太平洋大学学長 学校法人立命館副総長・理事） 

トップメッセージ 

    山形県知事 吉村 美栄子 

    山形県経営者協会会長  寒河江 浩二 氏 

基調講演講師  出口 治明 氏 

 【基調講演要旨】 

（１）無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）について 

  ○日本では、明治時代に男尊女卑の家制度が導入されたことに加え、戦後の高度成長時代における

男性の長時間労働を前提とする製造業の発展により、性別役割分業が強化されてきた。こうした

歴史的経緯から、日本におけるアンコンシャスバイアスは根深い。 

（２）男女差別の解消について 

  ○日本でも山形県でも、人口の半分は女性である。しかし、リーダーの多くが男性によって占めら

れている。 

  ○現代はサービス産業の時代であり、ユーザーの６～７割を占める女性のニーズに対応し、経済を

成長させるには、50～60代男性が企業幹部を占める状況を変えていかなければならない。 

（３）男性の育児休業取得の促進について 

  ○「母性愛」は、男女問わずホルモン（オキシトシン）の分泌により発生する。男性も育児により

分泌されると分かっており、最低一か月の育児休業取得などで、愛情深い男性を育てなければな

らない。 

（４）多様な人材が活躍できる組織づくりについて 

  ○山形県は、女性も男性も働く、先進的な県である。暮らしやすい社会を創出するため、個人差は

性差や年齢差を超えるものであることを念頭においてほしい。 

 

〔トップセミナーの様子〕 



【参加者の声】 

○歴史や科学など裏付けのあるお話で、納得感の多い内容でした。男女等しく働き家庭を守る。そ

の為には、まずリーダーが動かなくては何も始まらないという意識になりました。 

○オキシトシンのお話をお聞きしたことによって、育児休業をとる大切さがより実感できたので、

男性にも根拠をもって育児休業を勧めることができるようになると思いました。 

○自分では性差別に関する意識はあまりないと思っていましたが、再度、自分の考えを見直す必要

があると思いました。 

 

○ 「やまがたイクボス同盟ウエーブアクション」の実施 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、加盟企業・団体が行っている、「感染防止と経済（企業）活動

を両立する取り組みを発信する、「やまがたイクボス同盟ウエーブアクション」を行いました。参加企

業・団体からは、オンライン会議の実施や、勤務体系の柔軟化などの働き方の新しいスタイルの実践（120

件）や、感染防止の取組み（334件）など、454件もの取り組みが寄せられました。 

県では、こうした働き方の新しいスタイルの普及・拡大を通して、県内企業・団体におけるワーク・

ライフ・バランスの実現を図っています。 

【実施期間】令和 2年 6月 1日（月）～7月 31日（金） 

【参加企業・団体数】52組織 

【参加企業・団体から寄せられた働き方の新しいスタイルの取り組み】 

〇「オンライン化」（37件） 

・オンライン会議の実施が多くみられたほか、福祉施設では、外部から   

の面会をオンラインで行う取組みや、建設業では、顧客対応をオンラ 

インで行う取組みがみられた。 

〇「テレワーク」（24件）、「時差出勤」（９件）、「交代勤務」（７件） 

・在宅勤務・時差出勤等を用いて出社率を抑制するなど、勤務体系を柔軟化する動きがみられた。 

〇「社員のワーク・ライフ・バランスの支援」（８件） 

・子どもの学校休業に伴い、特別休暇を整備する取組みなどがみられた。 

【参加組織（企業・団体）からの声】 

・コロナ禍の中、山形の企業として、社員やお客様、協力業者様、地域の皆様に向けて、安全安心

に暮らしていくためにできることは何かを考えるきっかけになりました。（建設業） 

・自社の取組みを発信することで、県内企業一丸となってコロナを乗り越える一体感を感じられま

した。県内企業の皆さまの取組みを拝見することで、今後の参考になりました。（卸売小売業） 

・新型コロナに関しては不安や戸惑いしかありませんでしたが、『みんなを守る』と謳われている取

組みに参加させて頂く事により、社会が一致団結して乗り越えていくしかないのだと改めて感じ

ました。一日も早い終息を願うばかりです。（建設業） 

 

（２）Ｗ ＬＢ
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

推進アドバイザー事業 

 企業等の各種支援施策の活用を支援するとともに、企業が、計画的かつ永続的にＷＬＢや女性活躍の

取組みを進めることができるよう、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主

行動計画の策定を積極的に支援することで、企業におけるＷＬＢの推進を図ることを目的として、ＷＬ

Ｂ推進アドバイザー事業を実施しました。 

 



 派遣企業数は延べ 31社（R3.2月末現在）に留まっておりますが、 

行動計画の策定を検討若しくはアドバイザー派遣を機に策定いた 

だいた企業もあり、引き続き、企業等におけるＷＬＢの推進を図 

っていきます。 

 

（３）女性の新規就業支援・女性活躍支援事業 

３名のマッチングコーディネーターが直接企業を訪問し、「やまがたイクボス同盟」や各種アドバイ

ザー派遣などに関する県や国の制度等の紹介などを通して、女性も働きやすい職場環境の改善を支援す

るとともに、女性の雇用を拡大することを目的として、女性の新規就業支援・女性活躍支援事業を実施

しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、訪問企業数は 160社（R3.2月末現在）に留まっております

が、引き続き、女性の新規就業と女性の活躍を促進していきます。 

 

３．地域における男女共同参画の推進 
 

（１）山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 

  男女共同参画社会づくりに特に顕著な功績のあった個人若し

くは団体又は仕事や地域活動等様々な分野でチャレンジし活躍

している個人若しくは団体を顕彰し、その功績を称え、男女共同

参画社会づくりに対する県民の一層の関心を高め、男女共同参

画社会の形成の促進を図るため、「山形県男女共同参画社会づく

り功労者等知事表彰」を実施しました。令和２年度は、功労者表

彰を２名、チャレンジ賞を１団体が受賞され、令和２年 10月 23

日（金）に表彰式が執り行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤 茂枝 氏（酒田市） 

長年、会社経営及び商工会議所活動に携わり、酒田商工会議所では女性初の副会頭を務

め、各種方針決定に意見を反映させるなど、女性の社会参画の促進に大きく貢献してきた。  

平成３年には、情報誌「月刊ＳＰＯＯＮ（スプーン）」を創刊。発行人として、女性スタ

ッフから成る編集部を率い、女性の人材育成に取り組むとともに、情報誌に様々な分野で

活躍している女性を掲載し、男女共同参画社会基本法の制定以前から、男女共同参画社会

づくりと、女性活躍の機運醸成に大きく貢献している。 

青栁 フヂ子 氏（村山市） 

本県に国際結婚で来日した女性が、家庭・地域内で孤立化する課題に対し、村山市で日

本語教室を設立（共同設立）、教室で学んだ女性の就職、開業に結びつくなど、地域におけ

る女性の社会参画促進に大きく貢献してきた。 

村山市連合婦人会長、市で初の女性市民センター長等を務め、女性リーダーとして活躍。

現在は、市老人クラブ連合会副会長兼女性部長として、高齢者組織での女性の地位向上に

向けて活動するなど、男女共同参画社会づくりに大きく貢献している。 

働き方改革関連法への対応として、いち早く勤務医の実態調査を行い、医療業界におけ

る女性も男性も共に働きやすい環境整備を牽引しており、県内医師の確保と男女ともに働

きやすい医療現場の実現に向けて多大な貢献をしている。 

受賞者概要（功労者表彰） 功労者表彰は、男女共同参画社会づくりに積極的に取り組み、その功績が 

特に顕著であると認められる個人・団体を表彰するものです。 

〔吉村知事及び子育て若者応援部長と受賞者〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）山形県男女共同参画推進員の取組み 

県では、平成 28 年度より、県内の各地域において男女共同参画社会の形成に関する理解の浸透を図

るために、各地域の実情や特性を踏まえ、地域の中で男女共同参画を推進する「山形県男女共同参画推

進員」を設置しています。 

男女共同参画に関する普及・啓発や県や市町村が実施する施策の地域への情報提供などのほか、自治

会や団体などからの要望に応じた出前講座を実施し、令和２年度は延べ 256 回（R2.12 時点）の活動を

行っております。 

【推進員の設置状況】 

村山地域 最上地域 置賜地域 庄内地域 合計 

12名 ８名 ５名 ６名 31名 

 

４．山形県男女共同参画センター・チェリアの取組み 
 

（１）山形県男女共同参画センター・チェリアの概要 

山形県男女共同参画センターは、男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野に共同参画 

する豊かな社会「男女共同参画社会」の実現をめざす活動交流拠点として、平成 13

年４月１日より遊学館（山形市）内に開設しました。 

 愛称である「チェリア」は、チェリー（さくらんぼ）とエリア（場所）の組合せに

よる造語です。さくらんぼは山形県の名産であり、また二つの実が一緒になってい

る形が男女仲良く並んで男女共同参画を表現しているように見えることからセンタ

ーのシンボルマークにもなっております。 

 

＜チェリアの主な取組み＞ 

① 県民の男女共同参画に関する意識改革 

チャレンジ賞は、仕事や地域活動など様々な分野で活躍している個人・団体

を表彰するものです。 
受賞者概要（チャレンジ賞） 

 

チェリア塾ネットワーク（山形市） 
平成 27 年に、山形県男女共同参画センターの地域女性リーダー養成事業であるチェリ

ア塾の修了生が、県内における男女共同参画社会の実現を目指し、自発的に設立。 

会員の相互啓発の場となるほか、独自の活動として、イベントの企画・運営や、男性の

男女共同参画に関する意識啓発のためのセミナー、ワークショップを開催している。また、

男女共同参画社会づくりを担う次世代の人材を育成するため、メンバーが講師としてチェ

リア塾を支援し、受講生の指導を行う他、身近な相談窓口になっている。 

これらの取組みが、人材育成の好循環を生み出し、活動に取り組むメンバーの姿が、男

女共同参画社会づくりの推進を目指すものにとって、身近なロールモデルとなっている。 

メンバーには、市町村の男女共同参画計画づくりに携わるなど、各地域における男女共

同参画の推進の中心的な役割を担っているものも少なくない。今後は、各地域における他

の団体（ＮＰＯ等）との連携などをとおして、ネットワークの充実や活動が広がっていく

ことが期待される。 

〔チェリアシンボルマーク〕 



民間団体・グループが実施する男女共同参画に関する講座等の開催経費に助成金を交付する県 

民企画事業や、広報誌「チェリア」の発行やホームページによる情報提供を行っています。 

 ② 地域における身近な男女共同参画の推進 

登録団体・グループの発表など県民の参加と交流を目的としたチェリアフェスティバルや県内 

４ブロックにおいて各地域が主体となって企画、実施する地域講座等を実施しています。 

 ③ ワークライフバランス及び女性の活躍推進 

企業や地域において男女共同参画を推進するキーパーソンや女性リーダーを育成する「チェリア

塾」の開催や企業で働く女性を対象に、職場で活躍するためにキャリア開発に必要なビジネススキ

ルを学ぶ「やまがた女性キャリアアップセミナー」の開催、男性の意識啓発促進のための男性セミ

ナーの開催等を実施しています。 

④ 男女共同参画に関する相談・支援 

一般相談、男性相談、専門相談（弁護士による法律相談、臨床心理士によるこころの相談）を 

実施するとともに、相談機関の実務者研修会や DV講座を開催しています。 

⑤ その他男女共同参画に関する業務 

各種調査、団体への指導及び各種研究を行っています。 

 

（２）令和２年度の主な実施事業 

 〇チェリア 20周年記念事業 

山形県男女共同参画センター(チェリア)が開設されて節目の 20周年を迎え、記念事業を実施しま 

した。 

① ホームページでの動画配信 

出演者:髙木 直 氏(館長)、金澤 和子 氏(元館長)、半田 恵子 氏(元館長) 

東北公益文科大学教授:伊藤 眞知子 氏 

東北文教大学短期大学部特任准教授 齋藤 由美子 氏 

一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事 廣瀬 隆人 氏 

② 20周年記念誌の発行 

  ③「チェリアフェスティバル」のポスター展示 

※チェリア恒例の祭典「チェリアフェスティバル山形 2020」は、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により中止となりました。 

 

○ 「チェリア塾基本コース」を最上地域で開講 

企業や地域において、男女共同参画を推進するキーパーソン

や女性リーダーを育成するとともにそのネットワーク化を目的

に、「チェリア塾・基本コース」を新庄市で開講しました。修了

者数は 10名でしたが、修了後も自主的に交流を続け、次年度の

実践コースに進む準備を行っています。 

 

 

【第１回】「自分の中にある“強さ”、“弱さ”とは？」 

       講師：尾形恵子氏（有限会社ティップス 取締役社長） 

【第２回】「このモヤモヤ感はどこから ジェンダーと人権」 



       講師：伊藤眞知子氏（東北公益文科大学  教授） 

 

【第３回】「思いに気づき言葉で伝えられる自分になろう」 

       講師：木須八重子氏（国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ） 

【第４回】「プラス思考の魔法をかけよう」 

       講師：齋藤 理子氏（こころことばネットワーク代表） 

【第５回】「今日はゴールをスタートに変える日」 

       講師：廣瀬隆人氏（一般社団法人とちぎ市民協働研究会 代表理事） 

 

○ 「チェリア塾実践コース」を置賜地域で開講 

「チェリア塾・実践コース」は、基本コース修了生を対象に、受

講者自らが自主企画講座を企画・運営し、実践力を身につけるとと

もに確固たるネットワークを築くための講座です。本年度は、置賜

地域での基本コース修了生のうち 6 名が参加し、自主企画講座を開

催しました。受講者は役割を分担し、苦労しながらも協力し合って

最後は成功裡にやり遂げました。 

 

【講師】廣瀬 隆人 氏（一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事） 

【自主企画講座】 

『フォーラム「2020 春・コロナ・置賜の女性たちが見たもの考えたこと」』 

アドバイザー 廣瀬 隆人 氏（一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事） 

  38 名の来場者を前に、各受講生が身近な友人・知人 5 名に聞き取り調査をした結果を、プロジェク

ターを使用し発表していきました。 

これまで経験したことのない自粛生活の中で生じたリアルな女性たちの声を受け、来場者からの質

問、意見交換を行い、最後にチェリアの髙木館長より講評をいただきました。  

 

○ 「チェリア塾専門コース」を開講 

【ワークショップ技法の習得】 

チェリア塾修了生や男女共同参画推進員を対象に、出前講座等の実践活用を念頭に、チェリア塾専門

コースとして男女共同参画を分かりやすく伝えるための「男女共同参画ワークショップの技法の習得」

講座を開催しました。 

東北文教大学短期大学部特任准教授の齋藤由美子さんを中心にチェリア塾修了生が補助役となり、実

践編という位置づけで全３回の講座を開催しました。最終回では、受講生全員（８名）が「仮想出前講

座」を実践し、出前講座の要請に対していつでも対応できるまでに成長した姿を見ることができました。 

今後、講師・ファシリテーターとしての活動が期待されます。 

【「やまがた緑塾」「ジェンダー白熱教室」（知識の習得）】 

出前講座や男性セミナーなどの講師として活動するためには、それを分かりやすく伝える技法ととも

に、男女共同参画に関する理論についてもある程度正確に持ち合わせておくことが重要です。 

このため、村山地域においては髙木直氏（山形県男女共同参画センター館長）を講師に「やまがた緑

塾」を、庄内地域においても伊藤眞知子氏（東北公益文科大学教授）を講師に「ジェンダー白熱教室」

を開講し、ジェンダーに関して体系的・理論的に学びました。 



○ 男性セミナーの開催 

県内 2地域のチェリア塾修了者による「チェリア塾ネットワーク」が男性の男女共同参画への気づき

を促すセミナーを企画・開催しました。なお、村山地域は、「ちがいがわかる男のコーヒー座談会」を令

和 3年 2月 6日(土)に、置賜地域は、「男のフラワーアレンジメント」を令和 3年 2月 14日(日)に開催

する準備を進めていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、直前で中止となりまし

た。 

【庄内地域】「家族を守るためにできること～今から始める防災アクション～」 

・ 開催日：令和 3年 1月 23日（土） オンライン講座 

【最上地域】「簡単！パパっと！オトコの料理を学び語る会」 

・ 開催日：令和 3年１月 30日（土） オンライン講座 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 男性相談の実施 

男性は、悩みごとがあっても誰にも話せず、一人で抱え込んで頑張り過ぎてしまう傾向があると言わ

れ、深刻な事態に発展してしまう場合もあります。 

このため、男性が相談しやすい環境整備を目的に、「やまがたいのちの電話」のご協力で男性相談員を

配置し、「男性ほっとライン」として男性相談専用の電話相談窓口を設置しています。（毎月第１・第２・

第３水曜日：19:00～21:00） 

 

○ 「ＤＶ防止講座」の開催 

女性に対するあらゆる暴力が重大な人権侵害であることや、暴力を許さない社会の形成に向けた普及 

啓発を図るため、一般県民向けの講座を DV防止普及啓発期間中に開催しました。 

【テーマ】「ＤＶという名の支配 ～ＤＶが心に及ぼす影響とその対策～」 

   【講 師】永田 悠芽 氏（上町カウンセリングオフィス 臨床心理士） 

 

５．ＤＶ未然防止に向けた意識啓発の強化 
 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、一般的には「配偶者など親密な関係にある、またはあ

った人から加えられる暴力」、デートＤＶとは、一般的には「婚姻関係にない 10～20代の交際関係にあ

る、またはあった人から加えられる暴力」をいいます。 

令和元年度県民意識調査では、「ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」の認知度が 84.9％、「デート

ＤＶ」の認知度が 67.2％となっております。 



県では平成 28年３月に「山形県ＤＶ被害者支援基本計画」を策定し、男女が互いに人権を尊重し、暴

力のない社会の実現に向け、取り組んでいます。県の令和２年度の主な取組みを紹介します。 

 

（１）デートＤＶ防止出前講座の実施 

 若年層におけるＤＶ、デートＤＶ事案の未然防止、意識啓発のため、平成 24年度から県内公立・私立

高等学校、短期大学、大学等の生徒を対象に「デートＤＶ防止出前講座」を実施しています。講師によ

る講話のほか、事例紹介、ロールプレイ等、高校生や大学生等への啓発を行いました。令和２年度は、

10校、延べ 1,030名の生徒・学生等が参加しました。 

【事業実施回数】 

   高等学校 大学・短大 専門学校 計 

令和２年度 ８ １ １ 10 

延べ実施校数 91 19 12 122 

【令和２年度アンケート結果】※分母に未回答を含む 

＜この講座を聞くまで「デートＤＶ」という言葉を知っていたか＞ 

言葉も意味も知っていた 27.0% 

言葉は知っていたが、意味は知らなかった 32.2% 

言葉も意味も知らなかった 39.3% 

 

＜講座を聞いてみて、考えや気持ちに変化はあったか＞ 

変わった 57.2% 

変わらなかった 41.0% 

【参加者からの声】 

・デートＤＶは、自分や友達が関係するかもしれないと思うと意識が高まった。 

・電話などで相談できる機関があることを知れたので、身近で起こった場合は、紹介したいと思った。 

・ＤＶは、男性が女性を傷つけるイメージだったが、その逆もあると知れてよかった。 

 

 

（２）～女性に対する暴力をなくす運動～パープル・リボンキャンペーン 

パープルリボンキャンペーンとは、パープル（紫）色のリボンを身につけることで、「暴力のない世界

にしたい」という想いや、被害者に対する理解・支援を行う運動です。令和２年度は、「性暴力を、なく

そう」をテーマに県内各地で広報・啓発活動を行いました。 

 

【主なキャンペーンの内容】 

①パネル展 

県庁、県男女共同参画センター「チェリア」、県立図書館、８市町村（山形市、米沢市、酒田市、

上山市、天童市、南陽市、中山町、戸沢村）で実施 

 

②市町村広報誌による周知・啓発    

２１市町村で掲載 

 

 



 

③パープルライトアップ 

（村山地域）文翔館、上山城 

（最上地域）金山町街角交流施設「マルコの蔵」 

（置賜地域）旧米沢高等工業学校本館 

（庄内地域）日和山公園六角灯台 

 

④ゆるキャラによるパープルリボンの着用 

   寒河江市「チェリン」、高畠町「たかっき・はたっき」 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．提言等 

（１）全国知事会提言 

 

〇 取組みの背景 

全国の知事が協力して、男女共同参画について総合的に調査・

研究等を行い、適切な施策を強力に推進するため、全国知事会に

男女共同参画プロジェクトチームが設置されています。 

  本県の吉村知事は、平成 24 年から当プロジェクトチームのリ

ーダーに任命され、今年度も各都道府県知事と協力し提言書を取

りまとめ、６月にオンラインにより橋本内閣府特命担当大臣（男

女共同参画）（当時）へ提言活動を行いました。 
 

〇 提言の内容 

第１部 新型コロナウイルス感染症拡大により顕在化した課題への対応 

 提言１ 女性従事者の多い医療・保育・介護分野等におけるセーフティネットの充実・強化 

  提言２ 緊急時にも雇用を継続する環境づくり 

  提言３ テレワーク等の働きやすい制度の導入支援 

 提言４ 在宅勤務・自宅待機によるＤＶリスクへの対応強化、児童虐待対応との連携強化 

第２部 持続可能な社会づくりに向けた男女共同参画の推進 

  提言１ 性別による固定的役割分担意識の解消に向けた教育の推進 

  提言２ 男女の人権を尊重して、安全・安心な暮らしの実現！ 

  提言３ 女性も男性も子育てや介護を仕事と両立できる環境づくりの整備 

  提言４ 若年女性の地方定着・回帰の促進と、「持続可能な社会」の切り札となる女性活躍を促進 

 提言５ ＬＧＢＴ等の多様な性的指向・性自認への理解促進 

  提言６ 女性も活躍できる社会づくりに本気で取り組むための十分な財源の確保を！ 

 

提言全文は、全国知事会ホームページをご覧ください。 男女共同参画プロジェクトチーム 検索 

日和山公園六角灯台の 

パープルライトアップ 

《参考》ＤＶ相談ナビ「#８００８（はれれば）」について 

ＤＶ相談ナビとは、配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからない

という方のための、全国共通の電話番号です。「ＤＶ相談ナビ「#８００８」」にかけるとお近くの

配偶者暴力相談支援センターにつながります。（ご利用には通話料がかかります） 

 相談は、匿名で行うこともでき、相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。ＤＶと思

ったらすぐにご相談ください。 

〔提言活動の様子〕 

男女共同参画の推進に向けた提言～ウーマノミクスで地方創生・日本再生～ 



（２）内閣府男女共同参画会議 

男女共同参画会議は、内閣府に置かれる５つの重要政策会議のうちの１つであり、男女共同参画社

会基本法第 21条に基づき、内閣府に設置されたものです。 

主な役割は、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針・政策、重要事項等の調査審議

及び政府の施策の実施状況の監視・影響調査等です。 

 本県の吉村知事は、平成 31年３月から当会議の議員に就任しました。（令和３年１月７日退任） 

 

【開催日】 

第 60回  令和２年６月 15 日（月） 

第 61回  令和２年 11月 11日（水） 

第 62回  令和２年 12月 25日（金） 

 

（３）「女性首長によるびじょんネットワーク」会議  

11月 21日（土）、小池東京都知事と吉村山形県知事が共同座長を務める、女性活躍推進に向けた女性

首長による会議「第２回女性首長によるびじょんネットワーク会議」がオンラインにより開催されまし

た。全国の女性首長と経営者が、女性の視点を取り入れた組織運営や地域活性化策などについて意見・

情報交換を行いました。 

会議では、基調講演やパネルディスカッション、首長と経営

者による分科会等が行われ、女性が輝く社会の実現を目指した

宣言文の発表も行いました。 

最後に、吉村知事は「新型コロナの拡大により、平常時の様々

な社会課題が一層浮き彫りになっている。今回のネットワーク

会議を機に、自治体と経済界が手を携え、あらゆる分野・あら

ゆる世代で女性の参画を進め、持続可能な活力ある社会を実現

していきたい。」と述べ、女性活躍推進に力を入れていく考えを

示しました。 

 

（４）コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会  

内閣府では、新型コロナウイルス感染症の拡大が女性の 

雇用や生活等に与えている影響と、女性の視点からの政策 

課題の把握を調査検討し、「第５次男女共同参画基本計画」 

や「女性活躍加速のための重点方針 2021」の策定に向けた 

議論に反映させることを目的に、新たに「コロナ下の女性 

への影響と課題に関する研究会」を設置しました。 

本県の松田子育て若者応援部長が構成員として、参画しています。 

令和２年度は、延べ９回開催され、11月には政府に対する緊急提言を行いました。 

 

【緊急提言の内容】 

〇 ＤＶ、性暴力、自殺等の相談体制と対策を早急に強化するとともに、感染拡大期においても可能な

限り必要な機能を果たすこと 

〇 休校・休園の判断において、女性・子供への影響に最大限配慮すること 

〔オンラインで参加する吉村知事〕 

〔研究会（オンライン）の様子〕 



〇 いわゆるエッセンシャルワーカーの処遇改善等を十分考慮すること 

〇 感染症に伴う差別的な扱いの解消に向けた取組を進めること 

〇 ひとり親家庭への支援を強化すること 

〇 テレワークについて、課題を踏まえた上で、普及、充実を進め、柔軟な働き方を進めていくこと 

〇 デジタル、福祉分野など成長分野等へのシフトに向けた人材育成、就労支援を進めていくこと 

〇 行政の業務統計を含む統計情報の積極的活用を促し、迅速な実態把握とその分析を進めること 



 

 

  第２章 

   山形県における男女共同参画社会づくりの状況 

 

 

 

 

 本県における男女共同参画を推進していくためには、本県の現状を正しく理解し、男女共同参画

社会の実現に向け、県民・行政・企業・団体等が一体となって取り組んでいく必要があります。 

 このため、本県における男女共同参画を推進するための枠組みと、山形県男女共同参画計画の体

系を示すとともに、基本の柱ごとに現状と課題を提示しています。 

 併せて、本県の男女共同参画の現状について知っていただくため、関連データを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

山形県男女共同参画推進条例  （Ｈ 14.7.2 公布・施行）  

【基本理念】   １  男女の人権の尊重  
        ２  社会における制度又は慣行についての配慮  
        ３  方針等の立憲及び決定への共同参画  
        ４  家庭生活における活動と他の活動の両立  
        ５  生涯にわたる健康の保持  
 
【構   成】   ・責務（県・県民・事業者）  
        ・性別による権利侵害に関する配慮  
        ・男女共同参画の推進に関する施策の実施  
        ・男女共同参画審議会  

山形県男女共同参画計画  （Ｈ 28.3 策定）  

【これまでの経緯】  
平成 13年 3月 山形県男女共同参画計画策定（計画期間：平成 13年度～22年度） 
平成 18年 3月 山形県男女共同参画計画（改訂版）策定 
平成 23年 3月 山形県男女共同参画計画策定（計画期間：平成 23年度～27年度） 
平成 28年 3月 山形県男女共同参画計画策定（計画期間：平成 28年度～32年度） 

 

【基本目標】 一人ひとりがいきいきと能力を発揮しながら、思いやり、支え合う山形県 

【基本の柱】 １ 人権を尊重する意識づくり 

       ２ 共にいきいきと働くことができる環境づくり 

       ３ 共に支え合う地域づくり 
       ４ 安心できる生活の確保        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 的 な 推 進 

１ 概 要 

（１）山形県における男女共同参画を推進するための枠組み 

具 体 化 

条 例 

計 画 

推 進 体 制 

山形県男女共同参画審議会 

【組織】委員：15人 

【機能】男女共同参画計画その他男女
共同参画の推進に関する重要
事項について、知事の諮問に
応じ、調査審議 

山形県男女共同参画推進本部 

【組織】本部長：副知事 

【所掌事項】山形県男女共同参画計画の推進や、男 

女共同参画に関する施策にかかる関係
部局間の連絡調整に関することなど 

山形県男女共同参画センター（愛称：チェリア） 

・平成 13年 4月 1日に開設 

・本県の総合的な男女共同参画施策を具体的に実施 

県民との対話・連携  市町村との連携強化  企業との連携  ＮＰＯや女性団体との連携 

男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現  

山形県男女共同参画推進員 

【組織】推進員：31人 

【機能】地域における男女共同参画に関
する普及・啓発活動、県の施策推
進のための支援・協力活動等 



 

 

 

 

（２）山形県男女共同参画計画の体系 
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３ 雇用等における男女の均等な
機会と待遇の確保

６ 地域における身近な男女共同
参画の促進

７ 政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大

５ 多様な分野での女性の活躍
（ウーマノミクス）の推進

４ ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）の推進

10 生涯を通じた女性の健康支援

９ 女性に対するあらゆる暴力の
根絶

11 生活上様々な困難を抱える人
への対応

８ 高齢者、障がい者、外国人等
の能力発揮

１ 社会全体の意識改革のための
普及啓発と教育・学習の推進

２ 性別による固定的な役割分担
意識と社会慣行の見直し

① 県民の意識改革に向けた広報・啓発の推進
② あらゆる世代における男女共同参画に関する教育・学習の推進

① 性別による固定的な役割分担意識の解消のための取組みの加速化
② 男女共同参画に関する調査・研究及び情報収集・提供の推進
③ メディア等における女性の人権を尊重した表現の普及
④ 県が作成する広報・刊行物等における性別にとらわれない表現の普
及

① 関係法令の遵守と男女間格差の是正
② 企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)の確保
③ 女性の登用促進（県・市町村・企業等）
④ ハラスメント防止対策の促進
⑤ 自営業等における女性の労働に対する適正評価と経営への主体的な
参画促進

① ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりの推進
② 男性の家事・育児・介護への参画の促進
③ 子育て支援対策の拡充
④ 介護支援対策の拡充

① これまで女性の進出が少なかった分野への職域拡大に向けた取組み
の促進
② 女性の再就業支援
③ 女性の起業に対する支援の拡充
④ 多様な働き方の実現に向けた取組みの推進

① 地域における男女共同参画に関する気運醸成
② 自治会・町内会、ＰＴＡ活動における男女共同参画の促進
③ 防災分野における男女共同参画の促進
④ まちづくり・観光・環境分野等における男女共同参画の促進
⑤ ボランティア・ＮＰＯ活動における男女共同参画の促進
⑥ 女性の活躍による農山漁村の活性化
⑦ 誰もが暮らしやすい生活環境の整備

① 政策・方針決定過程に参画する人材の育成とネットワークの形成促
進
② 政治分野における女性の参画促進
③ 審議会等委員への女性の参画促進
④ 政策・方針決定過程への参画に関する調査・研究の実施

① 高齢者・障がい者・外国人等多様な人材の社会活動への参画促進

① 女性に対するあらゆる暴力を防ぐ環境づくりの推進
② ＤＶ防止及び被害者の保護等の推進
③ 性犯罪への対策の推進
④ ストーカー事案への対策の推進

① 生涯を通じた女性の健康の保持増進
② 性と生殖に関する正しい知識の普及啓発・教育の推進
③ 妊娠・出産・育児に関する保健医療対策の充実

① 貧困、高齢、障がい、海外からの移住等により、生活上の困難に直
面する人への支援
② ひとり親家庭の自立の支援
③ 子ども・若者の自立へ向けた支援
④ 性的マイノリティ（性同一性障がい等）に関する調査・研究の実施

※「施策の方向」の網かけは重点分野

（「女性活躍推進法」の推進計画）

４ 施策の体系



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「夫は働き、妻は家庭を守るのが良い」という固定的役割分担意識 

男女別では、男女ともに「反対」が５割を超えているものの、女性よりも男性の方が「賛成」

と答えた人の割合が多く、３割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本の柱ごとにみる山形県の男女共同参画の現状と課題 

基本の柱Ⅰ 「人権を尊重する意識づくり」から見る現状と課題 

 

現 状 

○「令和元年度ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・

企業実態調査」（以下「県民意識調査」という。）によると、「夫は働き、妻は家庭を守る

のが良い」というような性別による固定的な役割分担意識は、男女ともに「反対」が「賛

成」を上回り、初めて「反対」が５割を超え、「賛成」が３割を下回りました。 

○「男女共同参画社会」という言葉の認知度は 77.4％で、前回の調査（平成 26年度）に比 

べて 2.7ポイント高くなったものの、言葉の意味を知らない人が約半数（49.5％）います。 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 

今回 1534
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課 題 

◇ 「男女共同参画社会」という言葉の認知度 

 

 

 

◇ 男女の地位 

 

 

 

 

 

 

○ 女性も男性も、性別にかかわりなく個人として尊重されながら、家庭・学校・職場・地 

域で、一人ひとりがそれぞれの個性や能力を発揮しながら、自らの意思と選択によって、 

のびやかに生きることができる社会をつくるためには、男女共同参画に関する正しい理解 

について、あらゆる世代に対して、より一層の啓発が必要です。 

 

 

 

 

 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 男女別労働力人口の推移（昭和 55 年～平成 27年） 

 本県における労働力人口の推移を男女別にみると、男女ともに平成７年をピークに、その

後減少が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 年齢階級別労働力率 

労働力率のグラフは、男性が台形型を描くのに対し、女性は子育て期にあたる 30歳代を

底とするＭ字カーブを描く傾向にありますが、本県は、その底が非常に浅くなっています。

本県の女性の労働力率は、ほとんどの年代で全国に比べ高い状況にあり、30代の子育て期の

女性の労働力率の高さは、全国２位となっています。 

基本の柱Ⅱ 「共にいきいきと働くことができる環境づくり」から見る現状と課題 

 

現 状 

○労働力人口は、男女ともに減少が続いています。 

○子育て期の女性の労働力率が全国に比べ高くなっています。 

○育児をしながら働いている女性の割合が全国４位の 79.0％、夫婦の共働き率が全国１位

の 71.2％と全国平均を大きく上回り、高い状態にあります。 

○その一方で、本県の企業等における課長相当級での女性管理職割合は 15.1％となってお

り、企業における女性活躍推進に向け、「経営者層の理解の不足」、「管理職になることに

意欲的な女性社員が少ない」等の課題が残る状況です。 
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（H27国勢調査 /総務省） 
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◇ 夫婦の共働き率 

本県の夫婦の共働き率は、71.2％と、全国平均の 57.6％を大きく上回り、全国で１番目

に高い状態にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 育児をしながら働いている女性の割合 

本県の育児をしながら働いている女性「働くママ」の割合は 79.0％と、全国平均の 64.2％ 

を大きく上回り、全国で４番目に高い状態にあります。 

育児しながら働いている女性の割合（全国平均 64.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

順 位 都道府県名 割合（％） 

１ 島根県 81.2  

２ 福井県 80.6 

３ 高知県 80.5 

４ 山形県 79.0 

５ 富山県 78.7 

（H27国勢調査 /総務省） 

 

 

（H29年度 就業構造基本調査/総務省） 

 

～夫婦の共働き率の 

高い都道府県～ 

 

１位 山形県 

  ２位 福井県  

  ３位 島根県 

共働き率（就業者のいる夫婦世帯における割合） 

（H27国勢調査 /総務省） 

注）「育児をしている」とは、小学校入学前

の未就学児を対象とした育児（乳幼児の世話

や見守りなど）をいい、孫やおい・めい、弟

妹の世話などは含まない。 



 

 

 

◇ 女性が働き続けるために必要なこと 
働きたい女性が就業を継続できるよう、女性に偏った家事・育児・介護負担の是正や、

出産・育児・介護に関しての職場の理解促進が必要です。 

 
 

◇ 女性活躍推進に向けた課題 

女性の管理職登用を推進する上では、「管理職になることに意欲的な女性従業員が少ない」、

「必要な知識や経験、判断力等を有する適任者がいない（少ない）」、といった女性の意欲や能

力に関することを課題と捉えている事業所が多くなっています。 

 

 

 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 



 

 

課  題 

 

 

 

○ 本県における女性の労働力率をさらに向上させるため、働き続けたいと思いながら、 

妊娠・出産・子育てを理由に離職する人もいることから、そうした人が就業を継続でき 

るよう、女性に偏った家事・育児・介護負担の是正や職場の理解促進などを行う必要が 

あります。 

  ○ 意欲的な女性社員が少ない、必要な知識や経験、判断力等を有する適任者が少ない等 

の女性を管理職に登用する上での課題の解決に向けた企業の取組みを支援していく必要 

があります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 市町村の男女共同参画計画の策定率   

県内市町村の男女共同参画計画は、令和元年度以降策定が進み、全国市町村平均を上回

っています。  

県では、令和２年度までに 100％の策定率を目標としていますが、令和３年３月時点で

県内 35市町村のうち 34市町村（策定率：97.1％）が策定済みとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全国：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況/内閣府  

山形県：若者活躍・男女共同参画課調べ） 

 

◇ 自治会長・小中学校ＰＴＡ会長の女性割合   

自治会長の女性の割合は、山形県は 1.5％で、全国平均の 6.1％に対し、非常に低くなっ

ています。 

 また、小中学校ＰＴＡ会長に占める女性の割合についても、全国平均が 14.8％であるの

に対し、山形県は 2.4％と、さらに低い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本の柱Ⅲ 「共に支え合う地域づくり」から見る現状と課題 

 

現 状 

○市町村の男女共同参画計画は、令和元年度以降策定が進み、全国市町村平均を上回っています。 

○ＰＴＡ会長や自治会長の女性割合は、全国に比べ非常に低くなっています。 

○政治、行政、雇用、教育の各分野で女性の参画が低い傾向が見られます。 
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（「女性の政策・方針決定参画状況調べ」/内閣府より作成） 

 

 

（山形県：山形県 PTA連合会調べ、全国：「女性の政策・ 

方針決定参画状況調べ」/内閣府より作成） 

 

 

 

（%） 



 

 

◇ 各分野における「指導的地位」に女性が占める割合 

   各分野における指導的地位の女性が占める割合では、政治や医師、弁護士、公認会計士

等の分野で、女性の参画が全国よりも低い傾向が見られます。 
 

〈各出典〉

（※1）地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派人員調等（R1.12.31現在）

（※3）採用期間H31.4.1からR2.3.31が対象

（※5）雇用均等基本調査（R1.10.1現在）、山形県労働条件等実態調査（R2.8.31現在）

（※6）農業委員会及び都道府県農業会議実態調査（R1.10.1現在）

（※7）学校基本調査（R2.5.1現在）

（※8）医師・歯科医師・薬剤師調査（H30.12.31現在）

（※9）政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ（R2.9.30現在）、山形県弁護士会調べ（R3.1現在）

（※10）政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ（R2.7.31現在）、日本公認会計士協会調べ（R3.1.31現在）

（注1）法律・要綱等で定める審議会のうち、県が目標を設定している審議会等委員の女性割合

（※2）地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況

　　　（調査時点は原則としてR2.4.1現在であるが、各地方自治体の事情により異なる場合がある。）

（※4）地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の推進状況（調査時点は原則として

　　　 R2.4.1現在であるが、各地方自治体の事情により異なる場合がある。）



 

 

課  題  

 

○ 各市町村で地域における男女共同参画の主体的な取組みを促進するため、指針となる男 

女共同参画計画の策定の促進などの基盤整備が必要となっています。 

○ 県内市町村の男女共同参画計画の策定は、令和元年度以降一気に進んだものの、依然と

して未策定の自治体や計画期間満了に達する自治体もあることから、引き続き策定を働

きかける必要があります。 

○ 自治会長・ＰＴＡ会長の女性割合が全国と比べて低くなっており、女性の「責任を果た 

せるだけの自信がない」といった意識面での課題に対応するとともに、女性が参画しやす 

い仕組みや環境づくりが必要となっています。 

 ○ 行政、経済団体、労働組合、ＮＰＯ等あらゆる分野で、女性の政策・方針決定過程への 

参画が進むよう、県・市町村・関係団体が連携して人材を育成するとともに、団体間のネ 

ットワークの形成により、実効性ある取組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「ＤＶ」及び「デートＤＶ」の言葉の認知度及びＤＶを受けた時の相談先 

「ＤＶ」  

 

 

 「デートＤＶ」 

 

  

「ＤＶを受けた時の相談先」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本の柱Ⅳ 「安心できる生活の確保」から見る現状と課題 

 

現 状 

○県民意識調査結果では「ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」の認知度が 84.9％、「デ 

ートＤＶ」の認知度が 67.2％で、認知度はほとんど変わらないものの、前回調査と比較

して言葉の意味を知らない人が増加しています。 

○令和元年度山形県ひとり親家庭実態調査によると、本県の場合、母子家庭、父子家庭 

ともに９割以上が就業しているものの、就労による収入が 200万円未満の世帯は、母 

子世帯の約 55％、父子世帯の約 29％であり、暮らしの状況について、母子家庭、父子 

家庭とも８割以上の家庭が「苦しい」と答えています。 

（R1ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民意識・企業実態調査/山形県） 

 



 

 

課  題 

 

◇ ひとり親家庭の就業状況及び世帯の親の年間就労収入額 
（％） 

 

母子家庭 父子家庭 

山形県 全 国 山形県 全 国 

H26 R1 H23 H28 H26 R1 H23 H28 

就業している 94.1 93.8 80.6 81.8 91.6 94.7 91.3 85.4 

就

業

上

の

地

位 

事業主 3.7 2.8 3.2 4.3 9.2 13.8 17.2 19.9 

常用雇用者 52.2 61.6 39.4 44.2 72.9 71.3 67.2 68.2 

臨時・パート 34.6 28.2 47.4 43.8 6.9 5.6 8.0 6.4 

派遣社員 4.3 4.3 4.7 4.6 5.0 4.4 2.0 1.4 

家族従事者 2.0 0.9 1.6 0.5 3.2 3.8 1.4 2.6 

その他 3.3 2.3 3.7 2.5 2.7 1.3 4.3 1.4 

就業していない 4.9 4.6 15.0 9.4 6.7 2.4 5.3 5.4 

未回答・無効回答 1.1 1.6 4.4 8.8 1.7 3.0 3.4 9.1 

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
（山形県：山形県ひとり親家庭実態調査、全国：全国ひとり親等世帯等調査/厚生労働省） 

 

（％） 

 

母子家庭 父子家庭 

山形県 全 国 山形県 全 国 

H25 H30 H22 H27 H25 H30 H22 H27 

100万円未満 15.8 13.0 28.6 22.3 7.7 6.4 9.5 8.2 

100万円～200万円未満 45.8 42.2 35.4 35.8 18.6 22.9 12.6 11.7 

200万円～300万円未満 23.8 29.1 20.5 21.9 35.5 32.9 21.5 15.3 

300万円以上 14.6 15.6 15.5 19.9 38.2 37.8 56.5 64.8 
    ※「世帯の年間就労収入額」は、調査実施年の前年の収入額です。 

（山形県：山形県ひとり親家庭実態調査、全国：全国ひとり親等世帯等調査/厚生労働省） 

 

 

 

○ ＤＶという言葉の認知度は高い水準となっていますが、言葉の意味までは知らない方が

増えており、暴力のない社会の実現に向け、さらなる周知・啓発が必要です。 

 ○ 県民意識調査によれば、被害を受けた際に「どこ（だれ）にも相談しなかった」と答え

た人の割合は前回調査から大きく減少したものの、男性で 31.0％、女性で 23.2％と高く、

相談機関のさらなる周知が必要です。 

 ○ 様々な困難を抱える人も、安心していきいきと暮らしていけるよう、課題の解決に向け

て、関係機関が連携して取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 男女共同参画に係るデータ集 

 

（１）行政の取組み 

  ①男女共同参画に関する条例制定状況                                        (R2.4.1現在)   

都 道 府 県  46県／47県 97.9% 千葉県のみ未制定 

政令指定都市 20市／20市 100%  

全国市区町村 665／1,741 38.2%  

県内市町村  3市町／35市町村 8.6% 山形市、長井市、白鷹町 

    （内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

※市区町村の中に政令指定都市を含む。 

（参考）山形市「山形市男女共同参画推進条例」 

    長井市「長井市男女共同参画推進条例」 

白鷹町「白鷹町の行政機関の付属機関における男女の登用の均等促進に関する条例」 

       

  ②男女共同参画に関する計画策定状況                                        (R2.4.1現在)  

都 道 府 県  47県／47県 100%  

政令指定都市 20市／20市 100%  

全国市区町村 1,444／1,741 82.9%  

県内市町村  34市町村／35市町村 97.1% 飯豊町のみ未策定 

    （内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

※市区町村の中に政令指定都市を含む。   

※県内市町村については、R3.3末時点（山形県：若者活躍・男女共同参画課調べ） 

（参考）県の目標値（県内市町村における計画策定率）R2:100%  

 

  ③男女共同参画・女性のための総合施設の設置状況                            (R2.4.1現在) 

都 道 府 県  45県／47県 95.7% 未設置：宮城県、山口県 

政令指定都市 20市／20市 100%  

全国市区町村 296／1,741 17.0%  

県内市町村  3市町／35市町村 8.6% 
山形市「ファーラ」、酒田市「ウィズ」、 

遊佐町「生涯学習センター」 

    （内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

※市区町村の中に政令指定都市を含む。 
 

④市町村における男女共同参画の宣言の状況                                (R2.4.1現在)  

全国市区町村 198／1,741 11.4%  

県内市町村  6市町／35市町村 17.1% 
山形市（H10）白鷹町（H11）大江町（H12） 

天童市（H14）村山市（H17）川西町（H18） 

    （内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 
            ※全国市区町村数には政令指定都市は含まれていない。（ただし、大阪府堺市は平成６年度に国との共催で男女共同参画宣 

言都市奨励事業を実施していることから、市区町村数に含まれている。） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）政策・方針決定過程への女性の参画状況 

①HDI（人間開発指数）、GDI(ジェンダー開発指数)、GII(ジェンダー不平等指数)、GGI（ジェンダー・ 

ギャップ指数）<国際比較> 

【日本の HDI】（「長寿で健康な生活」、「知識」、「人間らしい生活水準」という人間開発の３つの側面を測定 

した指数）                                   ・・・19位/189か国中 

【日本の GDI】（人間開発における男女格差を表すもの。男女別の出生時平均余命、男女別の入学年齢児童の予測 

就学年数と 25歳以上の成人の平均就学年数、男女別の一人当たり GHI推計値から算出) 

・・・1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ/5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ中(167か国) 

【日本の GII】（国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられているかを明らかにするもの。 

妊産婦死亡率、15歳～19歳の女性 1,000人あたりの出生数、国会議員女性割合、中等教育以上の 

教育を受けた人の男女別割合、男女別労働力率から算出。）   ・・・ 24位/162か国中 

【日本の GGI】（男女格差を測る指数で、経済分野、教育分野、保健分野及び政治分野の各種データから算出) 

                                               ・・・121位/153か国中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇HDI、GDI、GII、GGI における日本の順位 

資料出所：ＨＤＩ、ＧＤＩ及びＧＩＩについては国連開発計画（UNDP）「人間開発報告書」、ＧＧＩは世界経済フォーラム「グ

ローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」より 

 

HDI GDI
2019年 2019年

順位 国名 HDI値 GDIグループ 国名 GDI値
1 ノルウェー 0.957 1 ウクライナ 1.000
2 アイルランド 0.955 1 ブルンジ 0.999
2 スイス 0.955 1 ドミニカ 0.999
4 香港 0.949 1 スロベニア 1.001
4 アイスランド 0.949 1 ボツワナ 0.998
6 ドイツ 0.947 1 ベトナム 0.997
7 スウェーデン 0.945 1 トリニダード・トバゴ 1.003
8 オーストラリア 0.944 1 エスワティニ 0.996

- - - - - -
19 日本 0.919 1 日本 0.978

GII GGI
2019年 2019年

順位 国名 GII値 順位 国名 GGI値
1 スイス 0.025 1 アイスランド 0.877
2 デンマーク 0.038 2 ノルウェー 0.842
2 スウェーデン 0.039 3 フィンランド 0.832
4 ベルギー 0.043 4 スウェーデン 0.820
5 オランダ 0.043 5 ニカラグア 0.804
6 ノルウェー 0.045 6 ニュージーランド 0.799
7 フィンランド 0.047 7 アイルランド 0.798
8 フランス 0.049 8 スペイン 0.795

- - - - - -
24 日本 0.094 121 日本 0.652



 

②議員における女性の状況 

【国会】 

衆議院 参議院 

 定数 女性数 女性割合  定数 女性数 女性割合 

H26.12現在 475 45 9.5% H26.12現在 242 38 15.7% 

H27.12現在 475 45 9.5% H27.12現在 242 38 15.7% 

H28.12現在 475 44 9.3% H28.12現在 242 50 20.7% 

H29.12現在 465 47 10.1% H29.12現在 242 50 20.7% 

H30.12現在 465 47 10.1% H30.12現在 242 50 20.7% 

R1.12現在 465 46 9.9% R1.12現在 245 56 22.9% 

R3.2現在 465 46 9.9% R3.2現在 245 55 22.6% 

                                                （内閣府：女性の政策・方針決定参画状況調べ） 

 

【地方議会】 

   都道府県議会 市（区）議会 町村議会 市（区）町村議会計 合計 

全国 

H29.12 

女性割合 10.1% 
最高： 

東京 28.6% 
14.9% 9.9% 13.1% 12.9% 

議員現員数 2,614 － 19,103 10,998 30,101 32,715 

女性数 264 － 2,855 1,092 3,947 4,211 

H30.12 

女性割合 10.0% 
最高： 

東京 28.6% 
15.3% 10.1% 13.4% 13.1% 

議員現員数 2,609 － 18,930 10,909 29,839 32,448 

女性数 262 － 2,892 1,105 3,947 4,259 

R1.12 

女性割合 11.4% 
最高： 

東京 29.0% 
16.6% 11.1% 14.6% 14.3% 

議員現員数 2,668 － 18,873 10,889 29,762 32,430 

女性数 303 － 3,133 1,204 4,337 4,640 

山形県 

H29.12 

女性割合 4.5% 全国 41 位 13.3% 8.1% 10.9% 10.4% 

議員現員数 44 － 270 246 516 560 

女性数 2 － 36 20 56 58 

H30.12 

女性割合 4.7% 全国 39 位 13.1% 8.6% 10.9% 10.5% 

議員現員数 43 － 268 244 512 555 

女性数 2 － 35 21 56 58 

R1.12 

女性割合 9.3% 全国 28 位 12.1% 8.9% 10.5% 10.5% 

議員現員数 43 － 264 248 512 555 

女性数 4 － 32 22 54 58 

（内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

 

 

 



 

③首長等に占める女性割合                         （R2.4.1 現在） 

 
総数

（人） 

女性

（人） 
女性割合 （参考）女性の長のいる地方公共団体 

都道府県 
知事 47  2 4.3%  山形県、東京都 

副知事 93  6 6.5%  愛知県、三重県、滋賀県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 

市区 

市区長 815  26 3.2%  

宮城県仙台市、茨城県土浦市、栃木県（栃木市、

那須烏山市）、群馬県安中市、千葉県君津市、東

京都（足立区、武蔵野市）、神奈川県横浜市、新

潟県加茂市、福井県大野市、山梨県北杜市、長野

県諏訪市、静岡県（島田市、伊豆の国市）、三重

県鈴鹿市、京都府木津川市、兵庫県（尼崎市、芦

屋市、宝塚市）、岡山県（倉敷市、新見市）、山

口県（宇部市、周南市）、福岡県宗像市、沖縄県

那覇市 

副市区長 1,028  29 2.8%  

北海道函館市、山形県酒田市、茨城県潮来市、埼玉

県（行田市、秩父市）、千葉県（千葉市、木更津市）、

東京都（文京区、江東区、豊島区、北区、八王子市、

東村山市、多摩市）、神奈川県横須賀市、岐阜県（美

濃加茂市、下呂市）、愛知県名古屋市、三重県四日

市市、京都府京都市、大阪府（堺市、豊中市、門真

市、四条畷市）、福岡県（福岡市、直方市、福津市）、

沖縄県（浦添市、沖縄市） 

町村 

町村長 926  8  0.9%  
青森県外ヶ浜町、栃木県野木町、埼玉県長瀞町、

神奈川県二宮町、新潟県津南町、兵庫県播磨町、

和歌山県美浜町、高知県いの町 

副町村長 854  8  0.9%  
宮城県利府町、福島県桑折町、長野県山形村、静岡

県清水町、三重県明和町、奈良県高取町、佐賀県吉

野ヶ里町、沖縄県座間味村 

(内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

 

④審議会等における女性委員の就任状況 

【女性委員割合】 

 国 山形県 全国（都道府県） 県内市町村 全国（市区町村） 

H29.3 － 52.7% 36.7% 22.0% 26.2% 

H29.9 37.4% － － － － 

H30.3 － 52.2% 36.7% 22.5% 26.6% 

H30.9 37.6% － － － － 

H31.3 － 51.7% 37.1% 22.9% 26.8% 

R1.9 39.6% － － － － 

R2.3 － 52.5% 37.0% 23.7% 27.1% 

R2.9 40.7% － － － － 

   （山形県：若者活躍・男女共同参画課調べ、内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況、  

国の審議会等における女性委員の参画状況調べ） 

※山形県、全国都道府県：目標の対象となる審議会等における登用状況（都道府県により対象となる審議会等の範囲が異なる） 

※市町村（県内、全国）：地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等における登用状況 
※各年 3 月のデータについて、山形県、県内市町村は 3 月 31 日現在のデータであるが、全国データは都道府県により調査時点
が異なる。 

※市区町村の中に政令指定都市を含む。 
（参考） 目標値 国：R2まで男女ともに 40%以上 60%以下、県：R2までに 50% 

（県内市町村で目標値を設定している市町村数 26（74.3%）R2.3.31現在） 

 
 



 

【女性委員のいる審議会等割合】 

 国 山形県 全国（都道府県） 県内市町村 全国（市区町村） 

H29.9 96.7% － － － － 

H30.3 － 100.0% 93.4% 85.1% 84.6% 

H30.9 97.5% － － － － 

H31.3 － 100.0% 94.1% 85.3% 85.6% 

R1.9 98.4% － － － － 

R2.3 － 100.0% 93.7% 86.6% 86.1% 

R2.9 97.6% － － － － 

   (山形県：若者活躍・男女共同参画課調べ、内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 

    国の審議会等における女性委員の参画状況） 
※山形県、全国都道府県：目標の対象となる審議会等における状況（都道府県により対象となる審議会等の範囲が異なる） 

※市町村：地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等における状況 

※各年 3 月のデータについて、山形県、県内市町村は 3 月 31 日現在のデータであるが、全国データは都道府県により調査

時点が異なる。 

⑤女性公務員の採用状況（女性割合） 

 
上級 

（総合職等） 

中級 
（一般職・ 
大卒程度） 

初級 
（一般職・ 
高卒程度） 

計 

H30 

山形県
職員 

採用者総数（人） 164 － － 301 

うち女性（人） 65 － － 130 

 女性割合 39.6% － － 43.2% 

行政職に占める女性割合 40.5% － － 42.4% 

全国
（都道
府県） 

採用者総数（人） 16,833 － 27,361 

うち女性（人） 5,328 － 9,600 

 女性割合 31.7% － 35.1% 

行政職に占める女性割合 37.3% － 39.4% 

国家 
公務員 

採用者総数（人） 671 2,665 1,306 7,600 

うち女性（人） 218 946 479 2,581 

 女性割合 32.5% 35.5% 36.7% 34.0 

事務系区分に占める女性割合 － － － － 

R1 

山形県
職員 

採用者総数（人） 152 － － 245 

うち女性（人） 59 － － 101 

 女性割合 38.8% － － 41.2% 

行政職に占める女性割合 41.8% － － 40.0% 

全国
（都道
府県） 

採用者総数（人） 15,677 － 25,510 

うち女性（人） 5,127 － 9,003 

 女性割合 32.7% － 35.3% 

行政職に占める女性割合 37.2% － 38.4% 

国家 
公務員 

採用者総数（人） 704 2,910 1,406 8,119 

うち女性（人） 243 1,085 567 2,874 

 女性割合 34.5% 37.3% 40.3% 35.4% 

事務系区分に占める女性割合 － － － － 



 

 
上級 

（総合職等） 

中級 
（一般職・ 
大卒程度） 

初級 
（一般職・ 
高卒程度） 

計 

R2 

山形県
職員 

採用者総数（人） 133 － － 250 

うち女性（人） 54 － － 109 

 女性割合 40.6% － － 43.6% 

行政職に占める女性割合 40.3% － － 37.7% 

全国
（都道
府県） 

採用者総数（人） 15,252 － 24,836 

うち女性（人） 5,119 － 9,098 

女性割合 33.6% － 36.6% 

行政職に占める女性割合 38.3% － 39.5% 

国家公
務員 

採用者総数（人） 731 3,050 1,607 8,461 

うち女性（人） 259 1,225 594 3,117 

 女性割合 35.4 40.2 37.0 36.8 

事務系区分に占める女性割合 － － － － 

（内閣府：女性の政策・方針決定参画状況調べ、地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

※ 山形県職員、全国（都道府県）は各年、前年度の採用者の値、国家公務員は当年 4月 1日付け採用者の値。 

           （参考）目標値国家公務員: 国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合 R2:36.8%→35%以上（毎年度） 

国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合 R2:35.4%→35%以上（毎年度） 

（男女共同参画基本計画〈第５次〉） 

 ⑥女性公務員の管理職等への登用状況 

【女性管理職割合】 

 山形県 うち知事部局 全国（都道府県） 県内市町村 全国（市区町村） 

H30 

全職種 

総数（人） 651 421 37,651 1,021 106,799 

うち女性(人) 70 52 3,646 136 15,669 

女性割合 10.8% 12.4% 9.7% 13.3% 14.7% 

一般行政職 

総数（人） 409 345 24,638 736 78,622 

うち女性(人) 35 34 2,257 68 8,779 

女性割合 8.6% 9.9% 9.2% 9.2% 11.2% 

R1 

全職種 

 総数（人） 648 417 37,853 989 106,292 

うち女性(人) 74 57 3,883 138 16,262 

女性割合 11.4% 13.7% 10.3% 14.0% 15.3% 

一般行政職 

 総数（人） 406 341 24,628 749 78,838 

うち女性(人) 40 39 2,434 87 9,293 

女性割合 9.9% 11.4% 9.9% 11.6% 11.8% 

R2 

全職種 

 総数（人） 648 422 37,931 1,033 107,206 

うち女性(人) 85 64 4,211 164 16,975 

女性割合 13.1% 15.2% 11.1% 15.9% 15.8% 

一般行政職 

 総数（人） 443 355 24,849 753 79,349 

うち女性(人) 43 42 2,686 97 9,817 

女性割合 9.7% 11.8% 10.8% 12.9% 12.4% 

 (山形県：若者活躍・男女共同参画課調べ、内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 
      ※「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の調査による数値 

   ※教職員は対象外 



 

 

【女性役付割合】※役付・・・係長相当職以上の役職についているもの。（課長相当職以上を除く。） 

 山形県 うち知事部局 

 

H30 

 

総数(人) 4,827 2,418 

うち女性(人) 1,755 660 

女性割合 36.4% 27.3% 

R1 

総数(人) 4,822 2,381 

うち女性(人) 1,792 666 

女性割合 37.2% 28.0% 

 

R2 

 

総数(人) 4,786 2,370 

うち女性(人) 1,790 677 

女性割合 37.4% 28.6% 

※教職員は対象外               （若者活躍・男女共同参画課調べ）   

  

⑦地方防災会議における女性の登用状況 

【地方防災会議に占める女性委員割合】 

 山形県 全国（都道府県） 県内市町村 全国（市区町村） 

H30 

総数(人) 60 2,882 1,002 45,515 

うち女性(人) 10 453 58 3,822 

女性割合 16.7% 15.7% 5.8% 8.4% 

R1 

総数(人) 62 2,904 995 45,739 

うち女性(人) 8 466 60 3,959 

女性割合 12.9% 16.0% 6.0% 8.7% 

R2 

総数(人) 62 2,932 1,044 45,706 

うち女性(人) 8 471 65 4,021 

女性割合 12.9% 16.1% 6.2% 8.8% 

（内閣府：政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ） 

 

（３）各種職業・団体役員等における女性の参画状況 

①司法への参画状況    

                          （女性の占める割合） 

 裁判官 検察官 弁護士 司法試験合格者 司法書士 弁理士 

H30 21.7% 18.8% 18.7% 24.6% 17.2% 15.1% 

R1 22.2% 19.2% 18.9% 24.4% 17.6% 15.3% 

R2 22.6% 19.7% 19.1% 25.3% 17.9% 15.7% 

     （内閣府:政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ） 

   

 

 

 

（全国）  



 

 （山形県）    

  総数（人） うち女性数（人） 女性割合 

H31.1 弁護士 97 12 12.4% 

R2.1 弁護士 103 15 14.6% 

R3.1 弁護士 106 15 14.1% 

（山形県弁護士会調べ） 

 

②医師・薬剤師への参画状況 

     （女性の占める割合） 

 医師 医師国家試験合格者 薬剤師 

H29 － 34.5% － 

H30 21.9% 34.0% 65.6% 

R1 － 33.2% － 

（内閣府:政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ） 

 

   （山形県）    

  総数（人） うち女性数（人） 女性割合 

H28 医師 2,597 435 16.8% 

H30 医師 2,614 453 17.3% 

（医師・歯科医師・薬剤師調査／厚生労働省） 

 

③公認会計士・税理士への参画状況 

    （女性の占める割合） 

 公認会計士 公認会計士試験合格者 税理士 税理士試験合格者 

H30 15.0% 20.4% 14.8% 25.4% 

R1 15.2% 23.6% 14.9% 27.5% 

R2 15.6% － 15.1% － 

※公認会計士：会員数は外国公認会計士数を除き、未入会の会計士補登録数を含む。 

（内閣府:政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ） 

 

   （山形県）    

  総数（人） うち女性数（人） 女性割合 

H31.1 公認会計士 53 4 7.5% 

R2.1 公認会計士 55 3 5.5% 

R3.1 公認会計士 58 4 6.9% 

   ※山形県内に主たる事務所等を登録している公認会計士の数          （日本公認会計士協会調べ）   

 

 

 

 

（全国） 

（全国） 

 



 

  総数（人） うち女性数（人） 女性割合 

H31.1 税理士 275 25 9.1% 

R2.1 税理士 282 25 8.9% 

R3.1 税理士 282 25 8.9% 

※東北税理士会山形県支部連合会会員となっている税理士の数 （東北税理士会山形県支部連合会調べ） 

④労働組合への参画状況 

（連合傘下組合における女性割合／全国） 

 組織人員 中央執行委員 

H30.10 35.5% 14.6% 

R1.10 36.1% 14.8% 

R2.10 36.2% 15.4% 

（内閣府:政策・方針決定過程への女性の参画状況調べ） 

 

⑤農林水産関係への参画状況 

【農業委員】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 26,119 2,773 10.6% 516 62 12.0% 

H30 23,196 2,747 11.8% 492 63 12.8% 

R1 23,125 2,788 12.1% 488 63 12.9% 

  (農林水産省：農業委員会及び都道府県農業会議実態調査） 

 

【農協役員】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 17,272 1,327 7.7% 394 30 7.6% 

H30 16,916 1,347 8.0% 388 32 8.2% 

R1 － － － 363 32 8.8% 

（農業協同組合一斉調査） 

 

 

【農協正組合員】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 4,283,685 940,351 22.0% 96,753 15,717 16.2% 

H30 4,225,505 945,416 22.4% 95,493 15,749 16.5% 

R1 － － － 94,231 15,872 16.8% 

（農業協同組合一斉調査） 

 



 

（家族経営協定に関する実態調査） 

【指導・青年農業士数】（山形県）                     【家族経営協定締結農家数】（山形県） 

 
指導・青年農業士 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 294 49 16.7% 

H30 297 52 17.5% 

R1 304 60 19.7% 

  （指導農業士・青年農業士認定者名簿）                        

 

【認定農業者数】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 240,629 5,853 2.4% 10,100 233 2.3% 

H30 239,028 5,921 2.5% 9,966 245 2.5% 

R1 233,792 5,869 2.5% 9,400 228 2.4% 

（農林水産省：担い手及びその農地利用の実態に関する調査） 

【漁協役員】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 9,330 51 0.5% 11 0 0.0% 

H30 9,195 47 0.5% 11 0 0.0% 

R1 - - - 10 0 0.0% 

 （水産業協同組合統計表、山形県漁業協同組合業務報告書より） 

 

【森林組合役員】 

 
全国 山形県 

総数（人） うち女性（人） 女性割合 総数（人） うち女性（人） 女性割合 

H29 8,921 47 0.5% 192 0 0.0% 

H30 8,814 50 0.6% 183 0 0.0% 

R1 － － － 189 0 0.0% 

                           （平成 30年度森林組合統計／令和元年度森林組合一斉調査）     

 

⑥商工業等事業主における女性割合（山形県内） 

製造業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 宿泊・サービス飲食業 サービス業 

18.0% 28.1% 26.6% 26.7% 37.5% 23.7% 

 （H27国勢調査から算出）  

 

 

 

 
家族経営協定 

締結農家数 

H30.3 1,019 

H31.3 1,023 

R2.3 1,018 



 

（４）教育分野における男女共同参画の状況 

①教育委員の状況 

【女性委員割合】 

 山形県 県内市町村 全国（都道府県） 

H30.3 60.0% 36.9% 42.0% 

H31.3 60.0% 39.6% 43.6% 

R2.3 60.0% 42.6% 44.1% 

 (内閣府:地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 
 

②進学率                                （単位：％） 

    

高等学校等 

進学率 

大学等進学率 

 大学・短大・その他 大学（学部） 短大（本科） 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

H30 
山形県 99.4 99.5 99.5 41.4 49.3 45.3 39.8 37.9 38.9 1.1 10.6 5.7 

全国 98.6 99.0 98.8 51.8 57.7 54.7 50.8 48.4 49.6 0.8 8.6 4.6 

H31 
山形県 99.5 99.6 99.5 40.9 48.4 44.6 39.0 36.9 37.9 1.5 10.7 6.0 

全国 98.6 99.0 98.8 51.6 57.8 54.7 50.6 49.0 49.8 0.8 8.0 4.4 

R2 
山形県 99.5 99.5 99.5 43.5 48.8 46.1 41.8 38.1 40.0 1.3 9.9 5.5 

全国 98.7 99.0 98.8 53.2 58.3 55.8 52.2 49.8 51.0 0.9 7.7 4.3 

（学校基本調査／文部科学省より作成）    

※進学率は、卒業者に占める高等学校、大学等へ進学した者の割合。（通信制への進学者を含む） 

    （参考）大学院への進学率（R2） 男：14.4%  女：5.9 % 、（R2 山形県） 男：26.5 %  女：8.9%  
 

  ③高等学校（生徒）の状況 

  【県内高等学校生の学科別女子の割合】 

 （公立（全日制・定時制）及び私立（全日制）の合計） ※専攻科を除く                                  

  普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 看護科 情報科 総合科 

H30 53.9% 53.2% 14.5% 64.1% 15.3% 75.7% 96.6% 40.8% 62.0% 

R1 54.0% 53.3% 14.7% 64.7% 15.6% 76.1% 96.6% 33.6% 62.7% 

      

【県内高等学校からの就職者の男女別・産業別就職先構成割合】 

  建設業 製造業 卸・小売業 飲食・宿泊業 医療・福祉 サービス業  

H30 
男 15.1% 46.7% 6.1% 4.1% 1.7% 2.4% 

女 3.8% 36.5% 16.6% 11.5% 8.6% 2.3% 

R1 
男 14.1% 48.5% 5.5% 2.4% 1.9% 3.3% 

女 3.0% 34.9% 15.5% 11.1% 8.8% 3.0% 

（山形県学校基本調査結果報告書より作成） 

 

 

 

 

（山形県学校基本調査結果報告書より作成） 



 

④大学（学生）の状況 

【大学生における女性割合の推移（全国）】 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

41.9% 42.4% 42.7% 43.1% 43.4% 43.7% 44.0% 44.3% 

 

【大学・学部における専攻分野別女性割合（全国）】               （単位：％） 

  人文科学 社会科学 理学 工学 農学 
保健

（医・歯） 

保健

(その他) 
商船 家政 教育 芸術 その他 

H30 65.3 35.3 27.8 15.0 45.0 35.2 69.0 15.7 90.5 59.2 69.6 47.8 

R1 65.3 35.6 27.9 15.4 45.1 35.8 69.7 18.5 90.2 59.2 69.0 48.0 

R2 65.2 35.7 27.8 15.7 45.1 36.3 70.0 18.0 89.2 59.1 68.6 48.0 

 

【大学・学部における男女別の専攻分野構成割合（全国）】              （単位：％） 

  人文科学 社会科学 理学 工学 農学 
保健

（医・歯） 

保健

(その他) 
商船 家政 教育 芸術 その他 

H30 
男 8.9 37.9 4.0 22.8 3.0 3.3 5.6 0.0 0.5 5.4 1.5 7.2 

女 20.4 25.2 1.9 4.9 3.0 2.2 15.2 0.0 5.5 9.6 4.2 8.0 

R1 
男 8.9 37.8 3.9 22.6 3.0 3.2 5.5 0.0 0.5 5.4 1.6 7.5 

女 20.1 25.1 1.8 4.9 2.9 2.2 15.3 0.0 5.5 9.5 4.2 8.3 

R2 
男 8.9 37.6 4.0 22.5 3.0 3.2 5.6 0.0 0.5 5.4 1.6 7.6 

女 19.9 25.0 1.8 5.0 2.9 2.2 15.7 0.0 5.4 9.4 4.3 8.4 

   

 

【山形大学における学部別女子学生の状況】                   （令和２年 5月 1日現在） 

  人文 
人文社会

科学 

地域教育

文化 
理学 

医学 

(看護学科含む) 

うち 

医学科 
工学 農学 合計 

学生数(人) 54 1,266 734 901 995 746 2,763 676 7,389 

 
うち女子 

学生数(人) 
20 673 469 224 532 295 418 302 2,638 

女子学生割合 ai 37.0% 53.2% 63.9% 24.9% 53.5% 39.5% 15.1% 44.7% 35.7% 

  ※平成 29年度より、人文学部の学生の募集を停止し、新たに人文社会科学部として学生を受け入れている。 

 （山形大学調べ） 

⑤小中高教員における女性管理職登用状況 

（小学校・中学校・高等学校） 

 小学校 中学校 

校長 教頭※ 教員総数 校長 教頭※ 教員総数 

H30 
全国 女性割合 19.6% 26.1% 62.2% 6.7% 12.4% 43.3% 

山形県 女性割合 11.8% 14.6% 60.6% 5.2% 12.0% 45.2% 

 

（文部科学統計要覧／文部科学省より作成） 

（学校基本調査／文部科学省より作成） 

（文部科学統計要覧、学校基本調査／文部科学省より作成） 



 

R1 

全国 

総数(人) 19,115 19,936 421,935 9,103 10,532 246,825 

うち女性（人） 3,930 5,464 262,277 676 1,430 107,479 

女性割合 20.6% 27.4% 62.2% 7.4% 13.6% 43.5% 

山形県 

総数(人) 236 244 3,957 94 106 2,332 

うち女性（人） 24 50 2,422 6 15 1,064 

女性割合 10.2% 20.5% 61.2% 6.4% 14.2% 45.6% 

R2 

全国 

総数(人) 18,903 19,807 422,554 9,034 10,479 246,814 

うち女性（人） 4,113 5,686 263,185 682 1,555 107,981 

女性割合 21.8% 28.7% 62.3% 7.5% 14.8% 43.7% 

山形県 

総数(人) 233 241 3,921 93 105 2,311 

うち女性（人） 25 61 2,423 6 17 1,050 

女性割合 10.7% 25.3% 61.8% 6.5% 16.2% 45.4% 

 

 

 高等学校 

国公立 私立 計 

校長 教頭※ 教員総数 校長 教頭※ 教員総数 校長 教頭※ 教員総数 

H30 
全国 女性割合 7.6% 9.3% 33.1% 9.6% 9.0% 29.3% 8.1% 9.2% 32.1% 

山形県 女性割合 14.0% 12.2% 33.1% 7.1% 4.5% 24.8% 12.3% 10.4% 31.1% 

R1 

全国 

総数(人) 3,469 5,407 169,014 1,247 2,143 62,305 4,716 7,550 231,319 

うち女性（人） 261 537 56,385 123 206 18,301 384 743 74,686 

女性割合 7.5% 9.9% 33.4% 9.9% 9.6% 29.4% 8.1% 9.8% 32.3% 

山形県 

総数(人) 43 75 1,901 14 24 606 57 99 2,507 

うち女性（人） 5 9 630 2 0 156 7 9 786 

女性割合 11.6% 12.0% 33.1% 14.3% 0% 25.7% 12.3% 9.1% 31.4% 

R2 

全国 

総数(人) 3,452 5,418 166,807 1,242 2,200 62,438 4,694 7,618 229,245 

うち女性（人） 269 625 56,167 124 225 18,410 393 850 74,577 

女性割合 7.8% 11.5% 33.7% 10.0% 10.2% 29.5% 8.4% 11.2% 32.5% 

山形県 

総数(人) 43 76 1,867 14 24 595 57 100 2,462 

うち女性（人） 6 10 628 1 0 154 7 10 782 

女性割合 14.0% 13.2% 33.6% 7.1% 0% 25.9% 12.3% 10.0% 31.8% 

（全国：学校基本調査／文部科学省、山形県：山形県学校基本調査報告書速報より作成） 
※教頭に副校長を含む。 

⑥研究者・大学教員における女性割合 

【女性研究者の割合（全国）】 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

14.6 14.7 15.3 15.7 16.2 16.6 16.9 

（科学技術研究調査／総務省） 

 

 

 



 

【大学教員に占める女性割合の推移（全国）】 

  学長 副学長 教授 
准教授 

（助教授） 
講師 助教 助手 計 

H29 10.9% 11.9% 16.2% 24.2% 31.8% 29.8% 56.8% 24.2% 

H30 11.3% 11.7% 16.9% 24.6% 32.3% 30.4% 57.1% 24.8% 

R1 11.9% 12.3% 17.4% 25.1% 32.9% 30.8% 58.4% 25.3% 

                              (文部科学統計要覧／文部科学省) 

（５）企業（職場）における男女共同参画の状況 

①労働力率、共働き世帯率、三世代同居率 

 

労働力率 
（15歳～、男） 

労働力率 
（15歳～、女） 

労働力率 
（15～64歳、男） 

労働力率 
（15～64歳、女） 

全国 山形県 全国 山形県 全国 山形県 全国 山形県 

H12 76.5% 75.5% 48.7% 51.5% 85.0% 86.7% 58.8% 67.9% 

H17 75.3% 
73.8% 

（全国 29位） 
48.8% 

50.8% 
（全国 12位） 

86.1% 87.0% 61.1% 69.2% 

H22 73.8% 71.4% 49.6% 50.0% 86.2% 86.6% 64.0% 70.5% 

H27 70.9% 70.2% 50.0% 51.3% 85.6% 86.1% 67.3% 73.5% 

 

 

労働力率 
（30～39歳、女） 

共働き世帯率 
（対夫婦のいる一般世帯比） 

三世代同居率 
（対一般世帯比） 

全国 山形県 山形県 全国 山形県 全国 

H12 59.0% 
76.2% 

（全国 1位） 

60.4% 
（全国 2 位） 

44.9% 
28.1% 

（全国 1 位） 
10.1% 

H17 63.5% 
78.2% 

（全国 1位） 
57.9% 

（全国 2 位） 
44.4% 

24.9% 
（全国 1 位） 

8.6% 

H22 68.6% 
80.5% 

（全国２位） 
55.7% 

（全国 2 位） 
43.5% 

21.5% 
（全国 1 位） 

7.1% 

H27 73.1% 
83.6% 

（全国２位） 
57.9% 

（全国 2 位） 
47.6% 

17.8% 
（全国 1 位） 

5.7% 

（国勢調査） 

※労働力率について、平成１７年調査では労働力の状態をより的確に表すため、労働力状態が明らかでないもの（労働状態不

詳）を除き算出しており、以前の数値についても、平成１７年の算出方法により遡及して算出した数値を用いた。 
 

＜１７年調査からの算出方法＞ 

    労働力率＝「労働力人口」÷「１５歳以上人口（労働力状態不詳を除く）」×１００ 

＜１２年調査までの算出方法＞ 

    労働力率＝「労働力人口」÷「１５歳以上人口（労働力状態不詳を含む）」×１００ 

 

②雇用形態（正規・パート等）の状況 

【男女別雇用者に占めるパート・アルバイト・派遣・契約社員等の割合】 

 
全国 山形県 

男性 女性 男性 女性 

H29 21.9% 55.5% ― ― 

H30 22.2% 56.1% ― ― 

R1 22.9% 56.0% ― ― 

R2 22.2% 54.4% ― ― 

（山形県：労働条件等実態調査／雇用対策課、全国：労働力調査特別調査、労働力調査年報(詳細結果／総務省）  

 



 

【新規学卒入職者に占めるパートタイム労働者の割合／全国】 

 男性 女性 計 

H29 29.7% 33.5% 31.5% 

H30 26.9% 27.6% 27.2% 

R1 39.0% 35.0% 37.1% 

（雇用動向調査／厚生労働省） 

③男女間及び全国との賃金格差 

【男女間賃金格差、山形と全国との男女別賃金格差】 

 

男女間賃金格差 

（男性を 100 とした場合の女性の賃金） 

山形と全国との賃金格差 

（全国を 100とした場合の山形の賃金） 

一般労働者 パートを含む全労働者 一般労働者 

山形県 全国 山形県 全国 男性 女性 

H29 72.9 71.0 － 55.0 81.4 83.6 

H30 72.9 70.9 － － 80.4 82.6 

R1 72.0 71.8 － － 81.2 81.5 

（賃金構造基本統計調査、毎月勤労統計調査／厚生労働省） 

  ※賃金は「きまって支給する現金給与額」を用いている。「きまって支給する現金給与額」は、労働契約等によってあらかじ

め定められている支給条件、算定方法によって６月分として支給された現金給与額。（超過労働給与額を含む） 

 

【所得水準 300万円未満の雇用者割合／全国】 

 正規・男性 正規・女性 パート・女性 

H24 22.7% 51.8% 98.3% 

H29 20.3% 48.2% 97.9% 

 

④女性管理職等の登用状況 

【女性管理職を有する事業所割合】(単位：％)※計は係長相当職以上を有する事業所の割合（「役員」を含む） 

 
山形県 全国 

役員 
部長 

相当職 

課長 

相当職 

係長 

相当職 
計 役員 

部長 

相当職 

課長 

相当職 

係長 

相当職 
計 

H30 

企業規模 

100 人未満 
31.5 9.4 14.4 17.8 50.7 － － － － － 

企業規模 

100～299 
15.9 15.9 35.2 48.9 62.1 － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
5.0 15.0 27.1 38.9 48.9 － － － － － 

計 19.9 12.6 23.2 31.5 52.9 41.6 10.7 19.0 21.7 63.2 

R1 

企業規模 

100 人未満 
26.7 10.8 15.1 17.2 52.6 － － － － － 

企業規模 

100～299 
18.5 15.3 32.0 49.5 63.5 － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
6.0 16.2 31.2 44.4 55.6 － － － － － 

計 20.8 13.5 23.9 33.0 56.1 34.8 11.0 18.4 19.5 59.4 

（就業構造基本調査／総務省統計局） 



 

R2 

企業規模 

100 人未満 
35.9 9.6 15.2 21.4 57.9 － － － － － 

企業規模 

100～299 
16.9 16.0 35.2 44.7 59.8 － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
7.0 15.7 30.8 43.1 53.2 － － － － － 

計 22.9 12.9 24.3 33.2 56.9 － － － － － 

（山形県:労働条件等実態調査／雇用対策課、全国:雇用均等基本調査／厚生労働省）  

 

【管理職数に占める女性管理職数割合】(単位：％) 

 山形県 全国 

 役員 
部長 

相当職 

課長 

相当職 
小計 

係長 

相当職 
計 役員 

部長 

相当職 

課長 

相当職 
小計 

係長 

相当職 
計 

H30 

企業規模 

100人未満 
24.2 15.7 22.4 21.8 33.1 24.7 － － － － － － 

企業規模 

100～299 
11.6 8.2 14.4 12.3 23.0 16.5 － － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
6.7 10.3 15.1 13.0 24.3 18.2 － － － － － － 

計 16.6 10.4 15.7 14.6 24.7 18.6 21.7 6.7 9.3 11.8 16.7 13.5 

R1 

企業規模 

100人未満 
24.1 15.8 20.2 21.0 36.6 24.7 － － － － － － 

企業規模 

100～299 
11.7 10.2 14.5 12.9 25.5 17.9 － － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
7.3 11.0 13.9 12.5 25.8 18.5 － － － － － － 

計 16.8 11.8 15.0 14.6 26.9 19.4 20.1 6.9 10.9 11.9 17.1 13.7 

R2 

企業規模 

100人未満 
27.4 15.5 20.0 22.6 36.5 26.1 － － － － － － 

企業規模 

100～299 
14.0 10.8 16.2 14.4 26.0 18.5 － － － － － － 

企業規模 

300 人以上 
8.5 8.9 13.4 11.8 22.8 16.8 － － － － － － 

計 19.5 10.8 15.1 15.0 25.3 19.0 － － － － － － 

                

 

⑤ポジティブ・アクションの取組み状況 

【ポジティブ・アクションに取り組んでいる事業所割合】 

 
山形県 全国 

＊全国的にも、企業規模

が大きくなるほど取組

み割合が高い傾向 

企業規模 
100人未満 

企業規模 
100～299 

企業規模 
300人以上 

計 計 

H24 20.7% 35.6% 47.8% 30.8% 24.9% 

H25 - - - - 16.9%  

H26 - - - - 47.9%  

（県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課、全国: 雇用均等基本調査／厚生労働省） 

※山形県の数値について、H25以降は「山形県労働条件等実態調査」に該当項目が設定されなかったため値なし。 

 
 
 
 

（山形県:労働条件等実態調査／雇用対策課、全国:雇用均等基本調査／厚生労働省） 



 

（６）仕事と家庭、家事・育児等の状況 

①事業所における育児支援・介護支援措置等の状況 

【一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）の届出状況】 

 

山形県 全国 

101人以上企業（義務） 100人以下企業 
（努力義務） 

101 人以上
企業（義務）
の届出率 

100 人以下企
業（努力義務）
の届出企業数 対象企業数 届出企業数 届出率 

H30.9 459社 459社 100% 261社 98.2% 34,223社 

R1.9 464社 462社 99.6% 300社 98.4% 39,636社 

R2.9 459社 458社 99.8% 349社 96.9% 44,882社 

  （全国:厚生労働省、山形県:山形労働局） 

  【くるみんマーク取得企業】 

    厚生労働省の次世代育成支援対策推進法に基づき認定された「子育てサポート企業」 

    （令和２年 12月末までの山形県の状況）  

・くるみんマーク取得企業      ５３社 

      ・プラチナくるみんマーク取得企業   ５社  

 

【一般事業主行動計画（女性活躍推進法）の届出状況】 

 

山形県 全国 

301人以上企業（義務） 300人以下企業 
（努力義務） 

301 人以上
企業（義務）
の届出率 

300 人以下企
業（努力義務）
の届出企業数 対象企業数 届出企業数 届出率 

H30.12 111社 111社 100% 28社 99.3% 5,681社 

R1.12 114社 113社 99.1% 58社 98.9% 6,436社 

R2.12 113社 113社 100% 79社 99.2% 7,875社 

     【えるぼし認定企業】 

    厚生労働省の女性活躍推進法に基づき認定された企業 

（令和２年 12月までの山形県の状況） 

・１段階目  ０社 

・２段階目  ３社 

・３段階目  ８社                 

（山形労働局）            

                                          

【育児休業制度の規定状況】※H30雇用均等基本調査から該当する設問がなく、数値なし 

 育児休業の規定あり（山形県） 同左（全国） 

 
企業規模 
99人以下 

企業規模 
100～299人 

企業規模 
300人以上 

計 計 

H30 68.9% 99.1% 99.3% 85.2% － 

R1 73.8% 99.1% 99.6% 87.5% － 

R2 72.2% 99.1% 99.3% 86.4% － 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課  全国:雇用均等基本調査／厚生労働省）  

 

 

 



 

【育児休業の取得率】 

 
山形県 全国 

女性 ～99人 
100～
299人 

300～ 男性 ～99人 
100～
299人 

300～ 女性 男性 

H30 96.5% 85.3% 96.3% 98.2% 5.0% 9.5% 5.1% 4.1% 82.2% 6.16% 

R1 95.7% 91.0% 93.7% 97.2% 6.7% 10.1% 5.2% 7.1% 83.0% 7.48% 

R2 95.9% 91.3% 97.3% 96.0% 8.1% 14.1% 6.5% 7.9% － － 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国:雇用均等基本調査／厚生労働省）  

＜参考＞育児休業取得率の県の目標値  男性（R1）6.7%→(R7)15.0% 

 

【育児のための勤務時間短縮等措置の導入状況】 

 

山形県 全国 

企業規模 
99人以下 

企業規模 
100～299人 

企業規模 
300人以上 

計 
利用者ありの 
事業所割合 

計 

H30 48.9% 90.7% 93.2% 72.1% － 69.0% 

R1 71.9% 96.4% 97.0% 85.2% － 72.1% 

R2 70.5% 95.4% 95.3% 83.6% － － 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国:雇用均等基本調査／厚生労働省）   

※「育児のための勤務時間短縮等の措置」とは、従業員が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置であり、 

  以下のものをいう。 

   ①短時間勤務制度 ②育児のためのフレックスタイム制度 ③始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ 

   ④所定外労働をさせない制度 ⑤事業所内託児施設の設備運営 ⑥育児に要する経費の援助制度 

   ⑦育児休業の制度に準ずる措置 

 

【子の看護休暇制度の規定状況】 

 

山形県 全国 

企業規模 
99人以下 

企業規模 
100～299 人 

企業規模 
300 人以上 

計 
利用者ありの事業所割合 

(取得従業員の男女割合) 

規定 

あり 

利用者のいる 

事業所割合 

H30 45.0% 87.7% 88.6% 68.1% 
16.5% 

（男性 22.4％、女性 77.6％） 
60.6% 51.5% 

R1 50.9% 89.2% 91.0% 71.9% 
18.0% 

（男性 25.4％、女性 74.6％） 
－ － 

R2 49.6% 93.2% 90.6% 71.7% 
19.0% 

（男性 31.7％、女性 68.3％） 
－ － 

    (県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国:雇用均等基本調査／厚生労働省） 

 

【配偶者出産休暇制度の導入状況】 

 
山形県 

規定あり 取得率 

H30 49.6% 50.5% 

R1 50.1% 52.9% 

R2 47.4% 55.6% 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課） 



 

【男性職員の配偶者出産時育児目的休暇制度の導入状況】 

（山形県） 

 規定状況 

付与形態 

育児・介護休業法で定める 
育児休業 

企業独自の配偶者出産時の 
育児目的休暇制度 

H30 65.6% 90.0% 14.2% 

R1 65.7% 90.2% 13.7% 

R2 65.8% 88.1% 16.2% 

                        （県：山形県労働条件実態調査／雇用対策課） 

 

【介護休業制度の規定状況】 

 
山形県 全国 

企業規模 
99人以下 

企業規模
100～299人 

企業規模
300人以上 

計 
利用者ありの
事業所割合 

計 

H30 58.4% 97.8% 98.6% 79.8% 6.5% ― 

R1 63.0% 97.3% 97.4% 81.4% 6.1% 74.0 

R2 64.1% 97.7% 97.3% 81.6% 5.2% ― 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国: 雇用均等基本調査／厚生労働省） 

 

【介護休業取得者数及び男女別割合】 

 山形県 全国 

 

企業規模 

99人以下 

企業規模 

100～299人 

企業規模 

300人以上 
計 

取得者 
男女比
（％） 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

H30 
0人 

(0.0%) 

3 人 

(100%) 

1人 

（7.1%） 

13人 

(92.9%) 

10人 

(25.0%) 

30人 

(75.0%) 

11 人 

(19.3%) 

46人 

(80.7%) 
－ － 

R1 
1人 

(20.0%) 

4 人 

(80.0%) 

7人 

（43.8%） 

9人 

(56.3%) 

5人 

(17.2%) 

24人 

(82.8%) 

13 人 

(26.0%) 

37人 

(74.0%) 
61.1 38.9 

R2 
5人 

(23.8%) 

16 人 

(76.2%) 

5人 

（27.8%） 

13人 

(72.2%) 

6人 

(31.6%) 

13人 

(68.4%) 

16 人 

(27.6%) 

42人 

(72.4%) 
－ － 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課  全国: 雇用均等基本調査／厚生労働省） 

 

  【労働者１人当たりの年次有給休暇の付与日数及び取得状況】 

 
山形県 全国 

平均付与 
日数（日） 

平均取得 
日数（日） 

平均取得率 
（%） 

平均付与 
日数（日） 

平均取得 
日数（日） 

平均取得率 
（%） 

H30 17.3 9.3 53.9 18.0 9.4 52.4 

R1 17.3 9.6 55.7 18.0 10.1 56.3 

R2 17.2 10.4 60.5 ― ― ― 

(県:山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国: 就労条件総合調査／厚生労働省） 

 

 



 

②家事・育児の状況 

【男女別の 1日当たり家事・育児時間】 

 ア．全国 

 共働き世帯 夫有業、妻無業 

H23 
男性 35分 41分 

女性 4時間 14分 6時間 52分 

H28 
男性 39分 45分 

女性 4時間 18分 6時間 53分 

            （家事、介護・看護、育児、買い物の合計時間 社会生活基本調査／総務省）      

          

イ．山形県 

    家事 育児（該当者のみの平均） 

R1 H26 R1 H26 

平

日 

男性 1時間 7分 52分 18分 20分 

女性 3時間 22分 2時間 50分 1時間 40分 2時間 23分 

休

日 

男性 1時間 50分 1時間 27分 1時間 5分 1時間 23分 

女性 4時間 12分 3時間 13分 3時間 18分 4時間 27分 

 

 

  

ウ．山形市（R1） 

（家事時間） 0分 30分未満 
30 分以上 

1時間未満 

1時間以上 

2時間未満 

2時間以上 

4時間未満 

4時間以上 

6時間未満 

6 時間以上 

8 時間未満 
8時間以上 無回答 

全体 1.4% 3.6% 10.1% 26.9% 41.7% 10.6% 2.9% 1.0% 1.7% 

男性 3.6% 7.3% 16.4% 35.0% 28.2% 4.1% 0.9% 0.9% 3.6% 

女性 0% 1.4% 6.4% 22.0% 49.9% 14.5% 4.2% 1.1% 0.6% 

（男女共同参画に関する市民の意識及び実態調査報告書／山形市）  

 

③男女別の就業時間 

 
 

1週間当たり就業時間（時間） 週 60時間以上就業者割合（%） 年所定外 
就業時間 
（時間） 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 

H29 
男性 45.1 46.3 47.1 47.4 12.1 13.7 15.7 15.5 183.6 

女性 38.9 35.5 33.5 32.9 4.5 2.7 2.5 2.0 68.4 

H30 
男性 44.1 45.6 46.3 46.4 10.4 12.7 14.4 14.2 180.0 

女性 38.2 35.2 33.1 32.5 3.7 2.7 2.2 2.3 69.6 

R1 
男性 43.7 45.2 46.0 46.0 9.7 12.2 13.3 12.9 － 

女性 38.4 35.0 33.0 32.4 3.6 2.4 2.2 2.1 － 

  （労働力調査／総務省  毎月勤労統計調査／厚生労働省） 

 

 

（県「令和元年度ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画及び女性活躍に関する県民

意識・企業実態調査」） 



 

（７）多様な人々が多分野で活躍できる環境の整備をめぐる状況 

①女性の就業希望者（山形県） 

【山形県内の就業希望者の状況】 

 
就業希望者数 左のうち、求職活動を行っているもの 

転職等希望 無業者（新規） 計 転職等希望 無業者（新規） 計 

H24  

男  45,700 33,100 78,600 19,400 16,600 36,000 

 うち自営業希望 6,300 1,000 7,300 3,000 700 3,700 

女  39,100 43,600 82,700 14,500 16,800 31,300 

 うち自営業希望 1,600 600 2,200 700 200 900 

計  84,800 76,700 161,500 33,900 33,400 67,300 

 うち自営業希望 7,900 1,600 9,500 3,700 900 4,600 

※「転職等希望」は「転職希望」及び「追加就業希望」の合計            （就業構造基本調査／総務省） 

 ②起業の状況 

【自営業主（起業者）数】 

 全国 山形県 

H24 

男 

自営業主 

4,450,100 75.3% 55,400 77.4% 

女 1,459,400 24.7% 16,200 22.6% 

計 5,909,500 100.0% 71,600 100.0% 

H29 

男 
自営業主 4,188,800 74.6% 49,800 77.1% 

うち起業者 2,691,600 78.5% 25,100 77.5% 

女 
自営業主 1,428,300 25.4% 14,800 22.9% 

うち起業者 738,500 21.5% 7,300 22.5% 

計 
自営業主 5,617,100 100.0% 64,600 100.0% 

うち起業者 3,430,100 100.0% 32,400 100.0% 

（就業構造基本調査／総務省） 

 

【日本政策金融公庫における女性起業家向け融資の実績（山形県）】  （単位：件、千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

女性起業家
向け資金 

件数 37 44 39 42 44 

金額 180,980 154,730 235,240 165,430 184,000 

           （日本政策金融公庫調べ） 

※「女性、若者／シニア起業家支援資金」のうち女性起業家が利用した件数・金額 

  

③地域役員・NPO等への参画状況（女性の占める割合／山形県内） 

 民生児童委員 公民館長 小中学校 PTA会長 自治会長 NPO法人代表 

H17 49.6% 2.0% 2.0% 0.6% 22.2% 

H19 50.6% － 
1.6%(全国 10.1%） 

※全国最下位 

0.3%(全国 3.8%） 

※全国最下位 
22.8% 

H27 ― ― 
0.8%(全国 12.5%） 

総数（人）：355 

うち女性（人）：３ 

 0.9%(全国 4.9%） 

※全国 45 位 

(H28.1末現在) 

20.7% 



 

H28 ― ― 
1.7%(全国 12.8%） 

総数（人）：347 

うち女性（人）：6 

1.0%(全国 5.2%） 

※全国 46 位 

（H29.1末現在） 

20.7％ 

H29 ― ― 
1.2%(全国 13.8%） 

総数（人）：343 

うち女性（人）：4 

1.2%(全国 5.4%） 

※全国 46 位 

（H30.1末現在） 

20.4％ 

H30 ― ― 
1.8%(全国 13.8%） 

総数（人）：337 

うち女性（人）：6 

1.3%(全国 5.5%） 

※全国 45 位 

（H31.1末現在） 

19.6％ 

R1 ― ― 
2.1%(全国 15.0%） 

総数（人）：333 

うち女性（人）：7 

1.5%(全国 5.9%） 

※全国 45 位 

（R2.1末現在） 

18.7％ 

R2 ― ― 
2.4%(全国  14.8%） 

総数（人）：329 

うち女性（人）：8 

1.5%(全国 6.1%） 

※全国 45 位 

（R3.1末現在） 

17.7％ 

      (民生児童委員：福祉行政報告例第３９、ＰＴＡ会長/自治会長：「女性の政策・方針決定参画状況調べ」 

ＰＴＡ山形県分：山形県ＰＴＡ連合会、ＮＰＯ法人代表：山形県特定非営利活動法人一覧）  

 

④男女別のボランティア活動参加率 

 H3 H13 H18 H23 H28 

全

国 

男 26.4% 27.0% 25.1% 24.5% 25.0% 

女 28.9% 30.6% 27.2% 27.9% 26.9% 

山

形 

男 － 39.4% 35.1% 38.1% 34.7% 

女 － 32.9% 27.5% 32.7% 29.7% 

                                                  （社会生活基本調査／総務省統計局） 

 

⑤男女共同参画社会の形成の推進を活動分野とするＮＰＯ法人数 

 H27.8 H28.8 H29.8 H30.8 R1.8 R2.8 

山形県 50 51 50 49 46 47 

                                        （県「山形県特定非営利活動法人一覧」） 

⑥シルバー人材センター会員数 男女別構成比【山形県】           （各年度末現在） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

男 67.5% 67.5% 67.1% 66.4% 65.6% 

女 32.5% 32.5% 32.9% 33.6% 34.4% 

                   （山形県シルバー人材センター連合会:事業統計年報） 

  ⑦障害者雇用に係る実雇用率（民間企業） 

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

全国 1.82 1.88 1.92 1.97 2.05 2.11 

山形県 1.88 1.93 1.96 2.03 2.06 2.09 

              （山形労働局「障害者雇用状況の集計結果」） 

 

 

 

 



 

  （８）ＤＶ、その他女性に対する暴力の状況 

①ＤＶの状況(婦人相談所における件数)  

【相談受付件数】 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

 助言指導 一時保護  助言指導 一時保護  助言指導 一時保護 

全体 1,588 1,567 21 1,465 1,447 18 1,225 1,202 23 

うち DV 229 216 13 211 201 10 274 260 14 

   ※平成 29年度より、相談専用電話に同一人物からの電話相談がある場合も全て、相談受付件数とした。 

（県子ども家庭課調べ） 

 

  【一時保護件数】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 

       

一時保護処理状況 

婦人保護

施設 
就職 家庭復帰 住居設定 実家帰郷 

母子生活

支援施設 
その他 

全体 

要保護女子 20 24 21 18(3) 23(3) 0 0 3 2 6 5 7 

平均保護日数 9.3 12 13.2 15.8 16.3 － 

同伴児 18 10 20 15(4) 25(7) － 

うち DV 

要保護女子 14（0） 12（1） 13（1） 10（2） 14(3) 0 0 2 1 3 4 4 

平均保護日数 10.1 14.3 13.1 19.1 16.0 － 

同伴児 16（0） 7（1） 16（4） 11（4） 20(7) － 

＊（ ）内は保護委託したもの                       （県子ども家庭課調べ） 

      

【外国人の相談･保護件数】   

 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 

全体 
相談件数 8 2 1 0 5 

保護件数 1 1 0 0 1 

うち DV 
相談件数 5 0 1 0 4 

保護件数 1 0 0 0 0 

（県子ども家庭課調べ） 

②山形地方裁判所による保護命令件数 

 27年 28年 29年 30年 令和元年 令和 2年 

保 護 命 令 件 数  15 12 10 11 14 14 

内 

訳 

接近禁止命令のみ 3 1 2 3 3 1 

退 去 命 令 の み  0 0 0 0 0 0 

接近禁止及び退去命令 0 0 1 0 0 0 

電話等禁止命令のみ 0 0 0 0 0 0 

接近禁止及び電話等禁止命令 12 10 6 8 9 12 

退去命令及び電話等禁止命令 0 0 0 0 0 0 

接近禁止、退去及び電話等禁止命令 0 1 1 0 2 1 

※令和２年は速報値。                   （山形地方裁判所調べ）  

 



 

③警察における状況 

【暴力相談等対応件数】 

 26 年 27年 28年 29年 30年 令和元年 

全国 
59,072 

（7,402） 

63,141 

（9,226） 

69,908 

(10,695) 

72,455 

(11,543) 

77,482 

(12,657) 

82,207 

(13,914) 

山形県 
302 

（23） 

347 

(40) 

347 

（35） 

311 

（42） 

360 

(62) 

361 

(60) 

     ※括弧内の数字は、生活の本拠を共にする交際をする関係によるものの件数  

                                     （県警察本部・警察庁調べ） 

 

【配偶者間における犯罪の被害件数】 

 27年 28年 29年 30年 令和元年 

全国 殺人 147 158 157 153 158 

 

 うち女性被害 82 87 87 85 85 

傷害 2,652 2,659 2,682 2,684 2,639 

 うち女性被害 2,503 2,486 2,482 2,489 2,420 

暴行 3,743 4,032 4,225 4,830 4,987 

 うち女性被害 3,500 3,707 3,858 4,386 4,481 

合計 6,542 6,849 7,064 7,667 7,784 

 うち女性被害 6,085 6,280 6,427 6,960 6,986 

 （女性被害割合） 93.0% 91.7% 91.0% 90.8% 89.7% 

山形県 

殺人 2 0 0 1 2 

 うち女性被害 1 0 0 0 2 

傷害 33 23 14 18 20 

 うち女性被害 33 20 13 17 19 

暴行 134 149 121 109 116 

 うち女性被害 119 129 107 95 107 

合計 169 172 135 128 138 

 うち女性被害 153 149 120 112 128 

 （女性被害割合） 90.5% 86.6% 88.9% 87.5% 92.8% 
※犯行の動機・目的にかかわらず、配偶者間で行われた殺人、傷害、暴行を計上している。全てが配偶者か 

らの暴力を直接の原因とするものではなく、例えば、殺人では嘱託殺人、保険金目的殺人等、多様なものが 

含まれている。 

※件数には「既遂」の他、「未遂罪」「予備罪」を含んでいる。 

※配偶者間には内縁を含む。                    （県警察本部・警察庁調べ） 

 

【ＤＶ事案の件数】 

 27年  28年 29年 30年 令和元年 

全国 

認知件数 63,141 69,908 72,455 77,482 82,207 

うち女性被害 55,584 59,412 60,015 61,518 64,392 

暴行、傷害等 

検挙数  
8,006 8,387 8,419 9,017 9,090 

山形県 

認知件数 347 347 311 360 361 

うち女性被害 300 285 266 290 296 

暴行、傷害等 

検挙数  
208 221 170 187 185 

（県警察本部・警察庁調べ） 



 

④性犯罪等の状況 

【認知件数】 

 27年 28年 29年 30年 令和元年 

強制性交等 
全国 1,167 989 1,109 1,307 1,405 

山形県 2 4 6 9 3 

強制わいせつ 
全国 6,755 6,188 5,809 5,340 4,900 

山形県 24 33 17 24 26 

ストーカー行為 
全国 21,968 22,737 23,079 21,556 20,912 

山形県 90 65 79 88 122 

（県警察本部・警察庁調べ） 

 

⑤ハラスメントの状況 

【山形労働局雇用環境・均等室に寄せられたセクシュアル･ハラスメントの相談件数】 

 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

山形県 143 93 83 82 71 

※男性や事業主、家族・知人からの相談も含む           (山形労働局) 

 

【事業所におけるセクシュアル･ハラスメント防止対策の実施状況】 

 
就業規則、

労働協約等

で明確化 

マニュアル、

ポスター、 

パンフレッ

ト等作成 

ミーティン

グ時などに 

おける周知 

管理職に 

対する研修

実施 

従業員に対

する 

研修実施 

行政等によ

る説明会へ

参加 

特になし 

H18 
全国 40.1% 16.0% 30.9% 12.2% 7.3% 15,9% － 

山形県 37.6% 16.0% 17.5% 10.6% 5.7% 11.8% 38.0% 

H22 
全国 － － － － － － － 

山形県 48.8% 24.1% 22.6% 13.2% 8.8% 10.9% 32.1% 

H23 
全国 － － － － － － － 

山形県 49.2% 22.1% 23.5% 13.8% 9.7% 10.3% 32.0% 

(県：山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国：女性雇用管理基本調査／厚生労働省) 

 

【事業所におけるセクシュアル･ハラスメント防止のための相談窓口設置状態】 

  

人事担当や職場の管理

職を相談担当者に 

決めている 

相談室を設置し、相談

専門の担当者を配置 

労使による苦情処理

委員会を設置 
設置していない 

H18 
全国 60.4% 4.8% 4.0% － 

山形県 39.7% 2.8% 5.4% 44.0% 

H22 
全国 － － － － 

山形県 46.3% 4.1% 5.8% 37.6% 

H23 
全国 － － － － 

山形県 46.7% 3.7% 5.1% 37.7% 

(県：山形県労働条件等実態調査／雇用対策課 全国：女性雇用管理基本調査／厚生労働省)  

 



 

【事業所におけるマタニティハラスメント対策の実施状況】 

  トップの宣言、会社の

方針に定めた 
相談・苦情窓口の設置 

就業規則などの社内規

定に盛り込んだ 
実施していない 

山形県/H30 18.3% 42.3% 32.8% 34.3% 

山形県/R1 26.2% 45.2% 36.5% 28.8% 

山形県/R2 41.1% 53.5% 51.1% 22.8% 

(県：山形県労働条件等実態調査／雇用対策課) 

 

（９）安心できる生活の確保をめぐる状況 

①女性の健康をめぐる状況 

【人工妊娠中絶件数・実施率】 

年次 総数 20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上 不詳 

H29 

全国 
164,621 14,128 39,270 32,222 33,082 29,641 14,876 1,363 11 28 

6.4 4.8 13.0 10.5 9.5 7.6 3.2 0.3   

山形県 
1,168 68 219 185 277 267 141 11 － － 

6.1 2.7 11.5 8.4 10.3 8.6 4.0 0.3   

全国順位 27 位 46 位 31 位 39 位 21 位 17 位 9 位 16 位   

H30 

全国 
161,741 13,588 40,408 31,437 31,481 28,887 14,508 1,388 13 31 

6.4 4.7 13.2 10.4 9.2 7.6 3.2 0.3   

山形県 
1,168 90 220 177 213 257 124 9 － － 

5.8 3.6 11.6 8.4 8.2 8.6 3.6 0.3   

全国順位 30 位 34 位 30 位 36 位 38 位 14 位 15 位 13 位   

R1 

全国 
156,430 12,678 39,805 31,392 29,402 28,131 13,589 1,399 11 23 

6.2 4.5 12.9 10.4 8.9 7.6 3.2 0.3   

山形県 
982 62 211 168 204 225 104 8 － － 

5.3 2.6 11.1 8.4 8.2 7.8 3.2 0.2   

全国順位 37 位 45 位 31 位 37 位 34 位 26 位 21 位 36 位   

 上段：実施数  下段：実施率（年齢階層別女子人口千対）        

（衛生行政報告例／厚生労働省  母子保健事業のまとめ／山形県子ども家庭課） 

 

 ②生活上様々な困難を抱える人をめぐる状況 

  【ひとり親世帯の状況（山形県）】 

年度 母子世帯（他の世帯員

がいる世帯を含む） 

父子世帯（他の世帯員

がいる世帯を含む） 

合計 

 母子のみ  父子のみ  母子・父子のみ 

 A B C D E（A+B） F（B+D） 

H22 9,468 5,034 2,399 508 11,867 5,542 

H27 9,445 5,265 2,052 547 11,497 5,812 

                                              （国勢調査） 

 

 

   



 

【一人暮らしの高齢者の状況】                       

区               分 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

６５歳以上人口 （人） 339,192 344,953 348,690 352,575 355,688 359,277 

高齢化率 （％） 29.9 30.7 31.4 32.1 32.7 33.4 

ひとり暮らし高齢者数 34,357 36,773 38,570 39,967 41,322 43,182 

 ６５歳以上人口に占める割合（％） 10.1 10.7 11.1 11.3 11.6 12.0 

  ※各年 4月 1日現在 

※高齢者とは、65歳以上としている。                                       

                         （県長寿社会政策課「県内在宅高齢者等調べ」） 



 

 

第３章 

  新たな「山形県男女共同参画計画」及び「第４次山形県ＤＶ被害者

支援基本計画」の策定について 

 

 

 

 

     山形県では、令和３年度から７年度までを計画期間とする新たな「山形県男女共同参画計画」及び

「第４次山形県ＤＶ被害者支援基本計画」を策定しました。 

  男女共同参画社会の実現を目指し、基本目標の達成に向けて、全力で取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



■ 趣旨

社会情勢の変化に対応しながら持続可能で活力ある山形県を維持していく
ため、誰もが性別にかかわりなく、その個性や能力を十分に発揮できるよう
に、男女共同参画及び女性活躍を推進する指針を定めるもの

「山形県男女共同参画計画」の概要

※ 施策の方向２～６は重点分野 ※
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４ 政策・方針決定過程への女性の参画
拡大

(1) 管理職、役員等への女性の登用促進
(2) 審議会等委員への女性の参画促進
(3) 政治分野における女性の参画促進
(4) 農林水産分野等における女性リーダー等の育成
(5) 政策・方針決定過程に参画する人材の育成とﾈｯﾄ
ﾜｰｸの形成促進

・ 組織トップの意識改革を促すセミナーや
「女性活躍前進懇話会」の開催

・ ビジネススキルを学ぶ講座等の開催

５ 雇用等における男女の均等な機会・
待遇の確保とﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの実現

(1) 中小企業における柔軟な働き方の導入の推進
(2) 働き方の見直しに向けた事業主・労働者の意識改革と女性の職域拡大
に向けた職場環境づくりの推進

(3) 結婚・出産・育児等で離職した女性の再就業に向けた支援体制の強化
(4) 関係法令の遵守と男女間格差の是正
(5) ハラスメント防止対策の促進

・ 女性活躍と働き方改革の推進者等を
対象とした連続講座の開催
・ 非正規雇用の正社員化や所得向上
に向けた取組み

６ 家庭・地域における男女共同参画の
推進

(1) 男女共同参画に関する気運醸成及び自治会やＰＴＡ、地域づくり等、各
分野におけるリーダーとして女性の参画の促進

(2) 男性の家事・育児・介護等への参画促進
(3) 男女の多様な選択を可能とする子育て・介護支援対策の拡充

・ 地域で活動する団体や市町村と連携
した普及啓発事業の実施
・ 男性の家事・育児への参画や育休取得
に関する機運の醸成

Ⅰ

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

に
向
け
た
基
盤
づ
く
り

１ 教育・メディア等を通した男女双方の
意識改革、理解の促進

(1) 互いに尊重し合い、主体的に進路を選択できる教育・学習の推進
(2) 性別による無意識の偏見・思い込みの解消に向けた取組みの加速化
(3) 多様なメディアにおける男女共同参画の視点に配慮した表現の推進
(4) 男女共同参画に関する調査・研究及び情報収集・提供の推進

・ 学生向けライフデザインセミナーの開催

・ 男女共同参画の視点を踏まえた公的
広報の表現を広く啓発

２ 若年女性が幸せに暮らし働ける山形
県の魅力の創出・発信

(1) 女性の意見を施策に反映し発信する機会の創出
(2) 多様な暮らし方や働き方の発信
(3) ライフスタイルに応じた仕事の創出、働き方支援
(4) 若年女性の回帰のための支援

・ 若年女性のニーズを把握し、女性視
点からの本県の魅力を発信
・ 多様な分野で働く女性の交流会を開
催

３ 防災・科学技術・学術分野等における

男女共同参画の推進

(1) 防災分野への女性の参画促進
(2) 環境分野における男女共同参画の推進
(3) 科学技術・学術分野等性別に偏りのある分野への女性の参画促進
(4) 女性の起業に対する支援

・ 防災に関心を高める防災女子カフェ
の開催
・ デジタルものづくり人材の育成

Ⅲ

安
全
・
安
心
に

暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り

７ 重大な人権侵害であるあらゆる暴力の
根絶

(1) 女性に対するあらゆる暴力の防止
(2) ＤＶ防止の普及啓発及び被害者の保護等の推進
(3) ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化
(4) 性犯罪・性暴力・ストーカー事案への対策の推進

・ べにサポやまがた等との連携強化
・ デートDV防止に関する出前講座の開
催

８ 生涯を通じた健康支援
(1) ライフステージに応じた健康の保持増進
(2) 性と生殖に関する正しい知識の普及啓発・教育の推進
(3) 妊娠・出産・育児に関する保健医療対策の充実

・ ウェブサイトを利用した妊娠・出産・育
児に関する情報提供やメール相談等、
妊産婦や子育て家庭を支援

９ 生活上様々な困難を抱える人への
対応と多様性を尊重する環境の整備

(1) 子育て中のひとり親家庭への経済的支援、相談体制の充実
(2) 貧困、高齢、障がい等により生活上の困難に直面する人への支援
(3) 多様な性的指向・性自認への理解促進

・ ひとり親家庭応援センターにおいて、
総合的な支援を実施
・ LGBT等の理解促進に向けた啓発

■ 計画の位置づけ

〇「男女共同参画社会基本法」第14条第1項及び「山形県男女共同参画推進条例」第8条第
1項に基づく都道府県計画

〇女性活躍推進法第6条第1項に基づく都道府県推進計画
※「第４次山形県総合発展計画」の男女共同参画分野における個別計画

■ 期間

令和３年度（2021年度）から
７年度（2025年度）までの５年間

枠部分は「女性活躍推進法」の推進計画

１ 社会情勢の変化

 新型コロナ下において、子育てや介護、家事等の
負担の女性への偏りが顕在化

⇒ 性別による固定的な役割分担意識の解消が必要

 若者の転出超過率は特に女性が高く全国第４位
⇒ 女性のニーズの把握と本県の魅力の発信が必要

２ 女性の政策・方針決定過程への参画

 自然災害時の避難所運営等において、男女共
同参画の視点が不足

⇒ 防災分野等、女性の参画が進まない分野への
女性の参画促進が必要

 審議会や管理職登用等、政策・方針決定過程
への女性の参画が不十分

⇒ 女性活躍の推進に向けた組織トップ層の意識
改革と女性人材の育成等が必要

３ 雇用等における男女の均等な機会・待遇

 本県女性労働者の給与額は令和元年度、全国
最下位、また女性は非正規雇用が多い

⇒ 賃金の引き上げや処遇改善等、男女雇用機会均
等の更なる推進が必要

 長時間労働や固定的な役割分担意識、無意識
の偏見（ｱﾝｺﾝｼｬｽ・ﾊﾞｲｱｽ）が存在

⇒ 事業主・労働者双方の意識改革等、ワーク・
ライフ・バランスの更なる推進が必要

４ 仕事と家事・育児・介護等の両立

 共働き率全国１位、育児をしながら働く女性
の割合全国４位。１日あたりの平日の家事・育
児時間は、女性が男性の約３倍
と女性に負担が偏在

⇒ 男性の家事・育児参画等、男女
共に仕事と家庭生活を両立でき
る環境整備が必要

５ 安全安心な暮らし

 コロナ下におけるDVリスクの高まり
⇒ 人権尊重、ＤＶ防止の普及啓発と相談支援体

制の強化が必要

 ＤＶ被害者やひとり親等、支援が必要な人に
必要な情報が届いていない

⇒ 相談機関の周知の強化、周知方法の多様化、
ひとり親家庭等への支援の充実が必要 重点

重点

重点

重点

重点

重点

新計画の体系

基本
の柱 施策の方向 主な施策 主な取組み



｢第４次山形県ＤＶ被害者支援基本計画｣の概要 
      

                  

                                                                     

                                                 

基本の柱 施策の方向 今後の方策（主なもの） 取組み概要（主なもの） 

Ⅰ  
ＤＶを許さな
い社会づくり 

１ ＤＶを許さない

県民意識の醸成 
○ＤＶに関する周知・啓発等の実施 ○ＤＶ啓発リーフレットを配布。パープルリボン運動を展開。 

２ 若年層に対する

ＤＶ予防の啓発

及び教育の推進 

○若年層における交際相手からの暴力（「デートＤＶ」）防止のため

の啓発の推進（ＳＮＳ等を活用した若年層への啓発） 

○子ども達を被害者にも加害者にも傍観者にもしない教育の充実 

○ＳＮＳ等を活用した啓発やデートＤＶ防止出前講座を実施。 

○教育機関と連携し、人権教育や「いのち」の教育を推進。 

３ 加害者対策の推

進 
○加害者を生まないための予防啓発の推進 ○医療機関や専門機関・民間団体と連携した加害者支援。 

Ⅱ 

安心して相談

できる環境の

充実 

４ 早期相談のため

の相談窓口の周

知 

○身近な市町村における相談窓口の周知 

○災害時や感染症拡大時における迅速な相談窓口の周知 

○市町村と連携し、住民に身近な場所で、地域に密着した相談窓口を

周知。 

○平時から備えをした上で、災害時には避難所等へ迅速に相談窓口を

周知。 

５ 早期発見のため

の関係機関の連

携強化 

○各関係機関にＤＶに関する周知・啓発等を実施し、早期発見を働き

かけ 
○被害者を発見しやすい医療関係者や福祉関係者等と連携を強化。 

６ 相談者の立場に

立った相談体制

の充実 

○配偶者暴力相談支援センターの機能強化 

○各種相談機関による相談窓口の設置及び連携強化 

○性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターによる総合的・専

門的支援の実施。「♯８８９１（はやくワンストップ）」の周知。 

○高齢者・障がい者・外国人等の相談者への配慮 

○ＳＮＳを活用した相談窓口の整備 

○配偶者暴力相談支援センターは、専門的な支援が必要な事案に対応

するとともに、市町村等地域の相談窓口に対する助言・指導を充実。 

○「やまがた性暴力被害者サポートセンター（べにサポやまがた）」

と積極的に連携し、効果的な被害者支援を実施。 

○外国人や障がい者の被害者について、言語やコミュニケーション手

段が相談の壁とならないよう、各関係機関と連携し、通訳を確保す

るなど対応。 

Ⅲ 

迅速かつ安全

に被害者を保

護する体制の

充実 

７ 迅速で安全な保

護体制の充実 
○緊急保護体制の充実 

○県域を越えた広域的な連携の推進 

○24時間体制で被害者の受入れに応じる一時保護体制を継続。 

○県域を越える避難や保護が円滑に行えるよう、他県との連携を強化。 

８ 被害者の人権に

配慮した一時保

護体制の充実 

○きめ細かな相談・支援の実施 

○一時保護委託先の拡充を検討 

○一時保護所の安全を確保するとともに、入所者の将来の不安等に寄

り添いながら、退所後もきめ細かに支援を実施。 

○民間団体の動向を踏まえながら、一時保護委託先の拡充を検討 

９ 保護命令に関す

る支援 
○保護命令に対する適切な対応 ○保護命令が発せられた場合、警察等と連携し、被害者の安全を確保。 

Ⅳ 

被害者の自立

を促進する支

援の充実 

10 住居の確保に向

けた支援 
○公営住宅の優先入居実施等の入居対策 

○母子生活支援施設による支援強化 

○公営住宅入居の優遇措置や、民間住宅の情報提供等を実施。 

○母子生活支援施設を積極的に活用し、母子の心身の健康の回復や自

立に向けた支援及び退所後の支援を実施。 

11 就業に向けた支

援 

○被害者への就業支援の充実 

○ＤＶ被害者を含む母子家庭（ひとり親）への経済的支援及び職業能

力開発支援制度の周知・活用 

○就職に関する情報提供や関係機関への同行支援など積極的に支援。 

○ひとり親家庭応援センター等と連携しながら、ひとり親家庭支援制

度を積極的に情報提供、活用し、被害者の自立を支援。 

12 被害者の立場に

立った生活支援 

○生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度の周知と利用のための支

援 

○公的サービス、各種手続きの円滑な利用のための支援 

○法律相談及び民事法律扶助制度等の周知と利用のための支援 

○福祉事務所や社会福祉協議会と連携し、生活に困窮する被害者を支

援。 

○市町村や関係機関における対応窓口のワンストップ化を促進すると

ともに、各種手続きや法律相談への同行支援を実施。 

13 こころの回復支

援 
○被害者のメンタルヘルスケアの実施 

○被害者の意向を尊重し、配偶者暴力相談支援センター等において心

のケアを実施。 

Ｖ 

ＤＶ被害者の

子どもを守る

体制の強化 

14 児童虐待から子

どもを守る体制

強化 

○児童相談所・警察・市町村等と連携した虐待防止・対応 

○市町村要保護児童対策地域協議会を活用した連携・支援 

○子どものいる家庭でのＤＶ事案について、子どもの安全を最優先に

対応するとともに、市町村要保護児童対策地域協議会に女性相談員

等の参加を促し、ＤＶ対応と児童虐待対応との連携を強化。 

15 ＤＶ被害者の子

どもの支援 ○子どもの心理的ケアや学習支援 ○児童相談所と連携し、子どもの心理的ケアや学習支援を実施。 

Ⅵ 

市町村・関係機

関との連携の

強化 

16 市町村との連携

によるＤＶ対策

の強化 

○市町村における支援体制づくりの推進 

○市町村基本計画の策定支援 

○県が基本計画の策定について市町村に助言するとともに、配偶者暴

力相談支援センターが、市町村に専門的助言を行い、支援体制づく

りを推進。 

17 関係機関との連

携によるＤＶ対

策の強化 

○関係機関の顔が見えるネットワークづくり 

○ＮＰＯ等民間団体との連携と協働 

○各総合支庁において地域ＤＶ被害者支援連絡協議会を開催し、関係

機関のネットワークづくりを行うとともに、ＮＰＯ等民間支援団体

と積極的に連携を図り、きめ細かな被害者支援を実施。 

＜計画の位置づけ＞ 配偶者暴力防止法、 

第４次山形県総合発展計画、山形県男女共同参画計画 

＜計画期間＞ 令和３年度～７年度までの５年間 
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新計画の体系 

※赤字は重点項目 

現状と課題 

１ ＤＶに対する県民の意識  

 

◆「ＤＶ」の認知度は 84.9％、「デートＤＶ」

の認知度は 67.2％となっており、ＤＶを許

さない社会づくりを促進するため、ＤＶ予

防の啓発や人権尊重の意識を高める教育

を行う必要。 

 

◆ＤＶの被害体験のある人のうち、「配暴セ

ンター・市町村に相談した」人の割合は            

4.8％にとどまっていることから、被害者

が安心して、早期に相談できるよう、ＳＮ

Ｓ等相談しやすい相談窓口を整備すると

ともに相談窓口の周知を強化する必要。 
 

２ ＤＶ相談・被害者の保護の状況  

ＤＶ相談件数と一時保護件数 
（県配偶者暴力相談支援センター） 
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◆令和元年度のＤＶ相談件数（615 件）が、

前年度比 37％増と大きく増加しており、相

談から自立支援に至るまで、当事者本位の

寄り添ったきめ細かな支援を実施するた

め、女性の保護事業の積極的な活用を図る

とともに、市町村における計画的なＤＶ支

援体制の整備を支援する必要。 
 

◆ＤＶ被害者の多岐にわたる複雑な問題に

対応するため、国、市町村、関係機関・団

体・ＮＰＯ等との連携を強化する必要。 
 

 面前ＤＶ(※)で警察から児童相談所 

に通告した児童数（全国） 
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◆面前ＤＶで警察から児童相談所に通告し

た児童数は、全国的に増加しており、ＤＶ

被害者と子どもを適切に保護するため、Ｄ

Ｖ対策と児童虐待防止対策との連携を強

化する必要。 

(年度) 



 

 

第４章 

山形県男女共同参画計画に係る令和２年度の取組み一覧 

 

 

 

 

 山形県男女共同参画計画では、４つの“基本の柱”、１１の“施策の方向”を掲げており、各“施

策の方向”からつながる４２の“主な施策”ごとに、関係各課の事業をまとめています。 

第４章では、令和２年度の各事業の当初予算額と、県で実施の関係施策の概要について記載してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



（千円）

基本の柱 施策の方向 主な施策
令和２年度
当初予算額

①県民の意識改革に向けた広報・啓発の推進 30,475

Ⅰ

②あらゆる世代における男女共同参画に関する教育・学
習の推進

161,903

①性別による固定的な役割分担意識の解消のための取
組みの加速化

20,942

②男女共同参画に関する調査・研究及び情報収集・提
供の推進

0

③メディア等における女性の人権を尊重した表現の普及 737

④県が作成する広報・刊行物等における性別にとらわれ
ない表現の普及

0

小計 214,057

①関係法令の遵守と男女間格差の是正 610,388

Ⅱ ②企業等における人材の多様性（ダイバーシティ）の確
保

13,333

③女性の登用促進（県・市町村・企業等） 6,193

④ハラスメント防止対策の促進 44,986

⑤自営業等における女性の労働に対する適正評価と経
営への主体的な参画促進

856,695

①ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりの
推進

119,733

②男性の家事・育児・介護への参画の促進 7,696

③子育て支援対策の拡充 1,932,146

④介護支援対策の拡充 836,591

①これまで女性の進出が少なかった分野への職域拡大
に向けた取組みの促進

12,800

②女性の再就業支援 67,829

③女性の起業に対する支援の拡充 65,040

④多様な働き方の実現に向けた取組みの推進 31,880

小計 4,605,310

①地域における男女共同参画に関する気運醸成 31,869

Ⅲ ②自治会・町内会、ＰＴＡ活動における男女共同参画の
促進

0

③防災分野における男女共同参画の促進 0

④まちづくり・観光・環境分野等における男女共同参画
の促進

9,146

⑤ボランティア・ＮＰＯ活動における男女共同参画の促進 69,189

⑥女性の活躍による農山漁村の活性化 5,358

⑦誰もが暮らしやすい生活環境の整備 762,515

①政策・方針決定過程に参画する人材の育成とネット
ワークの形成促進

29,373

②政治分野における女性の参画促進 0

③審議会等委員への女性の参画促進 0

④政策・方針決定過程への参画に関する調査・研究の
実施

1,167

８　高齢者・障がい者・外国人等の能力発揮
①高齢者・障がい者・外国人等多様な人材の社会活動
への参画促進

335,949

小計 1,244,566

①女性に対するあらゆる暴力を防ぐ環境づくりの推進 6,017

Ⅳ ②ＤＶ防止及び被害者の保護等の推進 269,919

③性犯罪への対策の推進 264

④ストーカー事案への対策の推進 856

①生涯を通じた女性の健康の保持増進 11,182

②性と生殖に関した正しい知識の普及啓発・教育の推進 925

③妊娠・出産・育児にかかわる保健医療対策の充実 1,901,555

①貧困、高齢、障がい、海外からの移住等により、生活
上の困難に直面する人への支援

1,912,496

②ひとり親家庭の自立の支援 829,133

③子ども・若者の自立へ向けた支援 40,570

④性的マイノリティ（性同一性障がい等）に関する調査・
研究の実施

149,087

小計 5,122,004

合計 11,185,937

※「基本の柱」ごとに予算計上をしているため、小計及び合計では重複している場合があります。

令和２年度　山形県男女共同参画計画関連施策一覧

１　社会全体の意識改革のための普及啓発と教育・学習の推進

人
権
を
尊
重
す
る
意
識
づ
く
り

1１　生活上様々な困難を抱える人への対応

７　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

共
に
支
え
合
う
地
域
づ
く
り

安
心
で
き
る
生
活
の
確
保

２　性別による固定的な役割分担意識と社会慣行の見直し

３　雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保　

４　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

９　女性に対するあらゆる暴力の根絶

５　多様な分野での女性の活躍（ウーマノミクス）の推進

共
に
い
き
い
き
と
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り

６　地域における身近な男女共同参画の促進

1０　生涯を通じた女性の健康支援

 



基本の柱Ⅰ　人権を尊重する意識づくり 　※重点分野

年度等 数値 年度 数値

・県男女共同参画センタ－ホームページへのアクセス数（累計）
若者活躍・

男女共同参画課 件 R3.2 876,777 H32 380,000 １

・家庭教育講座における男性の占める割合
生涯教育・学習

振興課 ％ R2 42.6 H32 45.0 ２

・将来の夢や目標を持っている児童・生徒の割合
（小・中学校）

義務教育課 ％ H31
小6 84.8
中3 72.3

H32 増加させる ３

・難しいことでも失敗をおそれないで挑戦する児童・生徒の
割合（小・中学校）

義務教育課 ％ H31
小6 81.4
中3 74.5 H32 増加させる ４

・女子生徒の大学進学率 高校教育課 ％ R2 38.1 H32 38.0 ５

・「夫は働き、妻は家庭を守る」という考え方について、「反対」又
は「どちらかと言えば反対」と答える割合

若者活躍・
男女共同参画課 ％ R1 52.2 H32 50.0 ６

・県男女共同参画センター利用者の男性の利用割合
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R3.1 28.4 H32 35.0 ７

・男女共同参画センタ－エンパワ－メントセミナ－「チェリア塾」の
修了生総数

若者活躍・
男女共同参画課 人 R2 447 H31 430 ８

・有害図書に関する指導施設数の割合
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R1 23.0 H32
20%未満を
維持

９

年度等 数値 年度 数値

③女性の登用促進（県・市町村・企業等）

・県における女性管理職割合（課長相当以上）（知事部局） 人事課 ％ R2.4 15.2 H32 15%以上 １０

・企業における女性管理職割合（課長相当以上）
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R2.8 15.0 H32 21.0 １１

・女性活躍推進法における一般事業主行動計画策定届出件数
（従業員300人以下企業）

雇用対策課、若者
活躍・男女共同参

画課
件 R2.12 79 H32 100 １２

・パワーハラスメント防止対策を実施している事業所割合 雇用対策課 ％ R1 74.2 H32 70.0 １３

・やまがた子育て・介護応援いきいき企業実践(ゴールド)企業、優秀
(ダイヤモンド)企業企業数

若者活躍・
男女共同参画課 件 R2 381 H32 300 １４

・仕事と家庭の両立に向けた支援措置を導入している事業所の割合 雇用対策課 ％ R1 85.2 H32 70.0 １５

・育児休業取得率　　　　　　　　　　（女性）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男性）

雇用対策課 ％ R1
95.7
6.7

H31 現状より上昇
13.0 １６

・年間総労働時間 雇用対策課 時間 R1 1,783.2 H32 現状より改善 １７

・年間年休取得日数（平均値） 雇用対策課 日 R1 9.6 H32 現状より改善 １８

・企業のワーク・ライフ・バランス周知度（県民認知度）
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R1 54.7 H32 70.0 １９

・メールマガジン「労働やまがた」配信登録数 雇用対策課 件 R3.1 4,491 H32 4,600 ２０

・やまがたイクボス同盟加盟企業数
若者活躍・

男女共同参画課 社 R3.1 494 H31 300 ２１

①性別による固定的な役割分担意識の解消のための取組の加速化

⑤自営業等における女性の労働に対する適正評価と経営への主体的な参画
促進

項　　　　　目

山形県男女共同参画計画における数値目標一覧（始期：平成28年度）

数値目
標番号

数値目
標番号

②企業等における人材の多様性（ダイバーシティ）の確保

④ハラスメント防止対策の促進

単位
現在（直近）の状況 目標値

施策の方向１　社会全体の意識改革のための普及啓発と教育・学習の推進

現在（直近）の状況

②あらゆる世代における男女共同参画に関する教育・学習の推進

施策の方向２　性別による固定的な役割分担意識と社会慣行の見直し

施策の方向４　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進※

①ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりの推進

②男女共同参画に関する調査・研究及び情報収集・提供の推進

③メディア等における女性の人権を尊重した表現の普及

④県が作成する広報・刊行物等における性にとらわれない表現の普及

①関係法令の遵守と男女間格差の是正

施策の方向３　雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保　※

単位

①県民の意識改革に向けた広報・啓発の推進

目標値

基本の柱Ⅱ　共にいきいきと働くことができる環境づくり

担当課

項　　　　　目 担当課



年度等 数値 年度 数値

・やまがたイクボス同盟加盟企業数（再掲）
若者活躍・

男女共同参画課 社 R3.1 494 H31 300 ２２

・家庭教育講座における男性の占める割合（再掲）
生涯教育・学習

振興課
％ R2 42.6 H32 45.0 ２３

・保育所等利用待機児童数 子育て支援課 人 R2.4 0 H32 0 ２４

・ファミリーサポートセンター設置数 子育て支援課 箇所 R2.4 24 H31 26 ２５

・やまがた子育て応援パスポート協賛企業数 子育て支援課 店舗 R2.12 3,466 H31 4,000 ２６

・介護休業の取得実績がある事業所割合 雇用対策課 ％ R1 6.1 H32 10.0 ２７

・マザーズジョブサポート山形利用者就職件数（累計）
若者活躍・

男女共同参画課 件 R3.1 1,316 H32 350 ２８

・「チャレンジ応援やまがた」に掲載するモデル事例(累計)
若者活躍・

男女共同参画課 人 R2 175 H31 160 ２９

年度等 数値 年度 数値

　　

・市町村における男女共同参画計画の策定率
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R3.3 97.1 H32 100 ３０

・男女共同参画推進員による活動回数(延べ）
若者活躍・

男女共同参画課 回 R2.12 1,054 H32 180 ３１

③防災分野における男女共同参画の促進

・女性農業士（指導農業士・青年農業士）の数 農業技術環境課 人 R2 60 H32 52 ３２

・家族経営協定締結農家数 農業技術環境課 件 R1 1,018 H32 1,010 ３３

　　

・男女共同参画センタ－エンパワ－メントセミナ－「チェリア塾」の
修了生総数（再掲）

若者活躍・
男女共同参画課 人 R2 447 H31 430 ３４

　　

・県の審議会等委員に占める女性委員の割合
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R2.3 52.5 H32 50.0 ３５

・市町村の審議会等委員に占める女性委員の割合
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R2.3 23.7 H32 30.0 ３６

・障がい者雇用優良事業主認定企業数 雇用対策課 社 R3.1 20 H32 32 ３７

項　　　　　目

目標値 数値目
標番号

②男性の家事・育児・介護への参画の促進

施策の方向５　多様な分野での女性の活躍（ウーマノミクス）の推進　※

③子育て支援対策の拡充

④介護支援対策の拡充

施策の方向８　高齢者・障がい者・外国人等の能力発揮

①高齢者・障がい者・外国人等多様な人材の社会活動への参画促進

②政治分野における女性の参画促進

⑦誰もが暮らしやすい生活環境の整備

④まちづくり・観光・環境分野等における男女共同参画の促進

⑤ボランティア・ＮＰＯ活動における男女共同参画の促進

施策の方向７　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 ※

①政策・方針決定過程に参画する人材の育成とネットワークの形成促進

②女性の再就業支援

③女性の起業に対する支援の拡充

④多様な働き方の実現に向けた取組みの推進

⑥女性の活躍による農山漁村の活性化

施策の方向６　地域における身近な男女共同参画の促進　※

①地域における男女共同参画に関する気運醸成

②自治会・町内会、ＰＴＡ活動における男女共同参画の促進

①これまで女性の進出が少なかった分野への職域拡大に向けた
取組みの促進

担当課 単位
現在（直近）の状況 目標値 数値目

標番号

③県審議会等委員への女性の参画促進

④政策・方針決定過程への参画に関する調査・研究の実施

基本の柱Ⅲ　共に支え合う地域づくり

項　　　　　目 担当課 単位
現在（直近）の状況



年度等 数値 年度 数値

・新山形県ＤＶ被害者支援基本計画の項目事業実施率
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R1 96.0 H32 100 ３８

・ＤＶの内容の認知度
若者活躍・

男女共同参画課 ％ R1 71.7 H32 100 ３９

・高校生、大学生に対する「デートＤＶ防止出前講座」の実施回数
（延べ）

若者活躍・
男女共同参画課 回 R2 122 H32 100 ４０

・本県特定健診の受診率 健康づくり推進課 ％ H30 63.9 H29 70.0 ４１

・本県女性（20歳以上）の子宮がん健診の受診率 健康づくり推進課 ％ R1 46.5 H28 50.0 ４２

・本県女性（40歳以上）の乳がん健診の受診率 健康づくり推進課 ％ R1 47.3 H28 60.0 ４３

・学校における性に関する指導計画の策定率 スポーツ保健課 ％ R1 89.4 H32 100 ４４

・やまがたママの安心ナビゲーションホームページへのアクセス数(累
計)

子ども家庭課 件 R1 151,905 H32 105,000 ４５

・母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業実績件数 子ども家庭課 件 R1 42 H32
H26実績以
上

４６

・母子・父子自立支援員及びひとり親家庭応援員による相談件数 子ども家庭課 件 R1 15,556 H32 24,000 ４７

・高等職業訓練促進給付金等の新規受給者数（累計） 子ども家庭課 人 R1 51 H32 50 ４８

※NO2とN023、NO8とNO34、N021とNO22は再掲

施策の方向10　生涯を通じた女性の健康支援

②ＤＶ防止及び被害者の保護等の推進

③性犯罪への対策の推進

④ストーカー事案への対策の推進

③子ども・若者の自立へ向けた支援

④性的マイノリティ（性同一性障がい等）に関する調査・研究の実施

①生涯を通じた女性の健康の保持増進

②性と生殖に関する正しい知識の普及啓発・教育の推進

③妊娠・出産・育児に関する保健医療対策の充実

施策の方向11　生活上様々な困難を抱える人への対応

①貧困、高齢、障がい、海外からの移住等により、生活上の困難に直面す
る人への支援

②ひとり親家庭の自立の支援

数値目
標番号

①女性に対するあらゆる暴力を防ぐ環境づくりの推進

現在（直近）の状況 目標値
項　　　　　目

基本の柱Ⅳ　安心できる生活の確保

担当課

施策の方向９　女性に対するあらゆる暴力の根絶

単位



　施策の方向１　社会全体の意識改革のための普及啓発と教育・学習の推進　

　　【主な施策①　県民の意識改革に向けた広報・啓発の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進関連
の周知・啓発

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進関連
の周知・啓発（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業

29,860 1

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 1

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業 615 －

　　【主な施策②　あらゆる世代における男女共同参画に関する教育・学習の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共同
参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共同
参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共同
参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

義務教育課
高校教育課

学校における男女平等
教育の推進

－ －

義務教育課

学校教育における進路
意識の啓発
子どもベンチャーマイン
ド育成事業

4,369 3

高校教育課 キャリア教育推進事業 5,304 －

⑤関連
数値目
標番号

　ウェブサイトやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）等を
活用し、幅広い世代の意識改革を図った。

　あらゆる世代が男女共同参画について学ぶ機会を提供するため、県男女共
同参画センターにおいて、市町村等と連携し男女共同参画啓発セミナー等を
実施した。

  県男女共同参画センターにおいて、団体・グループ等が自ら企画・実施する
各種講座、調査研究等の優れた３つの企画に対して助成した。

  望ましい勤労観・職業観を身に付け地域産業の発展に貢献する高校生を育
成するキャリア教育を推進するために、短期、中・長期インターンシップを実施
した。更に、各分野のスペシャリストによる講演等を実施する。また、人材不足
の建設業・製造業を担う人材を育成するための講演等を実施した。

　県男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関する図書やＤＶＤ、
県内外の男女共同参画センター、活動団体、機関等の資料について収集
し、広く県民に提供した。

  キャリア教育により、児童生徒が自らの進路選択を主体的にとらえ、考えを
深められるようにした。また、教育課程及び教育活動をキャリア教育の視点で
とらえ直すことでの効果的なキャリア教育の実施を推奨した。
　本県の小学生が豊かな人生を切り拓き、これからの社会の創り手となること
ができるようにするため、起業家精神の基盤となるマインドづくりを推進した。

基本の柱Ⅰ　人権を尊重する意識づくり

④実施概要

⑤関連
数値目
標番号

　６月23日～29日の男女共同参画週間の期間に、県や市町村などにおい
て、パネル展示や講演会、市町村報などにより普及啓発を実施した。

①担当課
④実施概要

②施策・事業名

　県男女共同参画センターにおいて、男女共同参画パネル展の開催や20
周年記念誌の作成、講演会等普及啓発事業の実施により、県民に対する
働きかけを行った。

  「学校教育指導の重点」に、「いのち」を大切にし、生命をつなぐ教育の推進
を掲げ、学校教育活動全体を通じて、その趣旨の実現に努めた。

◆　山形県男女共同参画計画に係る令和２年度の実施概要一覧

　県男女共同参画センターにおいて、男女共同参画をテーマとした広報
誌等を作成・発行し、広く県民に向け情報発信を行った。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課 ②施策・事業名

　山形県男女共同参画推進条例に基づき、関係各課で推進している事業
の実施状況・指標の達成状況等、男女共同参画の推進の状況を取りまと
め、「男女共同参画白書」として公表した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要



③令和２年度
当初予算額（千円）

学事文書課
大学コンソーシアムや
まがた支援事業

－ －

学事文書課
私立学校への男女共同
参画の視点に立った教
育の啓発

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業(再掲）

29,860 －

生涯教育・学習振
興課

学習情報収集・提供事
業
（山形県生涯学習文化
財団事業）

－ －

生涯教育・学習振
興課

学校・家庭・地域の連
携協働推進事業

1,436 2

義務教育課
チーム学校生徒支援体
制整備事業

149,087 －

高校教育課 － － －

国際人材活躍支援
課

外国青年招致事業 1,707 －

　施策の方向２　性別による固定的な役割分担意識と社会慣行の見直し　

　　【主な施策①　性別による固定的な役割分担意識の解消のための取組みの加速化】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

615 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進関連
の周知・啓発（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 7,8

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業(再掲）

29,860 7

④実施概要

  県内の大学等で構成する大学コンソーシアムやまがたと連携して、県
内各高等教育機関に対する男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに
関する情報提供を図った。

  県男共同参画センターにおいて、中学・高校期に男女共同参画の意識
を醸成するため、男女共同参画に関するリーフレットを作成し、県内中
学校へ配布するとともに、授業での活用を働きかけた。

  (公財)山形県生涯学習文化財団が運営するホームページを通して、県
内の生涯学習に関する情報を幅広く提供した。

  各県立高校における性同一性障がいにかかわる生徒の個別の事案に応
じ、細やかな対応と教育相談活動の充実、組織的なサポート体制の整備
をはかるよう周知しながら、関係機関との連携を密にし、研修会への参
加等を促した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

⑤関連
数値目
標番号

  県内各地域における男女共同参画の理解の促進を図るため、男女共同
参画推進員による出前講座を実施。また、推進員の活動状況や悩み、課
題、コロナ下での活動のポイント等の共有を図るために、オンライン情
報交換会を実施した。

　県男共同参画センターにおいて、男性を対象としたセミナーを開催
し、併せて男性向けの相談窓口を運営した。

　６月23日～29日の男女共同参画週間の期間に、県や市町村などにおい
て、パネル展示や講演会、市町村報などにより普及啓発を実施した。

①担当課 ②施策・事業名

  県国際人材活躍支援課及び県国際交流協会に国際交流員を配置し、国
際交流関係事業の企画立案、県民への国際理解講座の実施、国際交流団
体の活動への協力等を実施。

  仕事で多忙なため家庭教育に関する学習機会等に参加できない保護者
やこれから家庭をもつ若者のために、企業等に訪問して、家庭教育に関
する講座を行った。

  関係機関と連携し、私立学校に対して関連情報提供等を行い、学校に
おける男女共同参画の視点に立った教育が行われるよう啓発した。

  配慮を必要とする児童生徒への対応については、情報の秘匿について
十分に配慮しながらも、教員、教育委員会、医療機関等が連携し、チー
ムで支援した。

②施策・事業名①担当課
⑤関連
数値目
標番号

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　あらゆる世代が男女共同参画について学ぶ機会を提供するため、県男女共
同参画センターにおいて、市町村等と連携し男女共同参画啓発セミナー等を
実施した。



③令和２年度
当初予算額（千円）

子育て支援課
子育て県民運動の推進
等

6,260 －

子育て支援課 ライフデザイン形成支援 1,349 －

生涯教育・学習振興
課

学校・家庭・地域の連携
協働推進事業（再掲）

1,436 2

若者活躍・男女共同
参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 8

若者活躍・男女共同
参画課

男女共同参画センター
事業
（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共同
参画課

企業等におけるワーク・
ライフ・バランス推進事業

－ －

若者活躍・男女共同
参画課

企業等におけるワーク・
ライフ・バランス推進事業

10,727 12

若者活躍・男女共同
参画課

企業等におけるワーク・
ライフ・バランス推進事業

2,606 21,22

　　【主な施策②　男女共同参画に関する調査・研究及び情報収集・提供の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

615 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

　山形県男女共同参画推進条例に基づき、関係各課で推進している事業
の実施状況・指標の達成状況等、男女共同参画の推進の状況を取りまと
め、「男女共同参画白書」として公表した。

⑤関連
数値目
標番号

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

  県男共同参画センターにおいて、地域における男女共同参画推進のキー
パーソンや女性リーダーを育成する「チェリア塾」や企業で働く女性の資質向
上を図る「キャリアアップセミナー」を開催した。

④実施概要

  県男共同参画センターにおいて、女性相談員を２名配置し、女性が自分ら
しく、自立して生きていくうえで生じる様々な問題を一緒に考え、解決の方向
を見つけるための相談事業を実施した。

  仕事で多忙なため家庭教育に関する学習機会等に参加できない保護者や
これから家庭をもつ若者のために、企業等に訪問して、家庭教育に関する講
座を行った。

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するため、産業支援
団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問し、女性も男性も働き
やすい職場環境の改善に向けた取組みを促進した。
（産業労働部との連携事業）

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  県民総ぐるみの､子どもや子育て家庭に対した応援活動の実践
 ・「子育て基本条例」に基づく全県的な気運醸成活動の展開
 ・「やまがた子育て応援サイト」の改修・運営
 ・「地域みんなで子育て応援団活動」による県内４地域の特色を活かした各
地域における情報発信や子育て応援活動
・インフルエンサーによる「夫婦が一緒に仕事と育児・家事を楽しむ暮らし」の
情報発信

　若い世代に対し、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフプ
ランを希望どおり描けるよう、その前提となる知識・情報を提供し、考える機会
を持たせる取組として、学生向けに外部講師によるセミナーとワークショップを
開催。

⑤関連
数値目
標番号

①担当課 ②施策・事業名

  県男女共同参画センターにおいて、団体・グループ等が自ら企画・実施する
各種講座、調査研究等の優れた３つの企画に対して助成した。

④実施概要

  県男女共同参画センターにおいて、情報交換を行う場や機器等の提供
により、男女共同参画社会づくりを推進する団体・グループの支援を
行った。



　　【主な施策③　メディア等における女性の人権を尊重した表現の普及】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

青少年健全育成条例運
用費

737 9

高校教育課 － － －

　　【主な施策④　県が作成する広報・刊行物等における性別にとらわれない表現の普及】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

－ －

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  市町村が作成する公的な印刷物の作成・ウェブサイトやＳＮＳへの掲
載及び各種調査の設計や結果の表示にあたって、男女共同参画の視点か
ら十分な配慮を行うよう、市町村への働きかけを行った。

④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要
②施策・事業名①担当課

⑤関連
数値目
標番号

  書店やコンビニ店等の図書類取扱い店に対する立入調査を実施し、区
分陳列等に関する指導を行うとともに、青少年健全育成条例に基づき青
少年に有害な図書類の指定を行った。
　各携帯電話事業者等への立入調査を実施し、フィルタリングの利用普
及に努める等、有害情報等への対策を推進した。

⑤関連
数値目
標番号

  子どもたちが、情報を主体的に収集・判断し、インターネットやス
マートフォンを始めとする様々なメディアが社会や生活に及ぼす影響を
理解しながら、情報化の進展に対応できる能力の育成に取り組んだ。

①担当課 ②施策・事業名



　施策の方向３　雇用等における男女の均等な機会と待遇の確保　

　　【主な施策①　関係法令の遵守と男女間格差の是正】

③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課

WEB労働やまがた運営
事業（山形県就職情報
サイト等運営事業の一
部）

3,389
の一部

－

雇用対策課
非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業

9,999
の一部

－

雇用対策課 労働法関係法啓発 261 －

雇用対策課
トータル・ジョブサポート
運営事業

10,434 －

雇用対策課 離転職者職業訓練事業 233,365 －

雇用対策課
職業能力開発校管理運
営

19,538 －

雇用対策課 職業能力開発校教務 11,645 －

雇用対策課 在職者訓練 6,424 －

雇用対策課
認定職業訓練施設助成
事業

88,440 －

子育て支援課

放課後児童クラブ指導
員の処遇改善等
（放課後児童クラブ推進
事業）

226,893 －

　　【主な施策②　企業等における人材の多様性（ダイバーシティ）の確保　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課
非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業(再掲）

9,999
の一部

－

  山形職業能力開発専門校及び庄内職業能力開発センターにおける新規学
卒者、在職者及び離転職者を対象とした職業訓練を実施。

  雇用における男女の均等な機会及び処遇の確保を図るため、ホームページ
やメールマガジン等を通じ、関係機関と連携した普及啓発を実施。

　働き方改革推進アドバイザーが常用雇用規模100人以下の企業を訪問
し、多様な正社員制度など、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔
軟な働き方について周知啓発及び相談・助言を実施。

  山形県立職業能力開発施設において、民間企業の在職労働者等を対象
に、より高度な技能・技術を習得し、能力向上を図るための短期職業訓練を
実施。

  事業主又は事業主団体等が行った認定職業訓練に要した経費及び認定職
業訓練施設の施設・設備整備に要した経費の補助。

　働き方改革推進アドバイザーが常用雇用規模100人以下の企業を訪問し、
多様な正社員制度など、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔軟な働き
方について周知啓発及び相談・助言を実施。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

  山形職業能力開発専門校及び庄内職業能力開発センターにおける新規学
卒者及び離転職者を対象とした職業訓練を実施。

⑤関連
数値目
標番号

基本の柱Ⅱ　共にいきいきと働くことができる環境づくり

⑤関連
数値目
標番号

①担当課

  離転職者の早期再就職を促進するため、民間教育訓練機関への委託等に
より、多様な職業訓練を実施。また、障がい者を対象とした職業訓練を実施。

②施策・事業名

  関係機関と連携し労働基準法等の理解と的確な制度運用の啓発を実施。

　若者就職支援センター、求職者総合支援センターとハローワークが連携し
て就職支援のためのワンストップサービスを提供する相談窓口を県内４地区
で運営。また、チーム支援による早期就職に向けた集中的支援の実施。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課
④実施概要

②施策・事業名

  指導員の処遇改善に取り組む放課後児童クラブに対する支援等を行った。



③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業

10,727 12

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業

2,606 21,22

中小企業振興課
商工業振興資金融資事
業

－ －

　　【主な施策③　女性の登用促進（県・市町村・企業等）　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

人事課 － － 10

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画行政推進
事業

294 －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

2,606 21,22

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業 102 －

若者活躍・男女共
同参画課

やまがたウーマノミク
ス加速化プロジェクト
チーム

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

　女性の活躍推進や女性も男性も共に働き共に育む社会を実現するた
め、各部局等で取り組んでいる事業の情報共有及び効果的な情報発信
を図り、女性が能力を発揮し活躍できる環境の整備に向けて、全庁が
一体となった戦略的かつ効果的な事業展開に資することを目的とし
て、やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチームを組織してい
る。

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

  市町村における女性職員の登用について、女性活躍推進法に基づき
定める特定事業主行動計画に沿って積極的に取り組むよう働きかけを
行った。

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

  女性活躍推進法に基づき、「やまがた女性活躍応援連携協議会」を
開催し、県内の経済、農業団体や行政などが連携して、働く女性の活
躍に関する取組みの推進に向けて協議を行った。

  女性職員の能力が多様な分野で発揮されるよう、また、将来の幹部
職員登用も展望した人材育成推進の観点も含め、活躍の場の拡大を図
り積極的な登用を一層推進するなど、「山形県特定事業主行動計画」
（平成28年3月策定）に基づいた取組みを実施した。

  産業活性化支援資金を利用する中小企業者で、やまがた子育て・介
護応援いきいき企業認定制度において、下記に該当したものに対し、
金利優遇を実施。
・「実践（ゴールド）企業」又は「優秀（ダイヤモンド）企業」に認
定されているもの

④実施概要

④実施概要

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

⑤関連
数値目
標番号

①担当課

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。



③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課
労政関係調査事業
（労働条件等実態調査
事業）

1,167 16

若者活躍・男女共
同参画課

共に働き共に育む社会
づくり推進事業

1,482 －

若者活躍・男女共
同参画課

やまがたウーマノミク
ス加速化プロジェクト
事業

2,411 －

最上総合支庁
最上の産業人材育成地
域定着促進事業

737
の一部

－

　　【主な施策④　ハラスメント防止対策の促進　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課

WEB労働やまがた運営
事業（山形県就職情報
サイト等運営事業の一
部）（再掲）

3,389
の一部

－

雇用対策課
山形県中小企業労働相
談事業

44,986
の一部

－

　　【主な施策⑤　自営業等における女性の労働に対する適正評価と経営への主体的な参画促進　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

中小企業振興課
小規模事業経営支援事
業費補助金

75,900
の一部

－

農業技術環境課

農業士・農業青年活動
支援事業(地域農業
リーダーの育成・支
援)

1,111 32

新規就農者確保・育成
支援事業

35,440
の一部

独立就農総合支援事業
738,886
の一部

農業技術環境課
各総合支庁各農業技術
普及課の普及指導事業

－ 33

農業技術環境課
輝くアグリウーマン育
成事業

5,358 32

  中小企業を取り巻く環境が依然として厳しい中、地域商工業の振
興、さらには地域全体の振興を図るためには、これまで以上に女性の
経験・知識が必要となることから、各商工会議所女性会、各商工会女
性部が主体となって行う、地域の活性化や社会福祉の増進に向けた事
業、地域振興事業等を通した人材育成、提案公募型による事業等へ支
援を行った。

農業経営・担い手
支援課

　農業経営おける役割分担や報酬等を定める家族経営協定の締結を推
進する中において、女性の農業経営への主体的な参画についても働き
かけていく。

④実施概要

  働く女性を対象とした「ビジネスウーマン交流会」をオンラインで
開催し、県内女性のモチベーションアップや意識改革につなげるとと
もに、ネットワークの形成を図った。

  県内の民間事業所における労働者の労働条件等を把握し、県の労働
行政の基礎資料とするため、「育児休業制度の有無及び取得状況」等
について調査を実施。

④実施概要

①担当課

⑤関連
数値目
標番号

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名

⑤関連
数値目
標番号

②施策・事業名
⑤関連
数値目
標番号

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

　職場におけるセクシャル・ハラスメント防止について、メールマガ
ジン「労働やまがた」により普及・啓発を実施。

32

　企業における女性活躍や働きやすい職場づくりを推進するため、企
業の管理職・人事・労務担当者等を対象とした「ウーマノミクスで経
済活性化塾」をオンラインで開催した。

　高校生を対象に、若手社員から自身の体験に基づく仕事のやりがい
や暮らしについて語ってもらう特別授業を開催し、地域の事業所の魅
力や地元で暮らすことの良さを感じてもらうとともに、様々な職業で
働くイメージ喚起を図った。

  女性農業者の経営力向上を支援する研修講座「アグリウーマン塾」
の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農業の魅力を伝える
「中学生のための農業ガイドブック」を中学2年生に配布、女性農業者
が活躍できるよう女性担当者を配置したワンストップ相談窓口の設置
や地域学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、女
性農業者の活躍を促進した。

  意欲あふれる多様な新規就農者を幅広く確保するとともに、円滑な
就農と定着を促進するため、就農支援コーディネーターの設置や農業
経営実践講座、フォーラム等の開催、農業次世代人材投資資金等によ
り総合的な支援を行った。

  地域農業のリーダーとして県が認定している農業士について女性の
人材育成・認定についても推進していく。

　賃金や労働時間など、労働に関する悩みについて、助言や関係機関
の紹介の実施。なお、各総合支庁に労働相談員（社会保険労務士）を
週1回配置することにより、専門的な相談へも対応。



　施策の方向４　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

　　【主な施策①　ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりの推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

2,606 21,22

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

102 －

若者活躍・男女共
同参画課

やまがたウーマノミク
ス加速化プロジェクト
チーム（再掲）

－ －

雇用対策課
非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業(再掲）

9,999
の一部

－

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

医療政策課 女性医師サポート事業 14,489 －

医療政策課
医療勤務環境改善支援
センター

1,127 －

医療政策課
病院内保育所運営費補
助事業

53,870 －

県立病院課
中央病院院内保育所運
営

49,700 －

置賜総合支庁 女性活躍応援事業
547

の一部
－

　女性の活躍推進や女性も男性も共に働き共に育む社会を実現するた
め、各部局等で取り組んでいる事業の情報共有及び効果的な情報発信
を図り、女性が能力を発揮し活躍できる環境の整備に向けて、全庁が
一体となった戦略的かつ効果的な事業展開に資することを目的とし
て、やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチームを組織してい
る。

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

④実施概要

　医療機関の働き方の改善や働く環境の向上などを支援するため、医
療機関からの要請に基づき、医業分野や医療労務管理分野の専門アド
バイザーを医療機関に派遣したほか、医療機関の働き方改革を推進す
るための研修会を開催した。

①担当課

  女性医師が仕事と家庭を両立しながら医師として働き続けることが
できる環境づくりを進めるため、女性医師支援ステーションを設置す
るとともに、女性医師の就労環境の改善に取り組む病院を支援した。

 管内企業の意識改革と取組みの更なる促進を図るため、企業経営者・
人事担当者等を対象とした、女性活躍推進等に関するセミナーを開催
した。

⑤関連
数値目
標番号

　県立中央病院に勤務する職員の子育て支援及び福利厚生の充実を図
るため、院内保育所の運営業務を委託している。

  女性活躍推進法に基づき、「やまがた女性活躍応援連携協議会」を
開催し、県内の経済、農業団体や行政などが連携して、働く女性の活
躍に関する取組みの推進に向けて協議を行った。

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

　働き方改革推進アドバイザーが常用雇用規模100人以下の企業を訪問
し、多様な正社員制度など、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔
軟な働き方について周知啓発及び相談・助言を実施。

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  看護師等の離職防止を図るため、院内保育事業に取り組む民間立病
院に対して支援を行った。

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）



　　【主な施策②　男性の家事・育児・介護への参画の促進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

2,606 21,22

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

生涯教育・学習振
興課

学校・家庭・地域の連
携協働推進事業

1,436 2

子育て支援課
子育て県民運動の推進
等

6,260 －

　　【主な施策③　子育て支援対策の拡充】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

子育て支援課
子育て県民運動の推進
等（再掲）

6,260 －

子育て支援課
やまがた子育て地域連
携推進事業

1,100 －

子育て支援課
やまがた子育て応援パ
スポート事業

1,808 26

子育て支援課
山形で子育てしたいプ
ロジェクト発信事業

2,676 －

イベント及びＳＮＳを活用し、子育て環境・支援制度について情報発
信を行った。
　Ｗebサイトで、山形で結婚・子育てするライフデザインを描くため
の「やまがた結婚・子育てデザインコンテンツ」を提供

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

⑤関連
数値目
標番号

①担当課 ②施策・事業名

①担当課 ②施策・事業名

  引き続き、企業・店舗の参画を得て、社会全体で子育てを支援する
気運を醸成し、子育て家庭の負担感を軽減するため、協賛した企業・
店舗において子育て家庭に各種サービスを提供する仕組みを運営し
た。

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

④実施概要

④実施概要

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

　市町村が実施する、①NPO等と協働して行う、三世代同居・近居の理
解を促進する活動や祖父母世代と地域の子ども達とが定期的に行う世
代間交流事業、②「子育てタクシー」参加プロモート・支援事業に対
し助成した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  仕事で多忙なため家庭教育に関する学習機会等に参加できない保護
者やこれから家庭をもつ若者のために、企業等に訪問して、家庭教育
に関する講座を行った。

  県民総ぐるみの､子どもや子育て家庭に対した応援活動の実践
 ・「子育て基本条例」に基づく全県的な気運醸成活動の展開
 ・「やまがた子育て応援サイト」の改修・運営
 ・「地域みんなで子育て応援団活動」による県内４地域の特色を活か
した各地域における情報発信や子育て応援活動
・インフルエンサーによる「夫婦が一緒に仕事と育児・家事を楽しむ
暮らし」の情報発信

  県民総ぐるみの､子どもや子育て家庭に対した応援活動の実践
 ・「子育て基本条例」に基づく全県的な気運醸成活動の展開
 ・「やまがた子育て応援サイト」の改修・運営
 ・「地域みんなで子育て応援団活動」による県内４地域の特色を活か
した各地域における情報発信や子育て応援活動
・インフルエンサーによる「夫婦が一緒に仕事と育児・家事を楽しむ
暮らし」の情報発信

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

⑤関連
数値目
標番号



③令和２年度
当初予算額（千円）

子育て支援課
やまがた他孫（たま
ご）育て支援事業

2,763 －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

2,606 21,22

子ども家庭課
妊娠・出産・子育て安
心生活応援事業

38,502 －

子育て支援課
低年齢児受入加速化事
業

57,836 －

子育て支援課
認定こども園等整備事
業

748,654 24

子育て支援課 特別保育事業 28,637 －

子育て支援課
届出保育施設等すこや
か保育事業

44,175 －

子育て支援課

放課後児童支援員認定
資格研修事業
（放課後児童クラブ推
進事業）

4,461 －

子育て支援課
放課後児童クラブ整備
推進

114,372 －

子育て支援課
震災避難世帯保育支援
事業

6,831 －

子育て支援課
保育士人材確保研修等
事業

50,968 －

子育て支援課
多子世帯における保育
料負担軽減事業

31,415 －

子育て支援課
地域で支える子育て安
心事業

73,488 －

子育て支援課
待機児童ゼロプロジェ
クト事業

5,224 24

　ボランティアとしてかかわるシニア層の力で、地域で子育てを支え
る環境づくりを行った。

　低年齢児の保育の受け入れ枠の整備を加速するため、届出保育施設
の認可化移行促進のための補助、認可施設整備促進のための補助を
行った。

  認定こども園等の施設整備を図り、子どもを安心して育てることが
できる体制の整備を推進した。

④実施概要

⑤関連
数値目
標番号

　拡大する保育需要に対応するため、保育士の就業促進、処遇改善、
潜在保育士再就職支援等を実施し、保育人材の確保を図った。

  東日本大震災による避難家族に対する心のケアや児童福祉施設等給
食の放射性物質のモニタリングの実施等、地域の実情に応じた創意工
夫ある子育て支援活動を支援した。

　保育需要の多様化に対応するため、障がい児保育等の特別保育を実
施するとともに、保育士を支える保育支援者を配置するなど、保育所
における保育サービスの充実を図った。

　届出保育施設等における０～２歳児及び待機児童の受入れ等に係る
経費を助成した。

②施策・事業名①担当課

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

　多子世帯の負担軽減と子育てしやすい環境の整備を図るため、同一
世帯から２人以上の就学前児童が届出保育所に入所している場合に、
保育料の減額を行った市町村に対して補助を行った。

  放課後児童クラブを兄弟姉妹で同時利用している世帯に対する利用
料軽減及び低所得世帯に対する利用料軽減のため、市町村に対し助成
を行った。

　放課後児童支援員として業務を行ううえで必要最低限の知識・技能
を修得し、実践する際の基本的な考えや心得を認識してもらうことを
目的とした研修会を実施した。

  妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、生まれてくる
赤ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援するメッセージを贈るととも
に、子育て世代包括支援センターの体制を整備するなど、妊娠期から
出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を充実し、安心して子育て
できる環境づくりを促進した。

  放課後児童クラブの整備に対する助成事業を実施した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  年度途中の入所に対応するための保育士を配置した保育所への助成
などにより、待機児童の解消を図った。



③令和２年度
当初予算額（千円）

子育て支援課
地域子ども・子育て支
援事業

653,942 －

子育て支援課
私立幼稚園子育て支援
事業費補助金

58,536 －

子ども家庭課
ひとり親家庭子育て生
活支援事業

5,609 －

村山総合支庁
むらやま若者子育て安
心イメージアップ事業

391 －

置賜総合支庁 安心子育て支援事業 205 －

置賜総合支庁
子育て応援情報発信事
業

－ －

庄内総合支庁
子育て応援情報発信事
業

－ －

最上総合支庁
子育て応援情報発信事
業

292 －

最上総合支庁
最上地域発達障がい児
等相談支援事業

261 －

　　【主な施策④　介護支援対策の拡充】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

長寿社会政策課 地域支援事業 836,591 －

雇用対策課
非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業(再掲）

9,999
の一部

－

  要支援・要介護状態となる前からの介護予防を推進するとともに、
地域における包括的・継続的なケアマネジメント機能を強化する目的
で市町村が実施する「地域支援事業」に対する法定負担分を交付し
た。

④実施概要

　発達障がい児等対応に係る保育士等の不安や負担軽減を図るため、
３施設（延べ９回）への巡回相談を実施した。

「置賜地域みんなで子育て応援団」ホームページにより、地域に密着
した子育て支援情報の発信を行った。

　働き方改革推進アドバイザーが常用雇用規模100人以下の企業を訪問
し、多様な正社員制度など、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔
軟な働き方について周知啓発及び相談・助言を実施。

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　子育て情報ホームページによる情報発信の強化により子育てへの不
安や負担感を軽減
 ○子育て世代に向けた情報の内容充実や若い世代を意識した新たなコ
ンテンツの拡充による「村山地域みんなで子育て応援団」ホームペー
ジでの情報発信の強化
※本事業の一部として実施を予定していた以下は新型コロナウィルス
感染症の影響により中止
○高校生と乳幼児等とのふれあい交流、子育て支援の体験
＜対象＞ 村山管内の高校生
＜実施主体＞ NPO、市町、社会福祉法人等
＜内容＞ 出産・育児・子育て支援について学ぶ講座、乳幼児や子育て
中の親とのふれあい交流、子育て支援の体験

　子育て応援イベントや子育て支援者向け研修会等を実施した。ま
た、ホームページ（モコネット）による子育て支援情報の発信を行っ
た。

①担当課

⑤関連
数値目
標番号

⑤関連
数値目
標番号

　保育ニーズの多様化に対応するため、市町村におけるファミリ－・
サポート・センター事業や地域子育て支援拠点事業などの子ども及び
子育て家庭への支援に対して助成した。

④実施概要

　庄内子育て情報サイトへの情報提供及びサイトの充実支援を継続。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　ひとり親家庭の親が一時的に家事援助、保育サービスが必要になる
場合に、家庭生活支援員（ヘルパー）の派遣を行った。

  発達が気になる子どもの支援者に対する個別助言指導及び結果報告
会を実施するとともに、関係機関と連携した早期療育支援体制の充実
を図った。

　私立幼稚園が行う預かり保育事業を促進するため、事業に要する経
費の一部を支援した。

②施策・事業名

①担当課



③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

2,606 21,22

　施策の方向５　多様な分野での女性の活躍（ウーマノミクス）の推進

　　【主な施策①　これまで女性の進出が少なかった分野への職域拡大に向けた取組みの促進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

　　
若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

102 －

若者活躍・男女共
同参画課

やまがたウーマノミク
ス加速化プロジェクト
チーム（再掲）

－ －

雇用対策課

ものづくりヤマガタ情
報サイト運営事業（山
形県就職情報サイト等
運営事業の一部）

3,389
の一部

－

建設企画課
建設業人材確保・育成
緊急対策事業（女性進
出促進）

146 －

農業技術環境課
輝くアグリウーマン育
成事業（再掲）

5,358 32

農業技術環境課
各総合支庁各農業技術
普及課の普及指導事業

－ 32

６次産業推進課
食育・地産地消推進事
業

4,000 －

医療政策課
女性医師サポート事業
（再掲）

14,489 －

　女性の活躍推進や女性も男性も共に働き共に育む社会を実現するた
め、各部局等で取り組んでいる事業の情報共有及び効果的な情報発信
を図り、女性が能力を発揮し活躍できる環境の整備に向けて、全庁が
一体となった戦略的かつ効果的な事業展開に資することを目的とし
て、やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチームを組織してい
る。

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

⑤関連
数値目
標番号

  ものづくり産業に対する女性の就業・定着を促進するため、今現在
ものづくり分野で活躍する女性を「ものづくりヤマガタ情報サイトＹ
＋Ｍ」を通じて、就職活動前の若者・女性に対し情報発信することに
より、本県の産業や地域企業に対して理解を深め、将来のものづくり
産業を担う人材の確保に繋げた。

⑤関連
数値目
標番号

　「やまがたイクボス同盟」の活動による企業経営者層の意識改革を図るた
め、経営者等を対象とするトップセミナーを開催した。

  女性農業者の経営力向上を支援する研修講座「アグリウーマン塾」
の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農業の魅力を伝える
「中学生のための農業ガイドブック」を中学2年生に配布、女性農業者
が活躍できるよう女性担当者を配置したワンストップ相談窓口の設置
や地域学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、女
性農業者の活躍を促進した。

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

　土木に興味があり県内に就職、進学を希望する女子高校生等を対象
に、県内の建設業の第一線で活躍している女性技術者の現場を見学
し、建設業で女性が働くための心構えや悩みなどについて意見交換を
行う「けんせつ女子ツアー＆カフェ」を開催する予定だったが、現場
までの移動にバスを利用することや対面での飲食を伴う会話を予定し
ていたことから、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は
開催を見送った。

④実施概要

  食農教育の取組みについて、女性組織等が主体的に企画・実施でき
るよう支援する助成制度について今年度は活用がなかった。

  女性医師が仕事と家庭を両立しながら医師として働き続けることが
できる環境づくりを進めるため、女性医師支援ステーションを設置す
るとともに、女性医師の就労環境の改善に取り組む病院を支援した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課
④実施概要

①担当課 ②施策・事業名

  農産加工品の開発や直売所の運営等６次産業化を推進していく中
で、女性農業者の起業を支援した。

  女性活躍推進法に基づき、「やまがた女性活躍応援連携協議会」を
開催し、県内の経済、農業団体や行政などが連携して、働く女性の活
躍に関する取組みの推進に向けて協議を行った。

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要



③令和２年度
当初予算額（千円）

工業戦略技術振興
課

科学技術総合推進事業
5,265

の一部
－

建設企画課
建設工事等における女
性技術者進出の推進

－ －

　　【主な施策②　女性の再就業支援　】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

マザーズジョブサポー
トセンター運営事業

41,385 28

医療政策課
女性医師サポート事業
（再掲）

14,489 －

医療政策課 ナースセンター事業 24,091 －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

雇用対策課
職業能力開発校管理運
営（再掲）

19,538 －

雇用対策課
職業能力開発校教務
（再掲）

11,645 －

子ども家庭課
ひとり親家庭就業自立
支援センター事業

2,353 －

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

④実施概要

　建設工事や建設工事関連業務委託の発注に際し、女性や40歳未満の
男性を配置予定技術者とした場合に高評価が得られる若手・女性技術
者評価型総合評価落札方式の活用を継続した。

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　本県における科学技術振興政策の審議や公設試の研究課題評価等を
行う各委員会において、学術研究や企業経営に携わる女性委員から意
見をいただき、施策に反映させた。

  女性医師が仕事と家庭を両立しながら医師として働き続けることが
できる環境づくりを進めるため、女性医師支援ステーションを設置す
るとともに、女性医師の就労環境の改善に取り組む病院を支援した。

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

⑤関連
数値目
標番号

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課

①担当課

②施策・事業名

  ハローワークを含む関係機関による就業支援連絡会議において、Ｄ
Ｖ被害者を含むひとり親家庭の就業支援について情報交換を行った。

  潜在看護師等の再就業を促進するため、看護師等免許保持者の届出
制度などを活用しながら、県ナースセンターによる就業相談・斡旋、
各種ガイダンス等の開催を行った。

  山形職業能力開発専門校及び庄内職業能力開発センターにおける新
規学卒者、在職者及び離転職者を対象とした職業訓練を実施。

  山形職業能力開発専門校及び庄内職業能力開発センターにおける新
規学卒者、在職者及び離転職者を対象とした職業訓練を実施。

  女性の就労相談、仕事と子育ての両立に関した情報提供や託児サー
ビスの提供等によるワンストップ支援を行うマザーズジョブサポート
山形及びマザーズジョブサポート庄内を運営するとともに、各地域に
おいて出張相談・セミナーを開催した。



　　【主な施策③　女性の起業に対する支援の拡充】

③令和２年度
当初予算額（千円）

中小企業振興課
商工業振興資金融資事
業

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業

29,860 29

雇用対策課
離転職者職業訓練事業
（再掲）

233,365 －

農業技術環境課
輝くアグリウーマン育
成事業（再掲）

5,358 32

農業技術環境課
各総合支庁各農業技術
普及課の普及指導事業
（再掲）

－ 32

６次産業推進課
農林漁家民宿・レスト
ラン人材育成支援事業

1,176 －

中小企業振興課
やまがたチャレンジ創
業応援事業

34,004
の一部

－

　　【主な施策④　多様な働き方の実現に向けた取組みの推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課
非正規雇用労働者正社
員化・所得向上促進事
業(再掲）

9,999
の一部

12

雇用対策課
女性・高齢者・障がい
者新規就業支援事業

27,724
の一部

－

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

企業等におけるワー
ク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

10,727 12

ＩＣＴ政策推進課
電子県庁推進事業（一
部）

4,156 －

庄内総合支庁
女性活躍応援事業(再
掲)

547
の一部

－

　柔軟な働き方の導入や女性・高齢者の雇用に関するセミナーを開催
するとともに、コーディネーターが企業を訪問し新規就業を支援。

　企業における女性活躍とワーク・ライフ・バランスを推進するた
め、産業支援団体に配置するコーディネーターが県内企業等を訪問
し、女性も男性も働きやすい職場環境の改善に向けた取組みを促進し
た。（産業労働部との連携事業）

　働き方改革推進アドバイザーが常用雇用規模100人以下の企業を訪問
し、多様な正社員制度など、労働者それぞれの事情に応じた多様で柔
軟な働き方について周知啓発及び相談・助言を実施。

  女性農業者の経営力向上を支援する研修講座「アグリウーマン塾」
の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農業の魅力を伝える
「中学生のための農業ガイドブック」を中学2年生に配布、女性農業者
が活躍できるよう女性担当者を配置したワンストップ相談窓口の設置
や地域学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、女
性農業者の活躍を促進した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  農産加工品の開発や直売所の運営等６次産業化を推進していく中
で、女性農業者の起業を支援した。

  ワンストップ・ワンパッケージでの創業支援を行うことで女性が創
業しやすい環境を整備するとともに、創業に係る経費の一部を助成。

②施策・事業名
⑤関連
数値目
標番号

　農林漁家民宿・レストランの起業を志向する農業者や従事希望者を
対象に、開業までのプロセスを学ぶ開業支援支援研修会等を開催し、
女性農業者等の起業を支援した。

  開業支援資金を利用する方が、女性の場合、金利優遇を実施。

⑤関連
数値目
標番号

①担当課

  県職員の在宅勤務、サテライトオフィス、モバイルワーク及びＷｅ
ｂ会議等のテレワークを推進するため、Ｗｅｂ会議の同時利用数の拡
大や、各施策の利用者サポートを行った。

　専門家をアドバイザーとして企業に派遣し、各種支援施策の活用や、一般
事業主行動計画の策定をサポートすることで、ワーク・ライフ・バランスに取り
組み、実践を継続する企業の拡大を図った。

  多様な分野での女性の活躍の状況や、支援機関、県内の講座情報等
について「チャレンジ応援やまがた」等で情報提供した。

①担当課 ②施策・事業名

  離転職者の早期再就職を促進するため、民間教育訓練機関への委託
等により、多様な職業訓練を実施。また、障がい者を対象とした職業
訓練を実施。

④実施概要

　企業でのワーク・ライフ・バランスの実践や女性自身の働き方に対
する意識の向上を目的として、ワーク・ライフ・バランスに積極的に
取り組んでいる企業や、多様な働き方をしている女性を取材し情報発
信した。



　施策の方向６　地域における身近な男女共同参画の促進

　　【主な施策①　地域における男女共同参画に関する気運醸成】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

県男女共同参画セン
ター事業

29,860 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業 615 －

若者活躍・男女共
同参画課

県男女共同参画セン
ター事業（再掲）

29,860 30

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画行政推進
事業

294 30

若者活躍・男女共
同参画課

県男女共同参画セン
ター事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共
同参画課

県男女共同参画セン
ター事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共
同参画課

県男女共同参画セン
ター事業（再掲）

29,860 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業 277 －

最上総合支庁
共にいきいきと輝くこ
とができる環境づくり
事業

276 －

最上総合支庁 女性活躍応援事業
547

の一部
－

　　【主な施策②　自治会・町内会、ＰＴＡ活動における男女共同参画の促進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
（再掲）

615 －

②施策・事業名

  県男女共同参画センターにおいて、県内１地域（新庄市）で実行委
員会形式の男女共同参画に関する地域講座を開催した。

  市町村における男女共同参画計画策定に関して、内閣府によるアド
バイザーの派遣など有用な情報提供を行った。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名
④実施概要

  オンラインに対応した環境整備を行うなど、地域における男女共同
参画の拠点である県男女共同参画センター「チェリア」の機能強化を
図った。

  県内各地域における男女共同参画の理解の促進を図るため、男女共
同参画推進員による出前講座を実施。また、推進員の活動状況や悩
み、課題、コロナ下での活動のポイント等の共有を図るために、オン
ライン情報交換会を実施した。

　講座「夫のやる気を引き出す魔法の言葉」を開催し、実際に社会参
画に向けて一歩踏み出した女性が、仕事や地域活動などの家庭外での
活動において、モチベーションを保ちながら継続的に活躍していくた
めに、男性や家族との関係づくりや、理解と協力を得るための手法に
ついて学ぶ機会を提供した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  市町村担当者会議（書面開催）を開催することで、男女共同参画推
進のための情報交換を行い、市町村と県が一体となって男女共同参画
社会づくりを推進した。

  県内各地域における男女共同参画の理解の促進を図るため、男女共
同参画推進員による出前講座を実施。また、推進員の活動状況や悩
み、課題、コロナ下での活動のポイント等の共有を図るために、オン
ライン情報交換会を実施した。

④実施概要

①担当課

　多年にわたり男女共同参画社会づくりに顕著な功績のあった個人又
は団体について顕彰し、その功績を称えるとともに、県民の一層の関
心を高めるため、知事表彰を行った。また、仕事や地域活動等、様々
な分野でのチャレンジを顕彰する「チャレンジ賞」表彰を行った。

基本の柱Ⅲ　共に支え合う地域づくり　　

⑤関連
数値目
標番号

　女性が交流しながら活動に役立つ知識や技術を身につけるための講
座「ライフキャリアアップセミナー」を開催し、女性が活動しやすい
環境づくりを推進した。
　また、様々な環境や立場において働いている女性による「最上で暮
らす女性の座談会」を開催し、女性活躍に関する気づきを共有してい
ただくとともに、社会や地域における女性の活躍についての後押しを
行った。

①担当課

  県男女共同参画センターにおいて、チェリア塾修了生のネットワー
ク化を促進し、活動を支援した。

  県男女共同参画センターにおいて、女性団体のネットワークの活動
の活性化を図るため、活動を支援した。

⑤関連
数値目
標番号



　　【主な施策③　防災分野における男女共同参画の促進　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

防災危機管理課
消防救急課

市町村等に対する防災
分野における男女共同
参画の促進の働きかけ

－ －

消防救急課
やまがた消防団応援事
業

－ －

消防救急課
消防団充実強化推進事
業

－ －

　　【主な施策④　まちづくり・観光・環境分野等における男女共同参画の促進】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

観光立県推進課 観光連携推進事業
8,890

の一部
－

環境企画課
環境教育推進事業（環
境人材の育成）

102 －

環境企画課

地球温暖化対策推進体
制整備事業（地球温暖
化防止活動推進員候補
者研修・地球温暖化活
動推進員の委嘱）

154 －

　　【主な施策⑤　ボランティア・ＮＰＯ活動における男女共同参画の促進　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

地域福祉推進課

地域福祉活動総合推進
対策事業
（ボランティア・市民
活動振興事業）

4,867 －

社会貢献活動促進基金
運営事業

25,012
の一部

－

社会貢献活動促進基金
活用事業

39,310
の一部

－

　　【主な施策⑥　女性の活躍による農山漁村の活性化　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

農政企画課
団体検査指導室

－ － －

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  女性が農業や農村社会で重要な役割を果たしていることを踏まえ、
女性の農協役員等への登用を促進し、組織の活性化が図られるよう機
運醸成を図った。

　公益社団法人山形県観光物産協会を通じた山形観光アカデミーへの
補助により、当アカデミーが行う観光関係者の人材育成を支援。

  市町村・消防本部担当者会議等において、防災分野における男女共
同参画の取組み（防災会議の女性委員の登用、女性消防吏員数の拡大
等）を促進するよう働きかけを行った。

  地域における地球温暖化対策の普及啓発を行う地球温暖化防止活動
推進員を公募により委嘱した。また、委嘱するにあたり推進員候補者
に対する研修内容の検討及び研修を行った。

①担当課 ②施策・事業名

　全国女性消防操法大会への本県の女性消防団員の出場に際し、消防
資機材等の支援を実施。（隔年開催のため、令和2年度はなし）

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名①担当課

  県内の全消防団員(女性消防団員含む。)が、県内の協力店舗等から
特典として各種サービスを受けられる優遇制度「やまがた消防団応援
事業」について、引き続き協力店舗の拡大を行うとともに、女性向け
の消防団募集パンフレットを活用し、消防団への加入促進につなげ
た。

⑤関連
数値目
標番号

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

  環境保全、環境学習支援等に取り組んでいる活動実践者を対象とし
た環境地域づくり担い手連携推進セミナーを開催した。情報交換・交
流機会を設けることにより、指導者間のネットワーク構築・スキル
アップを図った。

⑤関連
数値目
標番号

④実施概要

消費生活・地域安
全課

  県民や企業等の地域や社会のために貢献したいという“想い”を
“寄附”にしてＮＰＯ等につなぐ「やまがた社会貢献基金」を活用
し、地域の身近な課題解決に取り組むＮＰＯ等の活動に助成した。

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  県社協に助成を行い、県民が気軽にボランティア活動に参加できる
よう、県ボランティア・市民活動振興センターの運営や市町村社協ボ
ランティアセンターの活動を支援するとともに、意識啓発のための研
修や広報、情報提供を行い、ボランティア活動の普及を図った。

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

①担当課 ②施策・事業名



③令和２年度
当初予算額（千円）

農業技術環境課
各総合支庁各農業技術
普及課の普及指導事業

－ 32

農業技術環境課
各総合支庁各農業技術
普及課の普及指導事業
（再掲）

－ 33

農業技術環境課
輝くアグリウーマン育
成事業

5,358 32

　　【主な施策⑦　誰もが暮らしやすい生活環境の整備　】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

地域福祉推進課
ユニバーサルデザイン
普及啓発事業

－ －

都市計画課
都市公園活用推進整備
事業

762,515 －

施策の方向７　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

　　【主な施策①　政策・方針決定過程に参画する人材の育成とネットワークの形成促進】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

人事課 職員研修事業
29,373
の一部

－

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 34

農政企画課
団体検査指導室

－ － －

　　【主な施策②　政治分野における女性の参画促進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

政治分野における女性
の参画状況の調査

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業（再掲）

29,860 －

⑤関連
数値目
標番号

  トイレの洋式化及び老朽化した公園施設の更新等により、利用環境
の向上や安全・安心の確保を図った。

　農業経営おける役割分担や報酬等を定める家族経営協定の締結を推
進する中において、女性の農業経営への主体的な参画についても働き
かけた。

  女性農業者の経営力向上を支援する研修講座「アグリウーマン塾」
の実施、若手農業者が活き活きと活躍する姿や農業の魅力を伝える
「中学生のための農業ガイドブック」を中学2年生に配布、女性農業者
が活躍できるよう女性担当者を配置したワンストップ相談窓口の設置
や地域学習会の開催を通したネットワークづくり支援などにより、女
性農業者の活躍を促進した。

  農産加工品の開発や直売所の運営等６次産業化を推進していく中
で、女性農業者の起業を支援した。

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号④実施概要

①担当課

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  女性職員が将来にわたって高い意欲を維持し、自分の強みや価値観
を再確認し、将来に向けたキャリアスタイルを描くための研修を実施
した。

  県男共同参画センターにおいて、地域における男女共同参画推進のキー
パーソンや女性リーダーを育成する「チェリア塾」や企業で働く女性の資質向
上を図る「キャリアアップセミナー」を開催した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  毎年実施している内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社
会の形成又は女性に関した施策の推進状況調査」に基づく政治分野に
おける女性の参画状況を調査・公表した。

①担当課 ②施策・事業名

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  女性が農業や農村社会で重要な役割を果たしていることを踏まえ、
女性の農協役員等への登用を促進し、組織の活性化が図られるよう機
運醸成を図った。

④実施概要

  県ＨＰで県内主要施設のバリアフリー設備に関する情報マップを紹
介する等、ユニバーサルデザインについての普及啓発を図った。

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  県男共同参画センターにおいて、地域における男女共同参画推進のキー
パーソンや女性リーダーを育成する「チェリア塾」や企業で働く女性の資質向
上を図る「キャリアアップセミナー」を開催した。



　　【主な施策③　審議会等委員への女性の参画促進】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

県審議会等への女性の
参画推進

－ 35

若者活躍・男女共
同参画課

市町村審議会等への女
性の参画登用の調査・
公表

－ 36

若者活躍・男女共
同参画課

市町村審議会等への女
性の参画登用の働きか
け

－ －

　　【主な施策④　政策・方針決定過程への参画に関する調査・研究の実施】　

③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課
労政関係調査事業
（労働条件等実態調査
事業）

1,167 16

若者活躍・男女共
同参画課

市町村審議会等への女
性の参画登用の調査・
公表（再掲）

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業
(再掲)

615 －

　施策の方向８　高齢者・障がい者・外国人等の能力発揮

　　【主な施策①　高齢者・障がい者・外国人等多様な人材の社会活動への参画促進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

長寿社会政策課
福祉型小さな拠点づく
り事業

8,224 －

健康福祉企画課
「生涯活躍のまち」推
進事業

－ －

雇用対策課 高年齢者活躍支援事業 16,546 －

雇用対策課
市町村総合交付金（高
年齢者労働能力活用事
業）

31,590 －

雇用対策課

中高年齢者に就業機会
の確保及び65歳までの
定年延長等の企業への
普及啓発

－ －

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  県内の民間事業所における労働者の労働条件等を把握し、県の労働
行政の基礎資料とするため、「育児休業制度の有無及び取得状況」等
について調査を実施。

  毎年実施している内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社
会の形成又は女性に関した施策の推進状況調査」に基づく政治分野に
おける女性の参画状況を調査・公表した。

  山形県男女共同参画推進条例に基づき、関係各課で推進している事
業の実施状況・指標の達成状況等、男女共同参画の推進の状況等を取
りまとめ、「男女共同参画白書」として公表した。

  市町村における審議会等委員への女性の参画登用に関して協力を求
めた。

①担当課

⑤関連
数値目
標番号

  「女性の人材リスト」の拡充を図り、各部局毎の年次計画に基づき
県審議会等における女性の積極的な起用を推進した。また、登用進捗
状況を調査し、公表した。

④実施概要

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  毎年実施している内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社
会の形成又は女性に関した施策の推進状況調査」に基づく政治分野に
おける女性の参画状況を調査・公表した。

②施策・事業名

①担当課

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  高年齢者の持つ知識や能力の活用と多様な就労機会の確保に向けた
地区シルバー人材センターの運営に対して支援。

  山形労働局と連携をとりながら、高年齢者雇用確保措置の導入等を
通じた65歳までの雇用確保に向けて、制度の周知の徹底を図った。

②施策・事業名

　現在ＣＣＲＣに取り組んでいる市町村に対して、国等の支援施策や
他県の先進事例の情報提供を行うほか、市町村が実施計画を策定する
際の検討委員会等に参加し、山形県版ＣＣＲＣ構想に沿った計画づく
りが進むよう助言・指導を行った。

  県シルバー人材センター連合会が行うシルバー人材センター事業の
普及啓発、安全就業及び就業機会開拓事業等を支援。また、地区シル
バー人材センターにおける新分野の就労の開拓と就労機会の拡大を図
る事業を支援。

  住民が主体となって運営する高齢者の生活支援・介護予防のための
地域拠点の立ち上げへの支援を行い、元気な高齢者等が見守りや生活
支援などのサービスの担い手となることにより、社会参加や介護予防
を推進した。

⑤関連
数値目
標番号④実施概要



③令和２年度
当初予算額（千円）

障がい福祉課
障がいのある人もない
人も共生する社会づく
り事業

10,782 －

障がい福祉課 障がい者就労支援事業 8,569 －

障がい福祉課
社会福祉施設整備補助
事業（障がい福祉施
設）

130,534
の一部

－

障がい福祉課 地域生活支援事業
43,635
の一部

－

障がい福祉課
障がい者スポーツ普及
振興事業

10,938 －

障がい福祉課
パラリンピック等メダ
リスト育成事業

9,068 －

雇用対策課 職場適応訓練 2,588 －

雇用対策課 障がい者就業応援事業 1,013 37

雇用対策課 就職促進手当支給事業 5,511 －

雇用対策課

離転職者職業訓練事業
（障がい者対象職業訓
練）、職業能力開発関
係指導（アビリンピッ
ク育成強化支援）

14,821
の一部

－

国際人材活躍支援
課

国際交流センター管理
運営、外国人総合相談
ワンストップセンター
運営事業

25,396の一部及び
2,802の一部

－

国際人材活躍支援
課

外国青年招致事業 1,707 －

  障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに、障がい者の社
会参加を支援し、障がいのある人もない人もいきいきと生活できる共
生社会の実現を図った。
・障がいを理由とする差別をなくすための普及啓発
（パンフレット等の作成・配布、心のバリアフリー推進員の養成・支
援、手話の県民向け出前講座の実施等）
・障がい者差別解消のための体制整備（県民会議の開催）
・障がい者の芸術活動への県民理解の促進（巡回展の開催、ワーク
ショップの開催等）
・手話の普及啓発（出前研修の実施周知）
・ヘルプマークの普及啓発

　障がい者の社会参加及び障がいに対する県民理解を促進するため、
東京パラリンピックで活躍が期待される本県関係選手を強化指定選手
に指定し、選手の競技活動への助成等を行った。

  地域における障がい者の自立した生活を実現するため、障がい者就
労施設に対して経営コンサルタントによる研修・指導や商品開発への
助成、授産製品の調達の推進・販売会を行い、障がい者の工賃向上を
図った。

　障がい者の地域生活への移行を促進するため、住まいの場であるグ
ループホーム等の整備を進めた。

  障がい者等就職困難な求職者の就職を容易にするために、県と委託
契約する事業所において能力に適合する作業の訓練を実施。この訓練
期間中、訓練生には生活の安定を図るための訓練手当を、委託事業主
に対しては委託料を支給。訓練期間（一般：６ヶ月以内、重度障がい
者：１年以内）

  県国際交流センターにおいて、外国人相談窓口を実施し、英語、中
国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語で相談
対応を実施。

  県国際人材活躍支援課及び県国際交流協会に国際交流員を配置し、
国際交流関係事業の企画立案、県民への国際理解講座の実施、国際交
流団体の活動への協力等を実施。

  求職障がい者の就労委託訓練の実施と全国アビリンピックの出場を
目指す技能者の支援を実施。

　障がい者就業支援員を配置し、職業訓練の受入先となる企業開拓を
強化し、障がい者の就業機会の拡大を推進。
　積極的に障がい者雇用を進める企業の認定を行い、認定企業の取組
みを県がPRすることで、法定雇用率未達成企業等に対した障がい者雇
用に対した理解を促進。

　障がい者スポーツのホームページによる情報発信や、障がい者ス
ポーツ競技力向上等委員会を開催し、障がい者スポーツの普及振興や
競技力向上について協議した。

  ハローワークの受講指示を受けて県外の障害者職業能力開発校に入
校した障がい者に対した訓練手当を支給。

①担当課 ②施策・事業名
⑤関連
数値目
標番号④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

手話通訳者を設置し、聴覚障がい者が来庁した際に手話通訳を行うと
ともに、障がい者の社会参加を促進するため、県主催の大会等聴覚障
がい者が多く集まる場所での手話通訳を行った。



③令和２年度
当初予算額（千円）

国際人材活躍支援
課

山形県国際交流協会運
営

10,430
の一部

－

貿易振興課
海外展開の担い手確保
支援事業

1,767 －

庄内総合支庁
障がい福祉施設の工賃
向上対策事業

28 －
　障がい者就労継続支援事業所の経営改善や営業力強化による受注増
等、事業収入拡大に向けた研修会の開催により、障がい者の工賃向上
を促進した。

  多文化共生社会づくりを進めるため、県国際交流協会において、日
本語教室の開催、多言語による国際交流等に関した情報提供など、在
住外国人への支援を実施。

　県内大学で受け入れた留学生に対する奨学金の原資を負担するとと
もに、留学生を対象とした企業見学会を開催した。

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号④実施概要



　施策の方向９　女性に対するあらゆる暴力の根絶

　　【主な施策①　女性に対するあらゆる暴力を防ぐ環境づくりの推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画推進事業 615 －

若者活躍・男女共
同参画課

ＤＶ対策庁内連絡会議
の開催等

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

女性に対する暴力の防
止の周知

－ －

警察本部
人身安全少年課

被害防止活動の普及啓
発推進

－ －

警察本部
警務課

相談体制の整備
(今後の刑事手続や利
用できる支援制度の教
示）

208 －

警察本部
警務課

相談体制の整備
（犯罪被害者等が相談
しやすい環境の整備）

－ －

消費生活・地域安
全課

性犯罪等被害者支援事
業

5,194 －

　　【主な施策②　ＤＶ防止及び被害者の保護等の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

ＤＶ防止に向けた啓発
の推進

－ －

若者活躍・男女共
同参画課

デートＤＶ防止出前講
座

297 40

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画センター
事業

29,860 －

子ども家庭課 ＤＶセンター機能強化 160 －

警察本部
広報相談課

警察安全相談受理時の
被害者等に対する支援
活動

69 －

警察本部
人身安全少年課

被害防止に向けた体制
の整備

－ －

  相談者から寄せられるＳＯＳに対して、機敏できめ細やかな対応を
心掛け、相談者と直接面談による安否確認を徹底し、被害者の保護、
一時避難その他緊急時における自衛手段等の教示、関係機関への情報
提供を行うなど事案に応じて対処した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  各種広報媒体を活用して「(公社）やまがた被害者支援センター」の
周知を図るとともに、犯罪被害者等早期援助団体である同センターに
被害情報を提供するなど連携を強化して、途切れのない、きめ細やか
な支援活動の実現を図った。

  関係機関との連携を図りながら女性に対する犯罪の防止について周
知するとともに、加害者の検挙、被害者の保護対策を推進した。

  犯罪被害者に被害を受けた後の刑事手続や利用できる制度などを知
らせる「被害者の手引き」を配付し、犯罪被害者を支援した。

②施策・事業名

　新ＤＶ計画策定に向け、庁内関係課から、現ＤＶ計画に基づく施策
の実施状況を把握するとともに、新ＤＶ計画における強化すべき施策
展開について、関係部局間で協議、検討を行った。

⑤関連
数値目
標番号

基本の柱Ⅳ　安心できる生活の確保

  「山形県男女共同参画計画」及び「山形県ＤＶ被害者支援基本計
画」を広く県民へ普及するための出張説明会を、新型コロナウイルス
の影響で書面により実施した。

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

①担当課

①担当課 ②施策・事業名

  「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中、市町村や総合支庁等
と連携し、ポスターの掲示や、リーフレットを設置した。また、ホー
ムページへの掲載等により女性に対する暴力の防止について周知を
図った。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

④実施概要

  性犯罪・性暴力被害者に被害直後から総合的な支援（産婦人科医
療、相談、カウンセリング等心理的支援、捜査関連支援、法的支援
等）を可能な限り一か所で提供する「やまがた性暴力被害者サポート
センター（べにサポやまがた）」を運営し、専門的な相談対応や支援
体制の充実を図った。

  「山形県警察本部人身安全関連事案対処体制」を確立し、県民の安
全を確保するため、相談者との直接面談による被害状況の確認や、そ
の危険性・切迫性に応じた保護対策を講じるとともに、加害者の検挙
や指導警告を行う等、被害の発生防止や重大事件への発展の防止を
図った。

  若年層におけるＤＶ被害の未然防止を目的とし、高等学校、大学、
短期大学等に対し講師を派遣し、生徒等にデートＤＶの実情や予防啓
発の必要性に対する理解を深めるための出前講座を実施した。

  女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、克
服すべき重要な課題であることを、あらゆる世代に対し広めていくた
め、ＤＶ防止啓発リーフレットを高校等の学校、民間支援団体、イベ
ントホール、医療機関等に幅広く配布した。

  婦人相談所のほか、各総合支庁子ども家庭支援課（村山総合支庁は
生活福祉課）の配偶者暴力相談支援センター機能を活用し、ＤＶ被害
者に対する相談支援を行った。

　ＤＶは重大な人権侵害であり、かつ身近な問題であることを広げて
いくことが重要であるため、デートＤＶに関する基礎知識を学ぶ機会
を提供することを目的とするセミナーを開催し、知識の普及啓発を
図った。



③令和２年度
当初予算額（千円）

警察本部
人身安全少年課

子ども・女性安全対策
推進事業

636
の一部

－

子ども家庭課
要保護女子やＤＶ被害
者の保護・自立支援

3,179
の一部

－

建築住宅課
県営住宅に入居する際
の優遇措置

－ －

建築住宅課
別の県営住宅への住み
替え

－ －

子ども家庭課 ＤＶ被害者自立支援 － －

子ども家庭課
ひとり親家庭就業自立
支援センター事業

2,353 －

雇用対策課 離転職者職業訓練事業 233,365 －

若者活躍・男女共
同参画課

男女共同参画行政推進
事業（再掲）

－ －

子ども家庭課
ＤＶセンター機能強化
（再掲）

160 －

　　【主な施策③　性犯罪への対策の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

警察本部
人身安全少年課

子ども・女性安全対策
推進事業（再掲）

636
の一部

－

消費生活・地域安
全課

性犯罪等被害者支援事
業（再掲）

5,194 －

警察本部
警務課

性犯罪被害者に対する
経済的・精神的負担の
軽減

264 －

各総合支庁
各地域ＤＶ被害者支援
連絡協議会

－ －

警察本部
広報相談課

「性犯罪被害相談電
話」♯8103（通称：
ハートさん）の設置

－ －

  性犯罪の前兆とみられる声かけ、つきまとい等が発生した場合、行
為者を特定し、検挙や指導警告等の措置を講じ、重大事件の発生を未
然に防止した。
　更に、被害者方への防犯カメラの設置や緊急通報装置の貸出し等に
より再被害防止を図った。

  性犯罪被害者の産婦人科医療等の経費を公費負担するとともに、カ
ウンセリングを実施し、被害者の経済的・精神的負担軽減を図った。

　性的被害に関する悩みや苦しみを抱える方からの相談に応じるた
め、全国共通の短縮ダイヤル「性犯罪被害相談電話」♯8103（通称：
ハートさん）が設置されており、その周知を図るとともに、相談内容
に応じて適切に対処した。

  離転職者の早期再就職を促進するため、民間教育訓練機関への委託
等により、多様な職業訓練を実施。また、障がい者を対象とした職業
訓練を実施。

⑤関連
数値目
標番号

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  ＮＰＯ等民間支援団体が、シェルターやステップハウスを設置する
動向がないか情報収集に努めた。

  ハローワークを含む関係機関による就業支援連絡会議において、Ｄ
Ｖ被害者を含むひとり親家庭の就業支援について情報交換を行った。

　相談者に対して、保護命令制度及び女性相談センターへの一時保護
を教示するほか、自ら避難場所を確保することができない場合又は公
的施設への避難が困難な場合において、民間宿泊施設への一時避難を
伴う費用を負担する措置を講じ、被害者の安全を確保した。

①担当課

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名

　配偶者等からの暴力の防止対策及びＤＶ被害者への支援を推進した
め、総合支庁と関係機関等で構成した地域ＤＶ被害者支援連絡会議を
開催。

  県営住宅の既存入居者でＤＶ被害者については、別の県営住宅への
住み替え（特定入居）を認める。

  ＤＶ被害者の県営住宅への入居に際し、単身の入居を可とする等、
入居条件等の優遇措置を講じた。

①担当課 ②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

　市町村におけるＤＶ計画策定や市町村における配偶者暴力相談支援
センターの設置に関して働きかけを行った。

  中央配偶者暴力相談支援センターにおいて、相談、保護、自立支援
を行うとともに、各地域配偶者暴力相談支援センター、市福祉事務
所、警察署等との連携会議を開催し、ＤＶ被害者保護支援ネットワー
クの強化を図るとともに、迅速かつ適切な保護・移送を図った。

④実施概要

  関係機関との連携を密にするため、県域及び総合支庁ごとにＤＶ被
害者支援対策関係機関連絡会議を開催した。

  性犯罪・性暴力被害者に被害直後から総合的な支援（産婦人科医
療、相談、カウンセリング等心理的支援、捜査関連支援、法的支援
等）を可能な限り一か所で提供する「やまがた性暴力被害者サポート
センター（べにサポやまがた）」を運営し、専門的な相談対応や支援
体制の充実を図った。



　　【主な施策④　ストーカー事案への対策の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

警察本部
人身安全少年課

子ども・女性安全対策
推進事業（再掲）

636
の一部

－

子ども家庭課 婦人保護 856 －

施策の方向10　生涯を通じた女性の健康支援

　　【主な施策①　生涯を通じた女性の健康の保持増進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

子ども家庭課
生涯を通じた女性の健
康支援事業

1,317 －

健康づくり推進課

①地域・職域連携推進
事業
②がん検診受診率向上
対策事業
③健康増進事業
④女性のがん検診受診
率向上対策

3,274
41
42
43

スポーツ保健課
学習指導要領及び年間
指導計画に基づく健康
に関した指導

－ －

スポーツ保健課
広域スポーツセンター
運営事業

2,131 －

長寿社会政策課
通いの場における介
護・フレイル予防対策
事業

2,456 －

長寿社会政策課
地域包括支援センター
職員研修

946 －

健康づくり推進課
受動喫煙防止対策促進
事業

1,058 －

②施策・事業名

　地域ケア会議に関わっている専門職能団体と協力のうえ作成した、
通いの場で実施可能な総合的な介護・フレイル予防プログラムを普及
させていくとともに、通いの場の設立や継続支援を行っている市町村
や地域包括支援センター職員等の資質向上や情報交換の場を提供し
た。

④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

 県民の誰もが、生涯にわたり、いつでも、どこでもスポーツに親しむ
ことができるよう環境を整備し生涯スポーツ社会の実現を図るため、
地域住民が主体的に参画する「総合型地域スポーツクラブ」の育成支
援を行った。

  地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること
を目的として市町村に設置されている地域包括支援センターの機能を
強化するため、職員に対して地域づくりに関する能力向上やその他業
務に必要な情報を習得する研修を実施し、資質向上を図った。

　各保健所において、女性の健康の保持増進のための相談・健康教育
や妊娠相談窓口を設置し、妊娠、出産、不妊、更年期等に関する相談
事業及び普及啓発を推進した。

⑤関連
数値目
標番号

④実施概要

⑤関連
数値目
標番号

  ストーカー事案を認知した場合、危険性・切迫性に応じて、加害者
の検挙や警告、禁止命令の措置を講じ、重大事件への発展を防止する
ほか、加害者に、カウンセリングや精神医療の受診を勧め、精神科医
療等と連携した再発防止を図った。

①担当課

  改正健康増進法及び平成30年12月に制定した「山形県受動喫煙防止
条例」を広く県民に周知し、受動喫煙のない地域社会づくりを進める
ため、出前講座、リーフレットの配布等の取組みを実施した。

  各学校における保健教育（学級・ホームルーム活動、児童会・生徒
会活動、個別指導、日常の学校生活における指導等）を通して、生涯
を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を学習した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  地域・職域連携推進協議会、健康増進事業評価検討会等の機会を捉
え、特定健診やがん検診受診率向上に向けた取組みを推進するととも
に、女性ががん検診を受けやすい環境の整備や新聞、ＳＮＳ、リーフ
レット等様々な広報媒体を活用したがん検診受診率向上に向けた普及
啓発活動を実施した。

②施策・事業名

  緊急に保護することが必要と認められる女性被害者について、施設
での一時保護を実施し、安全の確保を図った。

①担当課



　　【主な施策②　性と生殖に関する正しい知識の普及啓発・教育の推進】

③令和２年度
当初予算額（千円）

子ども家庭課
生涯を通じた女性の健
康支援事業（再掲）

1,317 －

スポーツ保健課 － － －

スポーツ保健課
子どもの健康づくり連
携事業

925 －

　　【主な施策③　妊娠・出産・育児にかかわる保健医療対策の充実】

③令和２年度
当初予算額（千円）

医療政策課 周産期医療対策事業 139,599 －

子ども家庭課
妊娠・育児に関する情
報発信・メール相談事
業

1,095
の一部

－

子ども家庭課
妊娠・出産・子育て安
心生活応援事業

38,502 －

医療政策課 小児救急電話相談事業 19,612 －

医療政策課 小児救急医療啓発事業 2,722 －

子ども家庭課
子育て支援医療給付事
業

1,296,040 －

子ども家庭課
ひとり親家庭等医療給
付事業

269,925 －

子ども家庭課
不妊専門相談センター
事業

848 －

子ども家庭課
特定不妊治療費助成事
業

129,823 －

  山形大学医学部に委託し、不妊に悩む夫婦に、予約制により産婦人
科医師が無料で面接・電話相談を実施した。

・特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）及び男性不妊治療を受けて
いる夫婦に、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽
減を図った。
・特定不妊治療により、出産された方で、次の子を望み治療を継続す
る場合、１出産あたりの助成回数を上乗せした。

⑤関連
数値目
標番号

⑤関連
数値目
標番号

④実施概要

  小児の急病時における対処方法について普及啓発を図るため、乳幼
児の保護者等を対象に講習会を開催するとともに、ガイドブックの作
成配布を行った。

  安心して子どもを産み育てられる環境を整備するため、「第７次山
形県保健医療計画（H30.3策定）」に基づき、総合周産期母子医療セン
ターの運営費の助成や周産期・新生児医療従事者の技術力向上を図る
ための研修等を支援した。

　各保健所において、女性の健康の保持増進のための相談・健康教育
や妊娠相談窓口を設置し、妊娠、出産、不妊、更年期等に関する相談
事業及び普及啓発を推進した。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  子どもの現代的な健康課題に適切に対応するために、小・中・高等
学校、特別支援学校３６校に専門医を派遣し、教職員への指導助言、
講話または講演、児童生徒や保護者への健康相談等を行った。

②施策・事業名

④実施概要

  教育活動(科目保健、情報、特別活動等）の中でインターネット、Ｓ
ＮＳの使用の仕方の講演会等を開催した。

②施策・事業名

①担当課

  保護者の不安解消及び適正受診の推進を図るため、小児救急電話相
談を毎日19時から翌朝８時まで実施した。

  妊娠・出産・子育てに対する不安感を解消するため、生まれてくる
赤ちゃんと子育て家庭を社会全体で応援するメッセージを贈るととも
に、子育て世代包括支援センターの体制を整備するなど、妊娠期から
出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を充実し、安心して子育て
できる環境づくりを促進した。
　Webサイトやまがた子育て応援サイトにおいて、妊娠・出産・子育て
に関する情報を掲載し、メール相談を実施している。

①担当課

  就学前乳幼児及び小・中学生の保険診療に係る自己負担額（小学４
年生から中学３年生までの者は入院に係る費用のみ）について、市町
村が助成した事業に要する経費に対して補助した。

  ひとり親家庭等の対象者の保険診療に係る自己負担額について、市
町村が助成した事業に要する経費に対して補助した。



③令和２年度
当初予算額（千円）

雇用対策課

WEB労働やまがた運営
事業（山形県就職情報
サイト等運営事業の一
部）

3,389
の一部

－

健康づくり推進課
受動喫煙防止対策促進
事業（再掲）

1,058 －

施策の方向11　生活上様々な困難を抱える人への対応

③令和２年度
当初予算額（千円）

地域福祉推進課 日常生活自立支援事業 59,527 －

地域福祉推進課
生活困窮者自立支援事
業

85,380 －

建築住宅課
県営住宅に入居する際
の優遇措置（再掲）

－ －

建築住宅課
セーフティネット住宅
供給促進事業

12,549 －

長寿社会政策課 老人クラブ助成事業 27,074 －

長寿社会政策課
福祉型小さな拠点づく
り事業

8,224 －

長寿社会政策課
地域包括支援センター
職員研修（再掲）

946 －

障がい福祉課
社会福祉施設整備補助
事業（障がい福祉施
設）

130,534
の一部

－

障がい福祉課
重度心身障がい（児）
者医療給付事業

1,069,440 －

建築住宅課
山形県住宅リフォーム
総合支援事業

481,140
の一部

－

  低所得者、移住者等の住宅確保要配慮者専用として登録されたセー
フティネット住宅について、改修費の一部を助成した。

④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  住民が主体となって運営する高齢者の生活支援・介護予防のための
地域拠点の立ち上げへの支援を行い、元気な高齢者等が見守りや生活
支援などのサービスの担い手となることにより、社会参加や介護予防
を推進した。

  障がい者の地域生活への移行を促進するため、住まいの場であるグ
ループホーム等の整備を進めた。

⑤関連
数値目
標番号

　　【主な施策①　貧困、高齢、障がい、海外からの移住等により、生活上の困難に直面する人への支援】

①担当課

  女性労働者の母性健康管理のために、妊娠中及び出産後の就労に関
した保護規定について、ホームページ「WEB労働やまがた」により周
知。

  生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、困
窮の相談窓口としての自立相談支援事業をはじめ、住居確保給付金支
給、就労準備支援、家計改善支援、子どもの学習・生活支援等事業を
実施し、一人ひとりの状況に応じた包括的な支援を行うことで自立の
促進を図った。

  高齢者・障がい者に配慮して設計された１階にある県営住宅につい
ては、対象者を優先して募集するものとし、その他については、抽選
確率を優遇する措置を講じた。

  認知症高齢者等が自立した地域生活が送れるよう、生活支援員を派
遣し、福祉サービス利用に関する支援と日常的な金銭管理を行った。

①担当課

②施策・事業名

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名

  改正健康増進法及び平成30年12月に制定した「山形県受動喫煙防止
条例」を広く県民に周知し、受動喫煙のない地域社会づくりを進める
ため、出前講座、リーフレットの配布等の取組みを実施した。

  老人クラブの活動を支援するほか、一人暮らし高齢者を訪問し、話
し相手を兼ねた見守りや日常生活の支援を行う「友愛活動」等に対し
て助成を行った。

  地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること
を目的として市町村に設置されている地域包括支援センターの機能を
強化するため、職員に対して地域づくりに関する能力向上やその他業
務に必要な情報を習得する研修を実施し、資質向上を図った。

  障がい者等が自宅で快適に生活できるよう、また住宅介護時の家族
等の負担を軽減するために行う住宅リフォームに要する費用に対して
補助した。

⑤関連
数値目
標番号④実施概要

  重度心身障がい児（者）の保険診療に係る自己負担額について、市
町村が助成した事業に要する経費に対して補助した。



③令和２年度
当初予算額（千円）

国際人材活躍支援
課

山形県国際交流協会運
営

10,430
の一部

－

国際人材活躍支援
課

国際交流センター管理
運営、外国人総合相談
ワンストップセンター
運営事業

25,396の一部及び
2,802の一部

－

　　【主な施策②　ひとり親家庭の自立の支援】

③令和２年度
当初予算額（千円）

子ども家庭課
ひとり親家庭等医療給
付事業（再掲）

269,925 －

子ども家庭課
ひとり親家庭の自立支
援

829,133
46,47
,48

建築住宅課
県営住宅に入居する際
の優遇措置（再掲）

－ －

　　【主な施策③　子ども・若者の自立へ向けた支援】

③令和２年度
当初予算額（千円）

義務教育課

学校教育における進路
意識の啓発
子どもベンチャーマイ
ンド育成事業

4,369 3

高校教育課 キャリア教育推進事業 5,304 －

高校教育課 高校生就職支援事業 1,531 －

若者活躍・男女共
同参画課

地域若者安心生活構築
推進事業

29,366 －

④実施概要

①担当課

④実施概要

  教員と企業との相互理解及び信頼関係を構築するために、既卒者の
状況確認等の目的で教員による企業訪問を実施。また、卒業後１年目
の県内就職者を対象に手紙等で仕事上の悩みや勤務状況等を把握し、
個人面談等の事後指導を実施するなどして高卒就職者の職場定着率の
向上を図った。

⑤関連
数値目
標番号

①担当課
⑤関連
数値目
標番号

②施策・事業名

  望ましい勤労観・職業観を身に付け地域産業の発展に貢献する高校
生を育成するキャリア教育を推進するために、短期、中・長期イン
ターンシップを実施。更に、各分野のスペシャリストによる講演等を
実施。また、人材不足の建設業・製造業を担う人材を育成するための
講演等を実施。

  キャリア教育により、児童生徒が自らの進路選択を主体的にとら
え、考えを深められるようにした。また、教育課程及び教育活動を
キャリア教育の視点でとらえ直すことでの効果的なキャリア教育の実
施を推奨した。
  本県の小学生が豊かな人生を切り拓き、これからの社会の創り手と
なることができるようにするため、起業家精神の基盤となるマインド
づくりを推進した。

  ひとり親家庭等の対象者の保険診療に係る自己負担額について、市
町村が助成した事業に要する経費に対して補助した。

  ひきこもりや不登校等、社会参加へ困難を有する子ども・若者やそ
の家族への支援を充実させるため、ＮＰＯ等との協働により、県内４
地域に「若者相談支援拠点」を設置している。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

②施策・事業名

  県国際交流センターにおいて、外国人相談窓口を設置し、英語、中
国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語で相談
対応を実施。

  県国際交流協会において、日本語教室の開催や日本語サポーターを
対象にした研修会を実施し、外国人が日本語や日本文化などを学ぶ機
会の提供した。

④実施概要

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

①担当課 ②施策・事業名

  ひとり親家庭の県営住宅への入居に際し、入居条件等の優遇措置に
より支援した（抽選確率の優遇、連帯保証人１名で可、等）

  子育て支援、生活支援、就労支援、経済的支援の総合的な支援を
行った。
・生活支援員の派遣
・母子・父子自立支援員による相談支援の実施
・ひとり親家庭応援センターにおける総合的な相談対応及び関係機関
等の支援情報の紹介等の実施
・母子家庭等就業・自立支援センターにおける就業相談、講習会等の
実施
・高等職業訓練促進給付金の支給、生活応援給付金・住まい応援給付
金の支給、入学準備金及び就職準備金の貸付
・児童扶養手当の支給
・母子父子寡婦福祉資金の貸付
・ひとり親家庭自立促進計画の策定

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要 ⑤関連
数値目
標番号



　　【主な施策④　性的マイノリティ（性同一性障がい等）に関する調査・研究の実施】

③令和２年度
当初予算額（千円）

若者活躍・男女共
同参画課

－ － －

義務教育課
チーム学校生徒支援体
制整備事業

149,087 －

高校教育課 － － －

⑤関連
数値目
標番号

①担当課 ②施策・事業名
④実施概要

  各県立高校における性同一性障がいにかかわる生徒の個別の事案に
応じ、細やかな対応と教育相談活動の充実、組織的なサポート体制の
整備をはかるよう周知しながら、関係機関との連携を密にし、研修会
への参加等を促した。

  国の調査研究の動向や他の都道府県、民間団体等における取組状況
等を随時情報収集し、人権の尊重を旨とした今後の本県の取組みの参
考とした。

左記事業のうち男女共同参画に関係する予算及び取組み概要

  配慮を必要とする児童生徒への対応については、情報の秘匿につい
て十分に配慮しながらも、教員、教育委員会、医療機関等が連携し、
チームで支援した。





 

 

 

第５章  

令和２年度の山形県 市町村男女共同参画推進状況 

 

 

 

県内の市町村においても、男女共同参画推進のために様々な取組みが実施されています。 

県内市町村の男女共同参画に関する計画の策定率は９割を超えているものの、目標としている

100％には達しておらず、また、女性活躍推進法の推進計画やＤＶ防止法の基本計画の策定率も100%

に達していないことから、今後も計画の策定など取組みを一層推進する必要があります。 

 第５章では、県内の市町村における男女共同参画の推進状況について、市町村の主要事業や男女

共同参画及び女性活躍推進法の推進計画、ＤＶ防止法の基本計画の策定状況、市町村における女性

の登用状況を御紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



市町村名

・男女共同参画審議会の開催 ・男女共同参画センター運営委員会の開催　　　    ・事業所向け出前講座開催

・男女共同参画プラン進捗状況調査　　 ・男女共同参画宣言都市記念講座開催　　　　　    ・パープルリボン・プロジェクト

･情報紙の発行                                      ・女性人材バンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・連携中枢都市圏連携事業

・小・中学生向け出前講座開催　　 ・男女共同参画週間における啓発パネル展示　　   ・市民企画講座開催

・ＤＶ相談窓口担当者研修会開催 　　　 ・小学生用男女共同参画学習資料の配布活用　 　 ・健康講座開催           

・地域づくり講座開催           ・女性人材育成養成講座開催                          　・エンパワーメント講座開催

・男女共同参画講座開催               ・育児サークルリーダー研修講座開催　　　　　　  　・相談事業

・DV防止講座開催     ・男女共同参画センターの貸館　　　　　　　　　  　　・女性学講座開催　

・情報収集提供事業    　                    ・イクメン・カジメン・イクジイ講座開催　　　　　  　　 ・働く女性の講座開催 

・イクボス推進事業　　　　                                     　・市報・ホームページ・市政広報番組等での啓発　  ・交流事業  

・男女共同参画（ＷＬＢ）紙上講演会開催 ・市民及び学校教職員を対象とした性の多様性に関する理解促進講座の実施

・申請書等における性別等個人情報の取扱いについて対応状況調査を実施

寒河江市 ・男女共同参画週間の市報、市ＨＰによる啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

・男女共同参画週間パネル展示 ・市報での啓発　　　　　　　　・女性のつどい開催

・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展示 ・パープルライトアップの実施

村山市 ・男女共同参画パネル展示 ・男女共同参画週間の市報による啓発　　　　・「テレワーキング塾」の開催

・男女共同参画を進めるタウンミーティングの開催 ・機関紙「ぽっぷ」の発行（年３回）

・男女共同参画を進めるための標語募集 ・女性に対する暴力をなくす運動のパネル展示

・男女共同参画週間の啓発及びパネル展示

・男女共同参画週間の市報による啓発、パネル展 ・パープルリボンプロジェクトの啓発            ・市内企業への育休取得状況調査

・女性に対する暴力をなくす運動の市報による啓発 ・男女共同参画推進計画進捗状況調査       ・市報・ホームページでの啓発

・「やまがたイクボス同盟」の周知・啓発 ・男女共同参画推進本部幹事会・本部会・推進懇親会の開催

 ・女性活躍推進研修会の開催 ・男女共同参画週間の啓発　　　　　　　　　

 ・イクボス宣言の実施 ・やまがたイクボス同盟の周知 　　　　　　　　

山辺町 ・「やまがたイクボス同盟」の周知・啓発 ・男女共同参画パネル展示　　　　　　　　　　　・町広報紙による啓発

中山町 ・男女共同参画週間の啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

・男女共同参画週間の啓発 ・男女共同参画計画審査会の開催　　　　　　　・広報による啓発

・パープルリボン・プロジェクトの啓発 ・イクボス宣言の実施　　　　　　　　　　　・やまがたイクボス同盟統一行動への参加

西川町 ・男女共同参画週間の啓発 ・男女共同参画地域講座の開催

朝日町 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発 ・男女共同参画週間の啓発

大江町 ・男女共同参画週間の町報による啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

大石田町 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発 ・町広報誌による啓発

新庄市 ・男女共同参画週間の広報による啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発　　　　　　    ・男女共同参画地域講座の開催

金山町 ・広報による啓発 ・街角交流施設「マルコの蔵」パープルライトアップ

最上町 ・男女共同参画週間の町報での周知 ・女性に対する暴力をなくす運動のＨＰでの周知

舟形町 ・男女共同参画週間の啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

真室川町 ・男女共同参画週間の周知 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発　　　　　　　　・広報誌による啓発

大蔵村 ・男女共同参画週間の啓発 ・パープルリボンプロジェクトの啓発

・男女共同参画週間の啓発 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

・村広報誌による啓発 ・鮭川村男女共同参画計画策定委員会の開催

・戸沢村男女共同参画計画策定委員会の開催 ・パープルリボン・プロジェクトの啓発　　　　　　　　・広報誌による啓発

・男女共同参画パネル展 ・女性に対する暴力をなくす運動パネル展

・男女共同参画週間の市報による啓発 ・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展

・男女共同参画パネル展 ・旧米沢高等工業学校本館パープルライトアップ

・男女共同参画啓発セミナー ・パープルリボン・プロジェクトの啓発

・男女共同参画職員研修

・男女共同参画社会啓発パネル展示 ・市報・HP等での広報活動　　　　　　　　　

　・女子中高生理系進路選択支援事業 ・やまがたイクボス同盟の周知

・パープルリボンプロジェクトの啓発 ・えくぼ女性ネットワーク会議の開催

・男女共同参画週間の市報等による啓発 ・男女共同参画関連書籍展示

・男女共同参画パネル展 ・男女共同参画推進セミナー

高畠町 ・男女共同参画関連図書企画展 ・パープルリボンプロジェクトの啓発　　　　　　　・男女共同参画週間の啓発

・男女共同参画展 ・町報・ＨＰ等での啓発　　　　　　　　　　　　　　・パープルリボンプロジェクトの啓発

・男女共同参画講座の開催 ・男女共同参画のまちづくり会議の開催

小国町 ・男女共同参画週間の啓発 ・パープルリボンプロジェクトの啓発

・パープルリボンプロジェクトの啓発 ・男女共同参画週間の啓発　

・男女共同参画講座の開催 ・男女共同参画関連図書展示会の開催

飯豊町 ・男女共同参画週間の啓発 ・広報誌による掲載

・鶴岡市男女共同参画推進懇談会の開催 ・男女共同参画に関する市民意見募集の実施

・男女共同参画週間パネル展示・市報掲載 ・かがやき女性塾　　　　　　　　　　　　　　・男性教室

・ウィズ講座開催 ・ウィズレターの発行　　　　　　　　　　　　・登録団体の情報交換会の開催

・男女共同参画出前講座の開催 ・男女共同参画推進センターの運営　　　・男女共同参画パネル展示

・日和山公園六角灯台パープルライトアップ ・パープルリボン・プロジェクトの啓発　  　・市広報、ホームページ等での啓発

・相談事業　　　　　　　・デートDV防止講座 ・男女共同参画推進計画進捗状況確認

・女性活躍推進懇話会の開催 ・日本一女性が働きやすいまち宣言に賛同するリーダーの会の設立

・女性活躍推進に関する広報啓発 ・酒田版女性（だけじゃないよ）活躍推進ガイドブックの作成・啓発

三川町 ・男女共同参画週間の啓発 ・男性の料理教室の開催

庄内町 ・男性の料理教室の開催 ・町広報による啓発

遊佐町 ・男女（みんな）のセミナー開催 ・男女共同参画週間の啓発

南陽市

上山市

米沢市

1.　市町村における男女共同参画に関する主要事業

東根市

尾花沢市

長井市

戸沢村

山形市

令和２年度に実施した男女共同参画に関する主要事業

天童市

鮭川村

河北町

鶴岡市

川西町

酒田市

白鷹町



市町村名 名称 計画期間 策定予定時期

山形市
第３次山形市男女共同参画計画
「いきいき山形男女共同参画プラン」

H２８年度からR３年度まで

寒河江市 第２次寒河江市男女共同参画計画 H２９年度からR３年度まで

上山市 第２次上山市男女共同参画計画 H２９年度からR６年度まで

村山市 第２次村山市男女共同参画基本計画 Ｒ２年度からＲ６年度まで

天童市 第四次天童市男女共同参画推進計画 Ｒ３年度からＲ８年度まで

東根市
第３次東根市男女共同参画社会推進計画
～東根市ABCプランⅢ～

H２８年度からＲ３年度まで

尾花沢市 第２次尾花沢市男女共同参画推進計画 Ｒ２年度からＲ７年度まで

山辺町 第２次やまのべ男女共同参画基本計画 Ｒ３年度からＲ７年度まで

中山町 第２次中山町男女共同参画計画 Ｈ３０年度からＲ４年度まで

河北町 第２次河北町男女共同参画計画 Ｈ３１年度からR５年度まで

西川町 西川町男女共同参画計画 H３１年度からR５年度まで

朝日町 朝日町男女共同参画基本計画 Ｒ３年度からＲ７年度まで

大江町 大江町男女共同参画計画 H３０年度からR４年度まで

大石田町 大石田町男女共同参画計画 H２９年度からR３年度まで

新庄市 新庄市男女共同参画計画 H３０年度からＲ４年度まで

金山町 金山町男女共同参画計画 Ｒ２年度からＲ６年度まで

最上町 最上町男女共同参画計画 Ｒ２年度からR６年度まで

舟形町 舟形町男女共同参画推進計画 Ｒ３年度からＲ７年度まで

真室川町 真室川町男女共同参画計画 Ｒ２年度からＲ６年度まで

大蔵村 大蔵村男女共同参画計画 H２９年度からＲ３年度まで

鮭川村 鮭川村男女共同参画計画 Ｒ２年度からＲ７年度まで

戸沢村 戸沢村男女共同参画計画 Ｒ３年度からＲ７年度まで

米沢市 第２次米沢市男女共同参画基本計画 H２９年度からＲ８年度まで

長井市 長井市第二次男女共同参画基本計画 H２６年度からＲ５年度まで

南陽市 第二次男女共同参画なんようプラン H２９年度からＲ８年度まで

高畠町 第２次高畠町男女共同参画いきいきプラン H２７年度からＲ３年度まで

川西町 第４次川西町男女共同参画推進計画アクションプラン Ｒ３年度からＲ７年度まで

小国町 小国町男女共同参画推進計画 Ｒ３年度からＲ７年度まで

白鷹町
第２次白鷹町男女共同参画計画
　「男（ひと）と女（ひと）とが互いに支え合い輝ける まち
プラン」

H２８年度からＲ７年度まで

飯豊町 R３年度

鶴岡市 第2次鶴岡市男女共同参画計画 R３年度からＲ７年度まで

酒田市 第２次酒田市男女共同参画推進計画 H３１年度からＲ１０年度まで

三川町 三川町男女共同参画計画 Ｒ３年度からＲ１２年度まで

庄内町
第３次庄内町男女共同参画社会計画
＜庄内町いきいきプラン＞

H２９年度からＲ３年度まで

遊佐町 第３次遊佐町男女共同参画計画「みんなのプラン」 Ｒ３年度からＲ７年度まで

  

２．　男女共同参画関する計画等の策定状況

男女共同参画に関する計画

男女共同参画に関する計画策定済み　３４市町村　　　（Ｒ３年３月３１日現在）



市町村名 策定状況※ 策定予定の有無 策定状況※ 策定予定の有無

山形市 一体型 一体型

寒河江市 一体型 あり(一体型)

上山市 一体型 なし

村山市 一体型 一体型

天童市 一体型 一体型

東根市 一体型 あり(一体型)

尾花沢市 一体型 一体型

山辺町 一体型 一体型

中山町 一体型 一体型

河北町 一体型 なし

西川町 一体型 一体型

朝日町 一体型 一体型

大江町 一体型 一体型

大石田町 一体型 一体型

新庄市 一体型 あり(一体型)

金山町 一体型 一体型

最上町 一体型 一体型

舟形町 一体型 一体型

真室川町 一体型 一体型

大蔵村 一体型 あり(一体型)

鮭川村 一体型 一体型

戸沢村 一体型 一体型

米沢市 一体型 一体型

長井市 一体型 一体型

南陽市 一体型 一体型

高畠町 あり(一体型) あり(一体型)

川西町 一体型 なし

小国町 一体型 一体型

白鷹町 一体型 一体型

飯豊町 あり(一体型) あり(一体型)

鶴岡市 一体型 一体型

酒田市 一体型 一体型

三川町 一体型 一体型

庄内町 一体型 一体型

遊佐町 一体型 一体型

※「一体型」とは、男女共同参画に関する計画と一体的に策定したもの

  

女性活躍推進法の推進計画 DV防止法の基本計画

女性活躍推進法の推進計画策定済み　３３市町村　　　DV防止法の基本計画策定済み　２６市町村　（Ｒ３年３月３１日現在）



 

 

地
域

市
町
村

策
定
あ
り

計
画
期
間

（

終
期
）

策
定
予
定

策
定
率

地
域

市
町
村

策
定
あ
り

計
画
期
間

（

終
期
）

策
定
予
定

策
定
率

山 形 市 ○ 3年度 米 沢 市 ○ 8年度

寒河江市 ○ 3年度 長 井 市 ○ 5年度

上 山 市 ○ 6年度 南 陽 市 ○ 8年度

村 山 市 ○ 6年度 高 畠 町 ○ 3年度

天 童 市 ○ 8年度 川 西 町 ○ ７年度

東 根 市 ○ 3年度 小 国 町 ○ ７年度

尾花沢市 ○ ７年度 白 鷹 町 〇 7年度

山 辺 町 ○ 7年度 飯 豊 町 R３

中 山 町 ○ 4年度 鶴 岡 市 ○ ７年度

河 北 町 ○ 5年度 酒 田 市 ○ 10年度

西 川 町 ○ 5年度 三 川 町 ○ 12年度

朝 日 町 ○ 7年度 庄 内 町 ○ 3年度

大 江 町 ○ 4年度 遊 佐 町 〇 ７年度

大石田町 ○ 3年度 ※（　）は策定予定市町村を含む

新 庄 市 ○ 4年度

金 山 町 ○ 6年度

最 上 町 ○ ６年度

舟 形 町 ○ ７年度

真室川町 ○ 6年度

大 蔵 村 ○ 3年度

鮭 川 村 ○ 7年度

戸 沢 村 ○ 7年度

85.7%

87.5%
(100%)

庄
内

100%
(100%)

〈参考〉

＜山形県の状況＞

村
山

100%
(100%)

置
賜

最
上

100%
(100%)

＜全市町村＞R３.３

R３年度末の計画策定率
（見込み）

100.0%

30/35令和元年度末

計画のある市町村数 34/35

策定予定市町村数 1/35

計画策定率 97.1%

全国市区町村における男女共同参画に関する計画の策定状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 （内閣府：内閣府男女共同参画局 HP より作成） 

                                  

                                    

県内市町村における男女共同参画に関する計画の策定状況                             

                                                                          

都道府県
策定率
（％） 都道府県

策定率
（％）

青森県 100.0 福井県 88.2

茨城県 100.0 山形県 85.7

埼玉県 100.0 熊本県 84.4

富山県 100.0 滋賀県 84.2

石川県 100.0 東京都 83.9

大阪府 100.0 群馬県 82.9

鳥取県 100.0 山梨県 81.5

島根県 100.0 京都府 80.8

広島県 100.0 福島県 79.7

山口県 100.0 千葉県 75.9

愛媛県 100.0 長野県 72.7

福岡県 98.3 新潟県 66.7

鹿児島県 97.7 宮城県 62.9

岐阜県 97.6 徳島県 58.3

兵庫県 97.6 沖縄県 53.7

静岡県 97.1 高知県 50.0

神奈川県 97.0 奈良県 48.7

岡山県 96.3 北海道 48.0

宮崎県 96.2 全体 82.9

秋田県 96.0

佐賀県 95.0

愛知県 94.4

大分県 94.4

香川県 94.1

岩手県 93.9

三重県 93.1

栃木県 92.0

長崎県 90.5

和歌山県 90.0

100%
11団体

90～100％
未満

18団体

50～90％
未満

16団体

50％未満
2団体

令和 2 年 4 月 1 日現在 

 

 

＜参考＞ 

◆ Ｒ３.３月末時点、計画策定済みの市町村・・・・      の市町村   

◆ Ｒ３.３月末時点、計画策定予定ありの市町村・・      の市町村 



３．市町村における女性の登用状況 

                                                                                        

４．市町村男女共同参画に関する条例の制定状況 

 策定済みの市町村・・・３市町 

 ・山形市（H25.3.19公布、H25.4.1施行）   ・長井市（H14.12.18公布、H14.12.18施行）   

・白鷹町（H11.10.15公布、H11.10.15施行） 

 

 検討中の市町村・・・３町村 

 ・山辺町 

・小国町     

  ・飯豊町  

目標値
(％）

目標
年度

総数 女性委員 ％ 総数
女性委員

を含む数
％ 総数 女性委員 ％ 総数 女性職員 ％ 総数 女性職員 ％

山形市 40 令和3年3月 653 202 30.9 38 38 100.0 653 202 30.9 187 41 21.9 110 13 11.8

米沢市 35 令和4年3月 718 193 26.9 34 29 85.3 495 129 26.1 64 9 14.1 46 4 8.7

鶴岡市 30 令和3年3月 598 128 21.4 33 26 78.8 508 90 17.7 155 37 23.9 90 18 20.0

酒田市 35 令和5年3月 460 137 29.8 34 34 100.0 460 137 29.8 66 10 15.2 57 8 14.0

新庄市 40 令和4年3月 333 91 27.3 13 13 100.0 179 47 26.3 27 5 18.5 27 5 18.5

寒河江市 40 令和4年3月末 480 140 29.2 19 16 84.2 216 58 26.9 41 6 14.6 25 5 20.0

上山市 28 令和3年3月 223 57 25.6 20 17 85.0 223 57 25.6 22 1 4.5 17 1 5.9

村山市 30 令和6年3月 261 58 22.2 18 17 94.4 261 58 22.2 24 1 4.2 19 1 5.3

長井市 40 令和6年3月 310 97 31.3 28 28 100.0 310 97 31.3 43 8 18.6 38 7 18.4

天童市 30 令和3年3月 608 138 22.7 26 21 80.8 575 128 22.3 47 3 6.4 29 1 3.4

東根市 40 令和4年3月 514 123 23.9 22 19 86.4 425 92 21.6 31 4 12.9 25 4 16.0

尾花沢市 20 令和8年3月 1,102 98 8.9 15 14 93.3 226 48 21.2 20 4 20.0 17 4 23.5

南陽市 30 令和9年3月 752 180 23.9 43 36 83.7 687 175 25.5 23 3 13.0 21 3 14.3

山辺町 30 令和3年3月 320 65 20.3 24 21 87.5 299 59 19.7 11 2 18.2 11 2 18.2

中山町 35 令和5年3月 317 111 35.0 16 15 93.8 153 54 35.3 9 2 22.2 9 2 22.2

河北町 30 令和5年3月 237 62 26.2 22 16 72.7 237 62 26.2 15 1 6.7 12 1 8.3

西川町 19 14 73.7 182 27 14.8 16 3 18.8 12 2 16.7

朝日町 10 8 80.0 101 20 19.8 13 2 15.4 9 1 11.1

大江町 15 13 86.7 157 36 22.9 9 1 11.1 9 1 11.1

大石田町 20 令和3年3月 143 18 12.6 15 12 80.0 143 18 12.6 8 0 0.0 8 0 0.0

金山町 15 11 73.3 151 31 20.5 10 0 0.0 10 0 0.0

最上町 30 令和7年3月 171 38 22.2 16 11 68.8 156 33 21.2 18 3 16.7 11 2 18.2

舟形町 4 4 100.0 55 6 10.9 9 0 0.0 9 0 0.0

真室川町 11 10 90.9 113 29 25.7 17 2 11.8 11 1 9.1

大蔵村 30 令和4年3月 141 18 12.8 14 10 71.4 141 18 12.8 13 1 7.7 9 1 11.1

鮭川村 30 令和8年3月 122 19 15.6 11 8 72.7 122 19 15.6 11 2 18.2 11 2 18.2

戸沢村 12 10 83.3 169 30 17.8 10 1 10.0 10 1 10.0

高畠町 40 令和3年3月 245 60 24.5 22 21 95.5 245 60 24.5 23 2 8.7 15 1 6.7

川西町 30 令和3年3月 316 67 21.2 19 18 94.7 290 60 20.7 14 1 7.1 14 1 7.1

小国町 9 7 77.8 108 23 21.3 16 1 6.3 12 0 0.0

白鷹町 40 令和8年3月 228 56 24.6 19 16 84.2 228 56 24.6 18 4 22.2 12 2 16.7

飯豊町 23 令和3年3月 107 15 14.0 13 9 69.2 203 39 19.2 12 1 8.3 9 1 11.1

三川町 18 15 83.3 201 32 15.9 8 0 0.0 8 0 0.0

庄内町 30 令和4年3月 377 83 22.0 28 26 92.9 345 77 22.3 14 3 21.4 13 2 15.4

遊佐町 30 令和3年3月 202 60 29.7 18 17 94.4 202 60 29.7 9 0 0.0 8 0 0.0

計 － － 9,938 2,314 23.3 693 600 86.6 9,219 2,167 23.5 1,033 164 15.9 753 97 12.9

市 － － 7,012 1,642 23.4 343 308 89.8 5,218 1,318 25.3 750 132 17.6 521 74 14.2

町村 － － 2,926 672 23.0 350 292 83.4 4,001 849 21.2 283 32 11.3 232 23 9.9

R2.3.31現在 R2.4.1現在R2.3.31現在　※広域圏で設置している審議会等を含まない

審議会等委員の目標
（目標を設定している市町村）

目標設定

審議会等における女性の登用状況
（地方自治法第２０２条の３）

管理職の在職状況

管理職 うち一般行政職審議会等委員 審議会等 審議会等委員

（内閣府：地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況より作成）  



 

 

地
域

市
町
村

女
性
割
合

(

％

)

地
域

市
町
村

女
性
割
合

（

％
）

山 形 市 30.9 米 沢 市 26.1
寒河江市 26.9 長 井 市 31.3
上 山 市 25.6 南 陽 市 25.5
村 山 市 22.2 高 畠 町 24.5
天 童 市 22.3 川 西 町 20.7
東 根 市 21.6 小 国 町 21.3
尾花沢市 21.2 白 鷹 町 24.6
山 辺 町 19.7 飯 豊 町 19.2
中 山 町 35.3 鶴 岡 市 17.7
河 北 町 26.2 酒 田 市 29.8
西 川 町 14.8 三 川 町 15.9
朝 日 町 19.8 庄 内 町 22.3

大 江 町 22.9 遊 佐 町 29.7
大石田町 12.6

新 庄 市 26.3

金 山 町 20.5
最 上 町 21.2
舟 形 町 10.9
真室川町 25.7
大 蔵 村 12.8
鮭 川 村 15.6
戸 沢 村 17.8

＜山形県の状況＞

村
山

置
賜

庄
内

最
上

9,219
2,167

23.5%

＜凡例＞
30%以上 3
25%以上 30%未満 9
20%以上 25%未満 12
15%以上 20%未満 7
15%未満 4

全市町村の総委員数

全市町村の総女性委員数

女性比率（市町村平均）

＜全市町村＞R2.3.31

※広域圏で設置している審議会等を含まない

都道府県
女性割合

（％）
都道府県

女性割合

（％）

福岡県 32.9 秋田県 24.9

鳥取県 32.0 宮崎県 24.8

滋賀県 31.8 福島県 24.5

神奈川県 31.2 青森県 24.3

岡山県 30.4 山梨県 24.1

大阪府 30.1 和歌山県 23.9

京都府 29.5 山形県 23.7

山口県 29.2 鹿児島県 23.4

埼玉県 29.2 長崎県 23.4

栃木県 29.1 富山県 23.3

佐賀県 29.0 奈良県 23.1

東京都 29.0 北海道 22.7

福井県 28.7 熊本県 22.1

兵庫県 28.6 群馬県 21.6

香川県 28.4 全体 27.1

宮城県 28.3

岐阜県 28.2

石川県 28.2

静岡県 28.0

高知県 27.9

愛知県 27.8

大分県 27.7

三重県 27.6

沖縄県 27.5

愛媛県 27.5

新潟県 27.0

島根県 26.9

広島県 26.7

千葉県 26.4

茨城県 26.2

岩手県 26.2

徳島県 26.0
長野県 25.5

30％以上
6団体

25～30％未
満

27団体

25％未満
14団体

全国市区町村の審議会等における女性委員登用の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                            

 

（内閣府：内閣府男女共同参画局 HP より作成） 

                                    

            

                         

県内市町村における審議会等における女性委員登用の状況                             

                                         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 4 月 1 日現在 

 

 



〇男女共同参画社会基本法 

平成１１年６月２３日法律第７８号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第１２条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 

第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社

会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互

いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会の

あらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体

及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

の緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社

会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一

方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因と

なるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をで

きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間

の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことがで

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 



第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画

社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他

のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会

の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ

ならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければな

らない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努

めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当



たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなけ

ればならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の

形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他

男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものと

する。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会

の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社

会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１０分の４未満であって

はならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 



２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に

必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要

な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則   

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定により置

かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、

この法律の施行の日に、第２３条第１項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長である者又

は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第２４条第１項の規定により

審議会の会長として定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものと

みなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第４条 総理府設置法（昭和２４年法律第１２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成１１年７月１６日法律第１０２号抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日〔平成１３年１月６日〕から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者

（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわ

らず、その日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

附 則〔平成１１年１２月２２日法律第１６０号抄〕 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。〔後略〕 



〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成２７年９月４日法律第６４号 

目次 
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附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮

して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに

鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及

び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女

性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思

によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職

業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場におけ

る慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにする

ことを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関

する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、

家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活

動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等によ

り、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重さ

れるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条

第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、

及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会

の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

 

 



第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当

該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推

進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合

的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九

条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものと

する。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百人

を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定める



ところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位

にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の

数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業

主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを

変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四

項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それ

ぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令

で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実

施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項に

おいて「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につ

いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取

組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を

担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なもの

であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第七

項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 



第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すこ

とができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下

のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当

該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定

は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設

立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接

の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対

して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うもので

あって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適

合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り

消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出

なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四

項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四

十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

る者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与につ

いて、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、

それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとす

る者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替

えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあ

るのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同

法第四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、

雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導する

ことにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれ

らの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事

業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 



第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）

は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならな

い。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職

員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。

この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければ

ならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成

するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくと

もいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資す

るよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければな

らない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営も

うとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣

府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 



４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特

別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使

用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」とい

う。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努

めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、そ

の協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活にお

ける活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び

地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置

及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有

用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑

に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされ

ている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ

る。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることに

より、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の

実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は

認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、

指導若しくは勧告をすることができる。 



（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定

する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事

業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた

者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の

権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、

労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三

十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第

六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条

第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る罰則を

含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 



第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認める

ときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条

の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に

改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の

改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年法

律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲

げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）

第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働

者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の

十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四

第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定

並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

   

平成３０年５月２３日号外法律第２８号 

 

（目的） 

第１条 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房

副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職（次

条において「公選による公職等」という。）にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同

して参画する機会が確保されること（以下「政治分野における男女共同参画」という。）が、その立案及び決定にお

いて多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１年

法律第７８号）の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並び

に国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同し

て参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙にお

いて、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、

男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。 

２ 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画

しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による

固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす

影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

３ 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公

選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければな

らない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則（次条におい

て単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、

政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。 

（政党その他の政治団体の努力） 

第４条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その

他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努める

ものとする。 

（実態の調査及び情報の収集等） 

第５条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関

する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供（次項及び第九条において「実態の調査及

び情報の収集等」という。）を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実

態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。 

（啓発活動） 

第６条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、

必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。 

 （環境整備） 

第７条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環

境の整備を行うよう努めるものとする。 

（人材の育成等） 

第８条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策



を講ずるよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第９条 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同

参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

   

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。



○山形県男女共同参画推進条例 

平成１４年７月２日山形県条例第４５号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条─第７条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等（第８条─第１９条） 

第３章 男女共同参画審議会（第２０条─第２６条） 

附則 

 

私たちが目指す21世紀の社会は、男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思と選択によってのびやか

に生きることができる社会である。また、男女が共に助け合い、力を合わせて地域の未来を創り出していく社会である。 

しかしながら、依然として性別によって役割を固定的にとらえる人びとの意識やこれを反映した社会慣行などが様々な

分野に根強く残っている状況にある。 

山形県においては、男女共同参画社会の実現に向けて様々な取組が進められてきたところであり、また、夫婦共働き世

帯が多いなど女性の就業割合が全国の中で高い状況にあるが、男女が平等に能力を発揮できる機会の確保や適正な評価が

なされる環境が十分に整っているとは言えず、家庭生活や地域活動においても男女が対等な立場で関わる状況には未だ至

っていない。 

本格的な少子高齢社会の到来、家族形態の多様化、国際化の進展等社会経済情勢の大きな変化に対応しつつ、次代を担

う子供達が健やかに生まれ育ち、将来にわたって活力あふれる地域社会を築いていくためには、男女があらゆる分野に共

に参画し、喜びと責任を分かち合うことのできる男女共同参画社会の早期実現を目指していかなければならない。 

このような認識に立ち、県民、事業者及び行政が連携し、一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、

この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、

県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画の推進 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会の実現に向けて取り組むことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けな

いこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識等を反映して、

男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及

び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができる

ようにすることを旨として、行われなければならない。 

５ 男女共同参画の推進に当たっては、男女が性別による身体的特徴の違いについて互いに理解を深めることにより、男

女の生涯にわたる健康が確保されるよう配慮されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、県民、事業者、市町村及び国と連携し、及び協力して取り組むものとする。 



（県民の責務） 

第５条 県民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の

推進に努めるものとする。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における男女の均等な機会の確保（積極的改善措置を含む。）、職

業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができるような就業環境の整備その

他の事業活動における男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害に関する配慮） 

第７条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により当該

言動を受けた者の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為をい

う。）及び配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に対する身体的又は精

神的な苦痛を与える暴力的行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 

（男女共同参画計画） 

第８条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）第１４条第１項の規定により男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定め、又は変更するに当た

っては、山形県男女共同参画審議会に意見を求めるとともに、県民の意見を聴くものとする。 

（広報活動等） 

第９条 県は、男女共同参画の推進に関する県民及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動等を行うものとする。 

（教育の推進等） 

第１０条 県は、学校教育その他の教育及び生涯学習の場において、男女共同参画の推進に関する教育の推進、学習の機

会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（家庭生活における活動とその他の活動との両立支援） 

第１１条 県は、家族を構成する男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立できる

ように、支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（県民等の活動に対する支援） 

第１２条 県は、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

（市町村への支援） 

第１３条 県は、市町村の男女共同参画計画の策定及び施策の推進を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

（調査研究） 

第１４条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

（事業者の調査協力） 

第１５条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策の推進のために必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の

就業状況その他男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するための調査について協力を求めることができる。 

（男女共同参画の推進の状況等の公表） 

第１６条 知事は、毎年度、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について公表す

るものとする。 

（苦情等及び相談への対応） 

第１７条 県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策について、県民及び事業者から苦情その他の意見の申出があった場合は、適切に対応するものとする。 

２ 知事は、前項の規定に基づく申出があった場合において、必要と認めるときは、山形県男女共同参画審議会の意見を

聴くものとする。 

３ 県は、第７条に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為についての県民又は事業者からの相談に適切に

対応するものとする。 

（推進体制の整備） 

第１８条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な推進体制を整備するもの

とする。 



（財政上の措置） 

第１９条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

（審議会の設置） 

第２０条 男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じ、調査審議させる

ため、山形県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第２１条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満とならないものとする。 

３ 委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者及び公募に応じた者のうちから、知事が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることを妨げない。 

（会長） 

第２２条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第２３条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、前項の会議の議長となる。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第２４条 審議会は、県民及び事業者からの苦情その他の意見の申出等について調査審議させるために部会を置くことが

できる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「部会長」

と、同条第３項及び第４項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（庶務） 

第２５条 審議会の庶務は、子育て若者応援部において処理する。 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２４日条例第１９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１９日条例第７号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



山形県男女共同参画推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、男女が共に支え合う21世紀の豊かな山形県を 

創造するため、山形県男女共同参画推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）山形県男女共同参画計画の推進に関すること。 

（２）男女共同参画に関する施策にかかる関係部局間の連絡調整に関すること。 

（３）その他男女共同参画の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には副知事、副本部長には子育て若者応援部長をもって充てる。 

３ 本部長は、会務を統括し、推進本部を代表する。 

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（本部会議） 

第４条 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要と認めた場合は、第3条に定める者以外の者を本部会議に出席させることができる。 

（幹事会） 

第５条 推進本部に幹事会を置き、別表2に掲げる職にある者を持って構成する。 

２ 幹事会に幹事長を置き、子育て若者応援部次長をもって充てる。 

３ 幹事長に事故あるときは、若者活躍・男女共同参画課長がその職務を代理する。 

４ 幹事会は、推進本部の所掌事項について本部員を補佐するものとし、必要の都度幹事長が招集する。 

５ 幹事長は、必要と認めた場合は、第1項に定める者以外の者を幹事会に出席させることができる。 

（推進部会） 

第６条 男女共同参画施策の推進事案を検討するため、幹事会のもとに推進部会を置く。 

２ 推進部会の運営等については、別に定める。 

（事務局） 

第７条 推進本部の事務を処理するため、事務局を子育て若者応援部若者活躍・男女共同参画課に置く。 

（雑則）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （平成１４年４月１日一部改正） 

 （平成１５年４月１日一部改正） 

 （平成１６年４月１日一部改正） 

 （平成１７年４月１日一部改正） 

 （平成１８年４月１日一部改正） 

 （平成２０年４月１日一部改正） 

 （平成２１年４月１日一部改正） 

 （平成２２年４月１日一部改正） 

（平成２３年４月１日一部改正） 

 （平成２４年４月１日一部改正） 

 （平成２５年４月１日一部改正） 

  （平成２６年４月１日一部改正） 

  （平成２８年４月１日一部改正） 

 （平成２９年４月１日一部改正） 

（平成３０年４月１日一部改正） 

（平成３１年４月１日一部改正） 

（令和 ２年４月１日一部改正） 

 



山形県男女共同参画推進本部 

別表１ 本部構成員 

本 部 長 副知事 

副 本 部 長 子育て若者応援部長 

本 部 員 企業管理者、病院事業管理者、教育長、警察本部長、総務部長、みらい企画創造部長、防災くらし

安心部長（兼）危機管理監、環境エネルギー部長、健康福祉部長、医療統括監、産業労働部長、観

光文化スポーツ部長、農林水産部長、県土整備部長、会計管理者、村山総合支庁長、最上総合支庁

長、置賜総合支庁長、庄内総合支庁長 

別表２ 幹事会構成員 

 部 局 名 構 成 員 

幹事長  子育て若者応援部次長 

 

 

幹 事 

 

 

 

総 務 部 広報広聴推進課長、人事課長、行政改革課長、学事文書課長 

みらい企画創造部 企画調整課長、市町村課長、国際人材活躍支援課長、ＩＣＴ政策推進課長 

防災くらし安心部 防災危機管理課長、消防救急課長、消費生活・地域安全課長 

環境エネルギー部 環境企画課長 

子育て若者応援部 子育て支援課長、子ども家庭課長、若者活躍・男女共同参画課長 

健 康 福 祉 部 健康福祉企画課長、医療政策課長、地域福祉推進課長、健康づくり推進課長、

長寿社会政策課長、障がい福祉課長 

産 業 労 働 部 商工産業政策課長、中小企業振興課長、工業戦略技術振興課長、貿易振興課長、

雇用対策課長 

観光文化スポーツ部 観光立県推進課長 

農 林 水 産 部 農政企画課長、農業技術環境課長 

県 土 整 備 部 管理課長、建設企画課長、都市計画課長、建築住宅課長 

会  計  局 会計課長 

総 合 支 庁  村山総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課長、最上総合支庁保健福祉環境

部子ども家庭支援課長、置賜総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課長、庄

内総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課長 

企 業 局 総務企画課長 

病 院 事 業 局 県立病院課長 

教 育 庁 教育政策課長、生涯教育・学習振興課長、義務教育課長、特別支援教育課長、

高校教育課長、スポーツ保健課長 

警 察 本 部  広報相談課長、 警務課長、生活安全企画課長、人身安全少年課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年12月19日山形県告示第1091号 

 

山形県ワーク・ライフ・バランス憲章 

－ 仕事と生活の調和がとれた社会をめざして － 

 

 

私たちは、家庭や職場、地域社会においてそれぞれに役割を持っており、そして誰もがその

責任を果たしたいと願っています。この思いを実現し、安心して暮らせる、活力ある豊かな山

形県を築くためには、私たち一人ひとりがそれぞれの持つ力を発揮できる「全員参加」の社会

づくりを進めることが必要です。 

このため、私たちは、男性も女性もあらためて自らの生活や働き方を見つめ直し、いきいき

と仕事をし、子育てや介護にたずさわり、地域活動に取り組んでいかなければなりません。 

また、企業等は、あらゆる職場において、働く人の生活に配慮した働き方ができるよう努め

ることにより、働く意欲の向上や人材の確保・定着などの効果を期待することができます。 

さらに、行政は、県民や企業等の取り組みが効果的に進められるような環境づくりに努めて

いかなければなりません。 

私たちは、山形県の特徴でもある三世代同居や地域社会が有する助け合いの風土といった、

これまで培
つちか

ってきた家族や地域の「絆
きずな

」を活かし、世代間や地域住民同士で支え合い、家庭

生活・仕事・地域活動において、それぞれ調和のとれた生き方ができる“やまがた”らしい社

会の実現に向け、しっかりと考え、そして実践することが大切です。 

私たちは、ここに仕事と生活の調和がとれた社会をめざして憲章を制定し、県民、企業等、

行政が力を合わせて取り組むことを誓います。 

 

 

（家 庭）  － 助け合う － 

１ 家族みんなが助け合い、家族の絆
きずな

を大切にする家庭をつくります。 

２ 男性も家庭生活に参加し、共に喜び合える家庭をつくります。 

 

（職 場）  － 分かち合う － 

３ 働き方を見直し、いきいきと活躍できる職場をつくります。 

４ 子育てや介護をしながら仕事を続けられる職場をつくります。 

 

（地域社会） － 育み合う － 

５ 一人ひとりが能力を発揮し、育み合う社会をつくります。 

６ 地域活動に積極的に参加し、住民同士で支え合う地域をつくります。 

７ 地域全体で子育てを応援し、子育てしやすい社会をつくります。 

 







やまがた女性活躍応援連携協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 少子高齢化社会が進展し、労働力人口が減少する中、女性の力が最大限発揮できる社会づくりの推進が求

められる。このため、各界・各分野を代表する機関・団体を参集し、本県における女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組みの効果的かつ円滑な実施とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境の整備を目

的に協力・連携する場として、「やまがた女性活躍応援連携協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（構成団体等） 

第２条 協議会を構成する者・団体（以下「構成員」という。）は、別紙のとおりとする。 

２ 構成員以外の団体等から協議会への参加申し出があった場合は、構成員の過半数の承認を得ることにより、新

たに構成員となることができる。 

 

（会長） 

第３条 協議会に会長を置き、構成員による互選により選出する。 

２ 会長は会務を総理する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代

理する。 

 

（所管事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、必要な取組み、情報共有及び検討・意見交換を行う。 

（１）女性の活躍推進及び支援に関すること。 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること。 

（３）その他、第１条に掲げる目的の達成に必要な事項に関すること。 

 

（会議） 

第５条 会議は、会長が議長となる。 

２ 協議会の会議において、必要があると認めるときは、議事に関係する者に出席を求め、意見を聞くことができ

る。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、子育て若者応援部に置く。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は平成28年６月１日から施行し、平成38年３月31日をもって、その効力を失う。 

  （令和２年４月１日一部改正） 



 

やまがた女性活躍応援連携協議会構成員 

 

分  野 団   体   名 

経 済 関 係 

一 般 社 団 法 人 山 形 県 経 営 者 協 会 

山 形 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 

山 形 県 商 工 会 連 合 会 

山 形 県 商 工 会 議 所 連 合 会 

農 業 関 係 山 形 県 農 業 協 同 組 合 中 央 会 

労 働 関 係 日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 山 形 県 連 合 会 

社会福祉関係 社 会 福 祉 法 人 山 形 県 社 会 福 祉 協 議 会 

金 融 関 係 一 般 社 団 法 人 山 形 県 銀 行 協 会 

報 道 関 係 株 式 会 社 山 形 新 聞 社 

教 育 関 係 国 立 大 学 法 人 山 形 大 学 

学識経験者 国 立 大 学 法 人 山 形 大 学  名 誉 教 授  國 方  敬 司 

就労支援関係 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 

や ま が た 育 児 サ ー ク ル ラ ン ド 

市町村関係 
山 形 県 市 長 会 

山 形 県 町 村 会 

男女共同参画 

関 係 団 体 
山 形 県 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 

行 政 機 関 

山 形 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 室 

山 形 労 働 局 職 業 安 定 部 職 業 安 定 課 

山 形 県 

 



 

やまがた女性活躍応援宣言 

 
 私たちは、女性の力が最大限発揮できる山形 
県の実現を目指します。 
 そのために、女性の職業生活における活躍の 
推進に関する取組みの効果的かつ円滑な実施 
とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職 
場環境の整備に一体となって取り組みます。 

     

平成２８年６月１日 

 

やまがた女性活躍応援連携協議会 
 



 

やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチーム設置要綱 

 

（名  称） 

第１条 この組織は、やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチーム（以下｢プロジェクトチーム｣という。）と称する。 

 

（目  的） 

第２条 プロジェクトチームは、女性の活躍推進や女性も男性も共に働き共に育む社会を実現するため、各部局等で取り組

んでいる事業の情報共有及び効果的な情報発信等を図り、女性が能力を発揮し活躍できる環境の整備に向けて、全庁が一

体となった戦略的かつ効果的な事業展開に資することを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 プロジェクトチームは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１）女性の活躍推進、男女共同参画の理念に対する理解促進と共有に関すること。 

（２）部局間連携による情報発信の検討・調整に関すること。 

（３）女性の活躍推進に向けた事業の実施に関すること。 

（４）その他目的達成のために必要な事項に関すること。 

 

（構  成） 

第４条 プロジェクトチームの構成員は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ プロジェクトチームは、山形県子育て若者応援部長をチームリーダーとし、チームリーダーに事故等があるときは若者

活躍・男女共同参画課長がその事務を代行する。 

 

（会  議） 

第５条 会議は、チームリーダーが招集し、チームリーダーが座長となる。 

２ チームリーダーが必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。 

 

（事 務 局） 

第６条 プロジェクトチームの事務局は、山形県子育て若者応援部若者活躍・男女共同参画課に置く。 

 

（そ の 他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

   この要領は、平成３０年６月１５日から施行する。 

   （平成３１年４月１日一部改正） 

   （令和２年４月１日一部改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 表） 

やまがたウーマノミクス加速化プロジェクトチーム 構成員 

 部局等名 職  名 
（参考）女性活躍推進､男女共同参画に係る 

主な関連事項 

１ 
子育て 

若者応援部 
子育て若者応援部長 チームリーダー 

２ 〃 子育て支援課長 子育ての支援 

３   〃 子ども家庭課長 
ひとり親家庭の支援 

母子保健の推進 

４   〃 
若者活躍・男女共同参画

課長 

女性活躍の推進 

女性の就業等の支援 

５ 健康福祉部 医療政策課長 女性医師（看護師）の就業等の支援 

６   〃 地域福祉推進課長 
生活困窮者の自立支援 

ボランティア活動における男女共同参画の促進 

７   〃 長寿社会政策課長 介護離職ゼロに向けた施策の推進 

８ 産業労働部 商工産業政策課長 
産業に関わる女性の支援 
（ものの婦の製作普及等） 

９   〃 中小企業振興課長 女性の創業の支援 

10   〃 雇用対策課長 
職業能力の開発 

女性の就業・定着の促進 

11 
観光文化 

スポーツ部 
観光立県推進課長 

観光分野における女性の支援 

文化活動における男女共同参画の促進 

12 農林水産部 農政企画課長 

女性農業者の起業の支援 
（スモールビジネス創出） 

女性の農協役員等への登用促進 

13   〃 ６次産業推進課長 

女性農業者の起業の支援 
（農林漁家民宿・レストラン） 

女性組織等への食農教育の支援 

14   〃 農業技術環境課長 
女性農業者の活躍促進 

アグリウーマンの育成 

15   〃 
参事（兼）森林ノミクス

推進課長 
林業女子の育成 

16 県土整備部 参事（兼）建設企画課長 
女性技術者の人材確保 

けんせつ女子カフェの開催 

17 教 育 庁 教育政策課長 

男女共同参画教育の視点での学校教育の推進 

社会教育における男女共同参画の推進 

地域課題の解決に向けた活動の支援 
（そばガールズ、豆ガールズ、産調女子等） 



山形県男女共同参画推進員設置要項 

 

（設置） 

第１条 県内の各地域において男女共同参画社会の形成に関する理解の浸透を図るために、各地域の実情や特性を踏まえて

地域の中で男女共同参画を推進する山形県男女共同参画推進員（以下「推進員」という。）を設置する。  

 

（活動） 

第２条 推進員の活動は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 男女共同参画に関する普及・啓発 

(2) 県及び市町村の男女共同参画施策に関する情報の地域への提供 

(3) 県及び市町村が行う男女共同参画施策の推進への支援・協力 

(4) その他男女共同参画を推進するために必要な活動 

 

（市町村等との連携） 

第３条 推進員は、市町村をはじめ地域における各種関係団体等と連携を図りながら活動するものとする。 

 

（推進員の委嘱等） 

第４条 推進員は、原則として公募とし、男女共同参画の理念等をよく理解し、その推進のために熱意をもって活動する意

欲がある者の中から、知事が委嘱する。 

２ 知事は、推進員を委嘱しようとする者に対して承諾書（様式第１号）の提出を求め、承諾書の提出があった場合は、推

進員証（様式第２号）を交付する。 

 

（推進員の解職） 

第５条 知事は、任期満了に伴うもののほか、推進員から辞退の申し出があった場合、また、推進員としてふさわしくない

行為があった場合には、その職を解くことができる。 

２ 前項の辞退の申し出をしようとする者は、辞退届（様式第３号）を知事に提出するものとする。 

（推進員の任期） 

第６条 推進員の任期は、委嘱された日から２年が経過する日の属する年度の終期までとする。なお、再任を妨げない。 

 

（推進員への情報提供） 

第７条 県は、推進員の活動を支援し、地域における効果的な取組を促進するため、推進員に対し男女共同参画に関する各

種情報を提供するものとする。 

 

（秘密の保持等） 

第８条 推進員は、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 推進員は、その地位を第２条第１項の活動を推進する目的以外に利用しないものとする。 

 

（報告） 

第９条 推進員は、その活動状況等について、四半期ごとに、活動報告書（様式第４号）により、県に報告するものとする。 

 

（事務） 

第１０条 推進員に関する事務は、子育て若者応援部若者活躍･男女共同参画課において処理する。なお、必要に応じて、山

形県男女共同参画センターの協力を得るものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要項に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 



附 則 

この要項は、平成２８年１０月２０日から施行する。 

 附 則 

この要項は、平成２９年１月２０日から施行する。 

（平成２９年４月１日一部改正） 

（令和２年４月１日一部改正） 



 

 

 審議会等への女性委員登用の推進について 

 

  平成２８年３月に策定した新たな「山形県男女共同参画計画」に基づき、引き続き、政策・方針決定過程へ

の女性の参画の拡大を図るため、以下により取り組むものとする。 

 

１  対象となる審議会等 

① 法律、条例に基づき設置される審議会等 

② 行政運営上有識者等の意見を求めるため、要綱等に基づき継続的に設置される懇話会等 

 

２ 女性委員登用の推進方策 

(1) 各部局は、以下により、所管する審議会等について、女性委員の割合が５０％となるよう積極的に取り

組むものとする。 

① 各部局は、審議会等の女性委員登用について、関係団体等へ積極的に働きかけを行うとともに、計画

的にその達成に努めるものとする。この場合、個別審議会のみでは目標達成が不可能な場合は、部局全

体として５０％の数値目標が達成されるよう調整を図るものとする。なお、女性委員の登用に係る計画

について、進捗状況に応じて見直しを行うものとする。 

② 各審議会等ごとに、総委員数のあり方、委員選任方法等の検討を行い、目標達成を目指すものとする。 

③ 各部局は、特に女性人材の少ない分野での積極的な登用や任用を図ることにより、女性委員の候補者

が増えるよう、関係団体へ要請するものとする。 

(2) 子育て推進部は、毎年度末現在における女性委員登用状況を部局別に調査し、公表する。 

(3)  子育て推進部は、各分野において活躍している女性の情報収集等により、女性人材リストの拡充に努め、

各部局に対して情報提供を行う。改選期が近い審議会については、個別に女性の積極的登用の依頼を行う。

また、女性人材の育成・発掘に努める。 

平成２８年６月２７日 

定例部長会議 



 

年 年度 世 界 の 動 き 国 内 の 動 き 山 形 県 の 動 き 

1945 昭和 

20 

 ・婦人参政権  

1947 22  ・日本国憲法施行 

 基本的人権の尊重、法の下の平等の 

明文化 

 

1972 47 ・第２７回国連総会で、1975年を 

「国際婦人年」とする宣言 

  

1975 50 ・「国際婦人年世界会議」 

(メキシコシティ）テーマ 

「平等.発展.平和」「世界行動計画」

採択 

・第３０回国連総会「国連婦人の十年」

の決定（1976～1985） 

・婦人問題企画推進本部設置 

  本部長 内閣総理大臣 

・婦人問題企画推進会議設置 

・総理府に婦人問題担当室発足 

・育児休業法の成立（義務教育教員等） 

 

1976 51  ・「民法改正」（離婚後復氏制度）  

1977 52  ・「国内行動計画」策定 

・国立婦人教育会館開館 

・青少年課を青少年婦人課に改組 

・「山形県婦人問題推進本部」設置 

・婦人問題推進懇話会設置 

1978 53   ・「婦人問題推進のための県内行動計画

策定 

1979 54 ・国連総会で「女子差別撤廃条約」 

採択 

  

1980 55 ・「国連婦人の十年中間年世界会議」 

 （コペンハーゲン） 

・「民法改正」（配偶者の相談相続割合

1/3から1/2） 

 

1981 56 「女子差別撤廃条約」発効  ・「婦人の政策決定参加を促進する特

別活動推進要綱」規定 

1984 59  ・「国籍法改正」（父母両系血統主義）  

1985 60 ・「国連婦人の十年最終年世界会議」 

（ナイロビ）「2000 年に向けての婦

人の地位向上のための将来戦略」採択 

・「男女雇用機会均等法」成立   

（S61.4.1施行） 

・「女子差別撤廃条約」批准 

・「山形県婦人の現状と施策」発刊 

1986 61  ・「国民年金法改正」 

（女性の年金権の確立） 

・「労働基準法改正」 

（母性保護の充実等） 

・婦人問題推進懇話会が「第２期山形

県婦人行動計画実現のための提言提

出 

1987 62  ・「西暦2000年に向けての新国内行動 

  計画」策定 

（総合目標男女共同参画型社会の形 

 成をめざして） 

・第２期県内行動計画「新やまがた女

性プラン」策定 

（昭和63年度～平成12年度） 

1988 63 ・女子差別撤廃委員会（第７回）で 

 我が国報告書の審議 

 ・山形県婦人問題推進本部」設置 

（第２次） 

1989 平成 

元 

 ・新学習指導要領の告示（家庭科の男 

 女共修） 

 

1990 2 ・婦人の地位委員会で「ナイロビ将 

 来戦略の実施に関する第１回見 

直し及び評価に伴う勧告及び結論」

の採択 

 

  

1991 3 ・婦人の地位委員会で「第４回世界 

 婦人会議」について審議 

・「新国内行動計画」の第一次改定 

（男女共同参加→男女共同参画へ） 

 

 

 

 

男女共同参画に関する動き 

 



1992 4  ・「育児休業法」施行 

・初の「婦人問題担当大臣」任命 

 

 

 

1993 5  ・パートタイム労働法」成立 

・第４回世界婦人会議日本国内委員会設

置 

・青少年女性課へ課名変更 

・女性施策推進懇話会「県の各種審議会

等における女性委員の登用促進のた

めの提言」提出 

1994 6  ・総理府に男女共同参画室設置 

・男女共同参画推進本部及び男女共同参 

 画推進審議会の設置 

・「新やまがた女性プラン」見直し 

 （中間年） 

1995 7 ・第４回世界女性会議（北京） 

 北京宣言及び行動綱領採択、 

・ＮＧＯフォーラム開催 

・「育児休業法」から「育児・介護休業

法」 

へ改正 

・ＩＬＯ156号条約批准 

 

1996 8  ・新たな国内行動計画「男女共同参画

2000年プラン」策定 

・県民生活女性課青少年女性室に改組 

1997 9  ・男女共同参画審議会設置 

・「男女雇用機会均等法」改正 

 

1998 10  ・「特定非営利活動等促進法（ＮＰＯ法）」 

成立 

・山形県男女共同参画センター基本計画

策定 

1999 11  ・「男女共同参画社会基本法」公布・ 

施行（6月23日） 

・「労働基準法」「男女雇用機会均等法」

「育児・介護休業法」の一部改正 

・女性施策推進懇話会を男女共同参画

推進懇話会に名称変更 

2000 12 ・国連特別総会「女性2000年会議」 

（ニューヨーク）政治宣言及び 

成果文書採択 

・男女共同参画基本計画策定 

・推進体制の強化、充実のため新設さ 

れた内閣府に男女共同参画局を設置 

・「男女共同参画会議」を設置し、 

権限機能を充実・強化 

・県民生活女性課に男女共同参画室を設

置 

・第３期県内行動計画「山形県男女共同

参画計画」策定（平成13年度～平成

22年度） 

・男女共同参画社会づくり知事表彰制度

を創設 

2001 13  ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律制定（一部施行） 

・山形県男女共同参画センター「チェ

リア」を開設 

2002 14  ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律全面施行 

・山形県男女共同参画推進条例制定 

・山形県男女共同参画審議会設置 

2003 15  ・女性のチャレンジ支援が報告 ・文化振興課男女共同参画室に改組 

2004 16  ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者 

の保護に関する法律」改正 

 

2005 17 ・第４９回国連婦人の地位委員会 

（「北京＋１０」閣僚級会合） 

（ニューヨーク） 

・「少子化・男女共同参画担当大臣」任

命 

・第2次男女共同参画基本計画策定 

・文化環境部女性青少年政策室に改組 

・山形県男女共同参画計画を改訂 

・山形県ＤＶ被害者支援基本計画を策定 

2006 18  ・「男女雇用機会均等法」改正 

 

・男女いきいき企業懇話会を設立 

・チャレンジ応援サイトやまがたを開設 

・男女共同参画社会づくり知事表彰制

度に「チャレンジ賞」を新設 

・いきいきＷネットワーク設立 



2007 19  ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律」改正 

 （施行：平成２０年１月） 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ 

バランス）憲章」及び「仕事と生活の

調和推進のための行動指針」策定 

・男女いきいき・子育て応援宣言企業総

合支援事業の創設 

2008 20  ・「女性の参画加速プログラム」男女共

同参画推進本部決定 

・山形県ワーク・ライフ・バランス憲

章の制定 

2009 21 ・女子差別撤廃条約実施状況第6回 

報告の審議・最終見解の公表 

・「育児・介護休業法」改正 ・子ども政策室女性青少年課に改組 

・ワーク・ライフ・バランス推進協定の

締結 

・ワーク・ライフ・バランス優良企業知

事表彰制度を創設 

・平成21年度新男女共同参画計画意識

調査実施 

2010 22 ・国連「北京＋１５」記念会合 

（ニューヨーク） 

・「第3次男女共同参画基本計画」閣議 

決定 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及び「仕事と生活の 

調和推進のための行動指針」改定 

・子育て推進部青少年・男女共同参画課

へ改組 

・山形県男女共同参画計画策定 

（平成23年度～平成27年度） 

・山形県ＤＶ被害者支援基本計画策定 

（平成23年度～平成27年度） 

2011 23 ・UN Women（「ジェンダー平等と女

性のエンパワーメントのための国

連機関」）正式発足 

 ・平成23年度地域での女性登用に関す 

 る意識調査実施 

・平成23年度デートDV実態調査実施 

2012 24 ・APEC女性と経済フォーラム 

・第56回国連婦人の地位委員会「自

然災害におけるジェンダー平等と

女性のエンパワーメント」決議案採

択 

・「『女性の活躍促進による経済活性化』 

行動計画 ～働く『なでしこ』大作 

戦～」策定 

 

2013 25 ・APEC女性と経済フォーラム ・「配偶者からの暴力の防止及び被害者 

  の保護等に関する法律」改正 

（施行：平成２６年１月） 

・ 全国知事会による「女性の活躍促進 

  のための提言」 

・「男女共同参画の視点からの防災・復 

興の取組指針」策定 

・子育て推進部若者支援・男女共同参画

課へ改組 

・「山形いきいき子育て応援企業」認定

制度創設 

・全国知事会 男女共同参画プロジェク

トリーダーとして、「ウーマノミクス

で地域再生・日本再生～女性の活躍促

進のための提言～」を国に提言 

2014 26  ・「日本再興戦略」改訂2014に「『女 

性が輝く社会』の実現」 

・女性の活躍促進に向けた公共調達 

及び補助金の活用に関する取組 

指針決定 

・すべての女性が輝く社会づくり本部を 

設置 

・「輝く女性応援会議in山形」の開催 

・マザーズジョブサポート山形の開設 

・女性の活躍推進に向けた企業実態調査

実施 

・ワーク・ライフ・バランス及び男女共

同参画県民意識調査実施 

・全国知事会 男女共同参画プロジェク

トリーダーとして、「女性も男性も共

に働き共に育むことができる社会～

女性の活躍 ウーマノミクスで日本を

変える～」を国に提言 

2015 

 

27 

 

・持続可能な開発のための2030 

アジェンダ国連採択 

・女性活躍加速のための重点方針2015 

決定 

・①山形県男女共同参画計画策定 

②山形県ＤＶ被害者支援基本計画 



・女性が輝く社会に向けた国際シンポジ

ウム（ＷＡＷ！）開催 

・女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律制定 

・第４次男女共同参画基本計画策定 

・UN Women日本事務所が東京都文京区に

開設 

③女性活躍推進法に基づく推進計画 

を策定（計画期間：平成28～32年度） 

・全国知事会 男女共同参画プロジェ 

クトリーダーとして、「第４次男女 

共同参画基本計画に関する提言」を 

政府に提言 

・全国知事会 男女共同参画プロジェク 

 トリーダーとして、「女性も男性も共 

 に働き、共に育み、支え合う社会づく 

り～女性の活躍 ウーマノミクスで 

地方を変える、日本を変える～」を 

政府に提言 

・有村女性活躍担当大臣、内閣府特命 

 担当大臣（男女共同参画、少子化対策） 

と全国知事会との意見交換の開催 

・「働く女性のロールモデル集」の発行 

2016 

 

28 ・APEC 女性と経済フォーラム2016 ・「育児・介護休業法」改正 

・「ニッポン一億総活躍プラン」の決定 

・「女性活躍加速のための重点方針2016」

の決定 

 

 

・「やまがた女性活躍応援連携協議

会」の発足 

・山形県男女共同参画推進員の設置 

・全国知事会男女共同参画プロジェ 

 クトリーダーとして、「女性の活 

 躍推進で地方創生・日本再生～ 

今こそウーマノミクス～」及び 

「女性の活躍推進の加速化に向け 

た財源確保に関する緊急提言」を 

政府に提言 

・「ファザーリング全国フォーラム 

inやまがた」の開催 

2017 

 

29 ・APEC 女性と経済フォーラム2017 ・「育児・介護休業法」改正 

・「女性活躍加速のための重点方針2017」

の決定 

・「″おとう飯″始めよう」キャンペー

ンの実施 

 

 

 

・子育て推進部若者活躍・男女共同参画

課へ改組 

・マザーズジョブサポート庄内の開 

 設 

・全国知事会男女共同参画プロジェ 

 クトリーダーとして、「ウーマノ 

ミクスの加速で地方創生・日本再 

生～女性も男性も共に働き、共に 

育み、活躍する社会～」を政府に 

提言 

2018 30 ・APEC 女性と経済フォーラム2018 ・「政治分野における男女共同参画の推

進に関する法律」が公布・施行 

・「女性活躍加速のための重点方針2018」

の決定 

 

・子育て推進部に次長級の「女性活躍推

進監（兼）次長」を新設 

・やまがたウーマノミクス加速化プロジ

ェクトチームを庁内に設置 

・全国知事会男女共同参画プロジェクト

リーダーとして、「女性の活躍～ウー

マノミクス～加速で地方創生・日本再

生 ～男女の格差をなくし、仕事と家

事・育児・介護を共に担う社会を～」

を政府に提言 



2019 令和 

元 

  

・APEC 女性と経済フォーラム2019 ・「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律」等改正  

・「女性活躍加速のための重点方針2019」

の決定 

 

・山形県知事が内閣府男女共同参画会議

の議員に就任 

・全国知事会男女共同参画プロジェクト

リーダーとして、「女性活躍～ウーマ

ノミクス～を加速し、経済活性化！！

～育児・介護と仕事の両立支援, 男女

が尊重し合い格差解消～」を政府に提

言 

・ワーク・ライフ・バランス、男女共同

参画及び女性活躍に関する県民意

識・企業実態調査実施 

2020 2 ・APEC 女性と経済フォーラム2020 ・「第５次男女共同参画基本計画」策定 

・「女性活躍加速のための重点方針2020」

の決定 

・「災害対応力を強化する女性の視点～

男女共同参画の視点からの防災・復

興ガイドライン～」策定 

・「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

の決定 

・子育て若者応援部若者活躍・男女共同

参画課への改編 

・子育て若者応援部長がコロナ下の女性

への影響と課題に関する研究会の構

成員に就任 

・全国知事会男女共同参画プロジェクト

リーダーとして、～ウーマノミクス 

で 新地方創生 ・日本再生～を政府に

提言 

・山形県男女共同参画計画策定 

（令和3年度～令和7年度） 

・山形県ＤＶ被害者支援基本計画策定 

（令和3年度～令和7年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

男女共同参画に関する用語集 

 

 

   
 

  

 

 

アンコンシャス・バイアス （無意識の偏見） 

 人が無意識に持つ、偏見や思い込み。過去の経験によって、気づかずに身につけたもので、意図せ

ず、行動や意思決定に影響を与える。 

 

アンペイド・ワーク（無償労働） 

  家事、育児、介護、ボランティア活動など、家庭や地域での無償労働を指す。こうした労働の 多くは

女性が担っており、賃金や報酬を伴わず数量的に把握することが困難なことから、女性の果たしている

役割が過小評価されるといった結果を生んでいる。男女共同参画社会の実現には、男女が共に有償労

働、無償労働を平等に分かち合うことが求められている。 

 

 イクボス 

   部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績と結果を

出し、自らも仕事と私生活を楽しむことができる経営者や上司のこと。 

 

 イクメン 

    子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと。又は、将来そんな人生を送ろうと考えている男性の

こと。 

 

 ウーマノミクス 

    「ウーマン」と「エコノミクス」を掛け合わせた造語。女性の活躍により、経済全体を活性化につなげて

いくという考え方。 

 

 SDGｓ（エスディージーズ） 

    「Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標）」の略称。2015年９月の国連サミットで採択

されたもので、国連加盟１９３か国が 2016年から 2030年の 15年間で達成するために掲げた目標。目

標の５番目に「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられている。 

 

 エンパワーメント（力をつけること） 

   過去における社会的・構造的な差別の中で奪われてきた、本来持っている力を取り戻すこと。個々の

女性が自ら意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的及び文化的に力を持った存在になること。 

 

 Ｍ字型曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本の15歳以上女性の年齢別労働力率をグラフにしたときに描き出される曲線をいう。学校卒業後、

20～24 歳でピークを迎え、その後の子育て期に下降し、40 歳代で第二のピークを迎えるという傾向が

見られる。その形がアルファベットのＭの文字に似ていることからＭ字型就業と呼ばれている。これ

は、日本や韓国などに独特なもので、保育施設の進んでいるアメリカ、ドイツ、フランス、北欧諸国など

ではこういった出産・育児期の落ち込みはみられず、台形のカーブを描いている。 

 山形県の場合は、三世代同居の割合が全国一ということも反映して、緩やかなＭ字曲線となってお

り、夫婦の共働き率が全国でも上位にある。 
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家族経営協定 

 家族経営協定は、女性の経営参画をはじめ、家族全員が意欲と生きがいを持って農業に取り組む環

境づくりのため、農業経営の方針や役割分担、報酬、休日の取り方、経営移譲計画などについて家族

間の十分な話し合いに基づき、取り決めを行うものである。 

 

 クオータ制（割り当て制） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 不平等是正のための方策の一つで「割り当て制度」などという。選挙の立候補者（ノルウェー等）

や審議会の人数など男女の比率に偏りがないように定める方法。男女共同参画社会基本法第２５条

第１項第２号に規定する男女共同参画会議議員（学識経験者議員）に関する規定（男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員総数の十分の四未満であってはならない。）などもこれに

当たる。県の男女共同参画審議会もクォーター制を導入している。 

 

合計特殊出生率  

 １５～４９歳の全女性を対象に各年齢ごとに、子どもの出生数を女子人口で割った出生率を算出し合

計する。この値が２．０８を下回ると人口は将来減少すると言われている。 

 

 行動綱領 Platform for Action 

  

 

 

 

 

 

 

 1995年に北京で開催された第4回世界女性会議で採択されたもので、21世紀に向けての各国政府の

女性政策の指針を示している。12の重大問題領域（Ａ 貧困、Ｂ 教育と訓練、Ｃ 健康、Ｄ 女性に対する

暴力、Ｅ 女性と武力抗争、Ｆ 経済、Ｇ 権力及び意志決定、Ｈ 女性の地位向上のための制度的な仕組

み、Ｉ 人権、Ｊ メディア、Ｋ 環境、Ｌ 女児（少女））があげられ、それぞれについて戦略目標ととるべき

行動が提示されている。 

 

高齢者総合相談センター（高齢者総合相談所） 

 高齢者やその家族が抱える保健、医療、福祉等に係る各種の心配ごとや悩みごとに対する相談に応

じるとともに、市町村の相談体制を支援するなどの事業を実施する。 

 

 国際婦人年 International Women's Year  

   1972年（昭和47）第27回国連総会において、性差別撤廃に向けて世界的規模の行動をもって取り組

むために、1975年（昭和50）を「国際婦人年」とすることを決議された。 

 

 国内行動計画  

   1975年（昭和50）の国際婦人世界会議（メキシコ会議）で採択された「世界行動計画」に基づき、1977

年（昭和52）に我が国最初の国内行動計画が策定された。 

  

1977年（昭和52年） 国内行動計画 

1987年（昭和62年） 西暦2000年に向けての新国内行動計画 

1991年（平成３年） 西暦2000年に向けての新国内行動計画（第1次改定） 

1996年（平成８年） 男女共同参画2000年プラン 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

在宅介護支援センター 

 在宅の要援護高齢者やその家族に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じたり、各種の保健、

福祉サービスの提供の調整を図ることを目的とした施設。 

 

在宅ワーク  

 テレワーク（情報通信機器等を活用し、遠隔地間で仕事をする働き方）の一形態であり、会社員が自

宅で働く「在宅勤務」などと異なり、企業に属さず請負的に仕事を行うもの。雇用者ではなく、独立自営

的に就業するものであることから、大きくＳＯＨＯの中に位置づけられる。 

 

か行 

さ行 



 シェルター（女性のための緊急一時避難所） 

   本来は戦災などで住居を失った人々のための避難所を意味するが、近年、夫や同居の男性などから

暴力を受けた女性（ＤＶ被害者）のための避難所をも意味するようになった。 

  

 ジェンダー（文化的社会的な性別） 

   「女らしさ」「男らしさ」、「女の役割」「男の役割」など、社会的・文化的に作られた性別のこと。人が誕生

と同時に振り分けられる男・女という生物学的な性別（sex）や性徴・性的魅力（Sexuality）と区別して用い

る。 

  

 ジェンダーバイアス 

   社会のあらゆる場面に存在する、ジェンダーにかかわる偏りをいう。社会の仕組みや人々の行動様

式、意識など、さまざまなレベルにおいて、明示されたものであれ、暗黙のものであれ、性による区別

や男女の非対称的な扱いがなされている。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

女子差別撤廃条約 

 昭和５４年（１９７９年）の第３４回国連総会で、１３０か国の賛成を得て採択され、我が国は昭和６０年

（１９８５年）に批准した。あらゆる分野における性差別を撤廃し、男女平等を達成するために必要な措

置を定めている。 

 

ストーカー 

 一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き、相手もまた自分に愛情や関心を抱いている、あるいは抱くよ

うになるはずだと病的に思い込み、執拗に相手をつけ回し迷惑や攻撃や被害を与える人のこと。 

 

ストーカー規制法 

 正式には「ストーカー行為等の規制に関する法律」という。交際を迫ってつきまとったり嫌がらせを繰

り返したりするストーカー行為を取り締まる法律。 

 

性別による固定的な役割分担意識  

 「男は仕事、女は家庭」「男は主役、女は従」というように、性の違いによって役割を固定してしまう考

え方や意識をいう。 

 

世界女性会議  

   すべての女性の平等、開発及び平和の目標を推進するための方策を探る国連主催の会議。 

過去の開催実績は次のとおり。 

  
1975年（昭和50年） メキシコシティ（メキシコ） 国際婦人年 

1980年（昭和55年） コペンハーゲン（デンマーク） 国際婦人の 10年中間年 

1985年（昭和60年) ナイロビ（ケニア） 国際婦人の 10年最終年 

1995年（平成7年） 北京（中華人民共和国）   

2000年（平成12年） ニューヨーク（アメリカ合衆国） 国連特別総会「女性2000年会議」 

2005年（平成17年） ソウル（韓国）  
 

 

   世界女性会議で採択された宣言や行動計画は、各国の女性施策に大きな影響を与えてきており、第4

回世界女性会議で採択された「行動綱領」は、女性のエンパワーメントに関する予定表（アジェンダ）で

あるとされている。  

 

 セクシュアリティー 

   性徴・性的魅力の概念、さらに、性にかかわる現象、行動、傾向などを総称することば。生物学的な性

差(sex)に対して、社会的・文化的・心理的な面を含めて、より広く性的なものをさす。ジェンダーに縛ら

れない社会の実現に向けて、「人権としての性」という視点にたち、個人の自由・自己決定権にかかわ

るもっとも個人的・内面的な課題として考えていくことが必要である。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクシュアル・ハラスメント  

相手方の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって、仕事をする上で一定の

不利益を与えたり（※対価型セクシュアル・ハラスメント）、またはそれを繰り返すことによって就業環境

を著しく悪化させる（※環境型セクシュアル・ハラスメント）こと。例えば身体への不必要な接触、性的関

係の強要、性的なうわさの流布など、様々なものが含まれる。男女雇用機会均等法では事業主に対

して職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための雇用管理上の配慮を義務づけている。

県の条例では、「あらゆる場」におけるセクシュアル・ハラスメントによる権利侵害に関する配慮

を規定している。 

 

ダイバーシティ 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢、障がいの有無などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共

存できる社会のことを「ダイバーシティ社会」という。 

 

男女雇用機会均等法 

正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という。昭和６１

年（１９８６年）に施行され、平成９年（１９９７年）６月に、女性に対する募集、採用、配置などの差別禁止

規定や、セクシュアル・ハラスメントの防止などの雇用管理上の規定を新設するなどの改正が行われ

た。 

 

 

男女共同参画社会 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うべき社会をいう（男女共同参画審議会設置法第1条に定義）。 

 

男女共同参画社会基本法 

 男女共同参画社会の形成の基本的枠組みを国民的合意の下に定め、社会のあらゆる分野の取組を

総合的かつ計画的に推進するために、平成１１年（１９９９年）６月２３日に公布・施行された法律。５つの

基本理念と、国、地方公共団体、国民の責務等について規定している。 

 

男女共同参画週間  

 男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に関する国民の理解を深めることを目的として、平成１３

年度から毎年６月２３日から２９日の１週間を「男女共同参画週間」と定めている。 

 

地域子育て支援センター 

家庭での子育てに対する相談指導、子育てサークルへの支援など家庭での育児をバックアップす

る専門機能を有する施設で、地域の中核となる保育所に附置される。 

 

デートＤＶ 

婚姻関係にない 10代～20代の交際関係にあるものまたはあったものの間で行われる身体的・精神

的などの苦痛を与える暴力行為のこと。 

 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

「夫婦（恋人）間暴力」のことで親密な関係にある暴力をいう。広義には女性や子ども、高齢者や障害

者など家庭内の弱者への家庭内暴力をさす。この問題解決に向けて、第4回世界女性会議の行動綱領

をはじめ、「男女共同参画2000年プラン」等にも重要課題の一つとして取り上げられており、1999年5

月には男女共同参画審議会より「女性に対する暴力のない社会を目指して」の答申が出されている。  

平成１３年１０月に｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣が施行（平成１４年

全面施行）された。平成２６年１月には法の改正がおこなわれ、名称も「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律」に改められた。また改正によって、生活の本拠を共にする交際

相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用

対象とされることとなった。県条例では、「あらゆる場」における配偶者に対する身体的又は精神

的な苦痛を与える暴力行為による権利侵害に関する配慮を規定している。 

 

た行 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

パートタイム労働法  

 正式には、「短時間労働者の雇用の管理の改善等に関する法律」という。短時間労働について、雇用

の改善に関する措置や職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者

が能力を有効に発揮することができるようにすることを目的とする法律。 

 

パートナーシップ  

 友好的な協力関係。互いを自立した主体的存在として認め合い、対等な立場で連携・協力し合う関係

をいい、共存・共生できる関係ともいえる。本県男女共同参画計画においても、基本的視点と計画の目

標のなかで、２１世紀が抱える様々な問題を解決するためには、社会のあらゆる分野で男女、世代、地

域社会、行政と民間、さらには国境を越えて、あらゆる人々や組織が交流し、理解し合う、パートナーシ

ップの確立を図ることが必要であるとしている。 

 

配偶者暴力相談支援センター 

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」により、被害者の相談やカウンセリン

グ、被害者及びその同伴家族の一時保護、各種情報の提供を行う施設。 

 

パタニティ・ハラスメント 

育児のための休暇や時短を申し出る男性に対するいやがらせ。 

 

 

パワーハラスメント 

 優越的な関係に基づき、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、身体的もしくは精神的

な苦痛を与えること（職場環境を害すること）。 

 

ファミリー・サポート・センター 

 地域において育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人お互い会員になり、助け合うグループ

を作り、育児や介護に関する相互援助活動を行う。 

 

ファミリーフレンドリー企業 

 法を上回るレベルの育児休業制度、介護休業制度、フレックスタイム制、在宅勤務等の制度を持って

おり、経営トップや管理職の理解があって実際によく利用されているなど、仕事と家庭の両立がしやす

い企業文化を持っている企業 

 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

 過去における社会的・構造的な差別によって、現在不利益をこうむっている集団(女性や人種的な少数

弱者など)に対して、一定の範囲で特別な機会を提供すること等により、実質的な機会均等を実現する

ことを目的とした、暫定的な措置。 男女共同参画社会基本法第２条第２項では、「積極的改善措置」とし

て次のように定義している。「（男女共同参画に関し）男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。」 

 

マタニティ・ハラスメント 

 妊娠・出産・育児休業等を理由に不利益な取り扱いを行うこと。 

 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ  （性と生殖に関する健康・権利の確立） 

子どもを産む、産まない、いつ何人産むかなどを女性が自分で決める権利を認めようとする考え方。

ライフサイクルを通じて個人、特に女性の健康の自己決定権を保障するもので、すべての人々の基本

的人権として位置付ける理念である。 

 

ワークシェアリング 

 一つの仕事を多人数で分割すること。一人当たりの労働時間を短縮することで、多くの人が仕事を分

かち合うという意味。不況時には雇用維持対策として見られがちであるが、労働時間の短縮や高齢者

等に対して職場を供給する効果があるといわれている。 
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ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希

望するバランスで展開できる状態。 

 

ＧＤI（ジェンダー開発指数） 

 Gender Development Index 

  国連開発計画（UNDP）による指数で、人間開発における男女格差を表すもので、男女別の人間開発

指数（ＨＤＩ）の比率で示される、人間開発の3つの基本的側面における達成度の男女格差。基本的側面

とは次の３側面を指標とする。 

【健康】・男女別の出生時平均余命 

【教育】・男女別の入学年齢児童の予測就学年数と 25歳以上の成人の平均就学年数 

【経済的資源の可用度】男女別の一人当たりＧＮＩ推計値 

 

Ｇ Ｉ I（ジェンダー不平等指数） 

 Gender Inequality Index  

国連開発計画（UNDP）による指数で、国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨

げられているかを明らかにするもの。次の 3側面5指標から構成されている。 

 【保健分野】・妊産婦死亡率 ・15－19歳の女性1,000人当たりの出生数 

 【エンパワーメント】・国会議員女性割合 ・中等教育以上の教育を受けた人の割合（男女別） 

 【労働市場】・労働力率（男女別） 

 

ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数） 

  Gender Gap Index 

 世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分

野、政治分野及び保健分野のデータから算出され、0が完全不平等、1が完全平等を意味しており、性

別による格差を明らかにできる。具体的には次のデータから算出される。 

 【経済分野】・労働力率 ・同じ仕事の賃金の同等性 ・所得の推計値 

        ・管理職に占める比率 ・専門職に占める比率  

 【教育分野】・識字率 ・初頭、中等、高等教育の各在学率 

 【健康分野】・新生児の男女比率 ・健康寿命 

 【政治分野】・国会議員に占める比率 ・閣僚の比率 ・最近50年の国家元首の在任年数 

 

ＨＤＩ（人間開発指数） 

 Human Development Index  

 国連開発計画（UNDP）による指数で、「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人間らしい生活水準」という

人間開発の３つの側面を測定したもの。具体的には、出生時の平均寿命、知識（平均就学年数及び予

想就学年数）、1人当たり国民総所得（GNI）を用いて算出している。 

 

ＬＧＢＴ 

 lesbian、gay、bisexual、transgender 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー

（心と体の性が一致しない人）の英語の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的少数者 (セクシャル

マイノリティ) を表す言葉の一つとして使われる。 

 

ＳＯＧＩ 

Sexual Orientation and Gender Identity 

どの性別を好きになるかという「性的指向」と、自分の性別をどう認識しているかという「性自認」を組

み合わせた言葉。 

 

 

 

 



 

略語 
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